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ご利用に際して

◼本報告書では各国の法律や制度を日本語で整理していますが、いずれも仮訳である点にご留意いただき、
必要に応じて原文をご確認いただくようお願い致します。

◼法律や法制度は随時改正がされていることから、巻末の出典情報を参照いただき、最新版をご確認いただくようお願い致します。
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１．調査概要
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１.１．背景と目的

◼ 調査背景・目的

⚫ 我が国では、食品ロスが年間522万トン（2020年度推計値）発生している中、食品の期限表示についての正しい理解
が消費者に浸透しきれていないことが食品ロスの発生要因の一つになっていると言われている。
このような中、消費者庁では令和２年に「「賞味期限」の愛称・通称コンテスト」を実施し、賞味期限の愛称として「おいしい
めやす」を決定し、ポスター等を活用した普及啓発に取り組んでいる。

⚫ 諸外国においても食品ロス削減を目的とした期限表示制度の改正や期限表示について消費者向けの普及啓発に取り組ん
でいる中、今後の我が国における「期限表示制度」及び「期限表示についての消費者向け普及啓発」の参考とするため、
本調査業務においては、諸外国における食品の期限表示制度及び普及啓発事例を調査する。

◼ 調査手法

⚫ 諸外国における食品の期限表示制度及び普及啓発事例について、文献等調査を実施した。

⚫ 文献等調査によって生じた不明点等の確認及び文献等調査の補足を目的とし、ヒアリング調査を実施した。

本調査では、以下５機関にヒアリングを実施した。

１．調査概要

国 ヒアリング先 ご対応者

アメリカ
◼ ハーバード大法科大学院
（Harvard Law School - Food Law and Policy Clinic）

◼ Clinical Instructor
◼ Clinical Fellow

アメリカ ◼ Feeding America ◼ Senior Manager of Food Safety

イギリス ◼ Waste & Resources Action Programme（WRAP） ◼ Senior Specialist - Food Waste

フランス

◼ 経済・財務・産業・デジタル主権省
競争・消費・不正防止総局（DGCCRF）

◼ アグリフード製品及び市場部 次長
◼ 消費者情報及び食品の品質確保セクション 局長

◼ 農業・食料主権省 食品総局（DGAL）

◼ 食品安全準局 次長補
◼ 食品リスク管理室 微生物学的リスク担当
◼ 食料政策局 食品廃棄物及び食料不安・持続可能な

食料対策担当

図表 ヒアリング先の機関
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１.２．調査項目・本報告書の構成

◼ 本調査では以下項目の調査を実施する。なお、基本的に食品は包装されたものを想定する。
図表 報告書の構成

１．調査概要

※

※腐敗等の兆候が無いことを前提とする



セクション
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２．アメリカの期限表示制度及び

普及啓発の実態
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２.１．食品の期限表示制度に関する改正の動向（1/2）

【食品期限表示法（Food Date Labeling Act of 2023）：法案の概要】 1 ※可決されていない点に注意

◼ 使用可能なラベルの用語を２つの表現に限定する。一つは品質指標とし、もう一つを廃棄日（discard date）とする。

⚫ 製造業者が食品の品質を示すために日付を使用することを選択した場合、
「Best if Used By」または「BB（包装のスペースが限られている場合）」の表現を使用しなければならない。

⚫ 製造業者が安全上の理由から食品を廃棄する時期を示すために日付を使用することを選択した場合、
「Use By」または「UB（包装のスペースが限られている場合）」の表現を使用しなければならない。

⚫ 製造業者は「Freeze By」の表現を品質指標または廃棄日の後に追加することができる。

◼ 品質指標を過ぎた食品の販売または寄附を制限する州法を廃止する。
ただし、州は、廃棄日が記載された食品の表示期限以降の販売または寄附を禁止することは引き続き可能とする。

◼ 新しいラベルの意味について消費者と食品企業を教育し、彼らが経済的及び安全上のより良い決定を下せるように、
USDAとFDAが互いに協力するよう指示する。

期限表示の統一に向けた法案

２．アメリカの期限表示制度及び普及啓発の実態

◼ 連邦レベルで期限表示の方法を標準化することで、消費者の混乱を解消し、食品廃棄物を削減することを目的に、

2021年12月に「食品期限表示法（Food Date Labeling Act）」の法案が連邦議会に提出された。

同議会では可決に至らなかったことから、2023年5月に再提出されている。1-4

※2023年11月27日現在、上下両院ともに可決されてはいない。その理由として、ハーバード大法科大学院 (Harvard 

Law School - Food Law and Policy Clinic (FLPC)) へのヒアリングによると、議員や業界団体からの反対意見が

挙がっているわけではなく、他の法案が優先的に議論されているためと考えられた。

※同内容は、2023年3月提出の「農業レジリエンス法（Agriculture Resilience Act of 2023）」の法案にも含まれる5。

※ハーバード大法科大学院へのヒアリングによると、同法案は期限表示の文言と定義等の考慮すべき事項を定めるものであり、

これが可決された場合も、期限表示を行うか否かを決定する権利は、引き続き食品関連事業者にある点に変わりはない。

（出所）1 ReFED HP 「FOOD DATE LABELING ACT」（2023年11月27日最終確認。特段の断りがない限り、以下本章における最終確認日は同様。）
2 CONGRESS.GOV HP 「H.R.6167 – Food Date Labelling Act of 2021」、 3 CONGRESS.GOV HP 「 H.R.3159 – Food Date Labelling Act of 2023」、
4 Chellie Pingree HP 「Press Releases / Pingree, Newhouse, Blumenthal Reintroduce Bicameral Bill to Standardize Food Date Labels, Cut Food Waste」

5 CONGRESS.GOV HP 「H.R.1840 – Agriculture Resilience Act of 2023」
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２.１．食品の期限表示制度に関する改正の動向（2/2）

２．アメリカの期限表示制度及び普及啓発の実態

＜参考：アメリカの期限表示に関する背景情報＞

◼ ハーバード大法科大学院 (Harvard Law School - Food Law and Policy Clinic) 、Natural Resources Defense Councilは、

2013年9月に公開したレポートにて、アメリカの食品の期限表示制度に関する歴史を以下のように整理している。

期限表示に関する背景情報

年代 概要

1950～1970 ◼ 包装された食品の購入が始まり、ほとんどの食品は食料品店で購入された。消費者が食品の鮮度を知る能力・術はなかった。

‘70年代～

◼ 消費者には解読できない記号やコードを使用した「Closed dating ※」に対し、食品の鮮度に対する消費者からの懸念が増大。
Closed datingでは、消費者に情報を伝えることを想定されてはいなかった。

◼ 消費者の懸念に応えるべく、食品業界、政府等にて「Open dating ※」の導入に向けた検討が始まった。
Open datingでは年月日が明示されるが、微生物学的安全性を担保するもの等ではなく、そういった認識もなかった。

◼ 小売業界は消費者が新しい商品を優先的に購入するため、Open datingは食品を値上げすることに繋がると初めは反対して
いたが、自主的に取組を始め、販売促進戦略として宣伝に使い始めた。

◼ 1973～1975年：食品表示に関する連邦レベルの法案が10件以上議会に提出されたが、いずれも可決されなかった。
⚫ 小売業界は数百万ドルをかけて自主的にOpen datingを導入してきたため、連邦レベルの制度は追加的な費用負担を要

し、「将来的に自発的で進歩的な更なる仕組みを採用することを妨げる」と反対した。
⚫ 日付の種類・説明、表示対象の食品等に関する調整が難しいため、政策立案者らも検討を取り止めた。

◼ 結果として、不均一かつ断片的な期限表示制度が誕生した。
◼ 州・市レベルでも制度的な矛盾が生じ、消費者の混乱等が生じた。州を跨いだ通商の妨げになるほか、食品廃棄や食品価格

の高騰に繋がるのではないかと懸念も挙がった。

‘90年代後半～
◼ 連邦レベルの期限表示制度に関する法案が1999年、2001年、2003年、2005年、2007年、2009年と提出されたが、

いずれも可決されなかった。

図表 アメリカの食品の期限表示制度に関する歴史（抜粋）

（出所）Harvard Law School - Food Law and Policy Clinic (FLPC)、Natural Resources Defense Council 「The Dating Game：How Confusing Food Date Labels Lead to Food Waste in 
America（2013年9月）」（p.6）、 USDA/FSIS HP 「Food Product Dating」

（図表は出所を基に、MURC作成）

※ 現在の定義ではあるが、USDA/FSISによると、Closed datingは 「製造業者によって設定される、製造日・時間に関する情報を含む一連の文字・数字」、Open datingは 「製造業者・小売業

者によって設定される日付であり、最高の品質である期間や店頭への陳列期間の検討に用いられる」を意味する。

なお、製造日表示は消費サイドが食品の鮮度を判断できるとされるが、上表1970年代の表示は消費者に解読できない記号やコードが用いられたことから、鮮度判断には用いることができなかった。
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２.２．食品の期限表示制度及び普及啓発の実態（アメリカの概要）

項目 概要

所管機関等
■米国農務省・食品安全検査局（USDA/FSIS）

：食肉、家禽、卵製品への表示を所管
■米国食品医薬品局（FDA）：その他全ての食品への表示を所管

主な根拠法令

■乳児用調製粉乳を除き、連邦レベルでの表示制度は無い。
■州政府や地方自治体が、独自に期限表示制度を導入。
※49州では何らか制度を導入しているが、品目は一部に限ったものが多い。
※連邦レベルの期限表示制度の導入に向け、現在法案が提出されている。

期限表示の定義
と用法

■USDA/FSISは、いずれの期限表示も品質に関するものと理解するよう、
消費者へ指導しており、「Best if Used By（商品の味や品質が最良の
状態）」の使用を推奨している（2023年11月末現在）。

■食品に関する業界団体は、自主的な運動で以下の使用を要請している。
- 「Best if Used By」・・・品質を示す表示。
- 「Use by」・・・品質が劣化しやすい、又は安全上の懸念が生じやすい

傷みやすい食品を対象に、同日以降の廃棄を求める表示。

食品に期限を
設定・表示する

責任者

■連邦レベル：定めはない。
■州レベル／マサチューセッツ州の例：製造業者、加工業者、包装業者、
再包装業者、小売業者、又はその他の者（≒製造・加工、包装する者）

安全係数の有無
■連邦・州政府は、期限表示を設定するための具体的な計算手法等を
定めておらず、事業者の判断に任せている。

期限の表示方法

■連邦レベル：定めはない。
■州レベル／マサチューセッツ州の例：原則として、年月日表示。
※”傷みやすい食品”：日と月のみでも可
※ 冷凍及び”長期保存可能食品”：年月のみでも可

表示期限を過ぎた
食品の取扱い

(腐敗等が無い場合)

■連邦レベル：「Best if Used By」を過ぎた食品の販売・寄附は可能。
■州レベル：州単位で、推奨/禁止等の状況は異なる。

２．アメリカの期限表示制度及び普及啓発の実態

◼ アメリカでは、食品の期限表示に関する連邦法は存在せず（乳児用調製粉乳を除く）、州政府や地方自治体が独自に制度

を導入しており、多様な期限表示が存在している。政府は期限設定の方法等の詳細を定めず、事業者に一任している現状で

ある。現在、食品廃棄削減の観点からも、国内で統一的な期限表示制度を導入することを目指した法案が提出されている。

（出所）ハーバード大法科大学院（2016年5月）

（出所）Food Industry Association (FMI) HP

（n=1,029）

（出所）本調査結果を基に、MURC作成。図表の出所については、関連ページも併せて参照のこと。

推奨される期限表示の
用語に関する広告
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２.２.１．期限表示制度の所管機関等

組織名 概要

米国農務省・食品安全検査局
（USDA/FSIS）

◼ 食肉、家禽、卵製品への表示を所管
◼ 期限表示を規制する明確な権限無し

米国食品医薬品局（FDA）
◼ 米国保健福祉省（HHS）配下の組織
◼ その他全ての食品への表示を所管
◼ 期限表示を規制する明確な権限無し

図表 アメリカの期限表示制度の所管機関（国レベル）

２．アメリカの期限表示制度及び普及啓発の実態

◼ アメリカにおいて食の安全性を所管するのは米国農務省と米国食品医薬品局であり、食品表示も両機関が監視している。

◼ 州政府や地方自治体も独自の食品期限表示制度を実施する権限を有している（州政府の制度導入状況は次頁参照）。

（図表は出所を基に、MURC加筆・作成）
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２.２.２．期限表示制度の根拠法令等（1/4）

図表 期限表示に関する州法の整備状況

Negative Policy/
消極的方針（23州）

◼ 期限表示制度あり
◼ 期限を過ぎた食品の 販売及び寄附、

またはどちらか一方について、禁止・制限あり

No Policy/
方針無し（２州）

◼ 期限表示制度なし

Moderate Policy/
穏健な方針（26州）

◼ 一定の食品に関して、期限表示制度あり
◼ 期限を過ぎた食品の 販売及び寄附の禁止・制限なし

Strong policy/
強力な方針（０州）

◼ 品質と安全性を区別した義務的な期限表示制度あり
◼ 期限を過ぎた食品の 販売及び寄附の禁止・制限なし

アイダホ

ユタ

サウスダコタ

ネブラスカ

ミズーリ

ニューヨーク

※政策の評価は、食品廃棄物の発生抑制を妨げないかという観点で整理されている。

マサチューセッツ州
（本調査の事例）

２．アメリカの期限表示制度及び普及啓発の実態

◼ 乳児用調整粉乳を除き、表示される日付は安全性の指標ではなく、連邦法でも表示を求められてはいない1。

（食品製造事業者は、消費者や小売業者※へ食品の品質を保てる期間を知らせるために期限を表示するが、事業者の使用

する期限表示は食品安全性の指標ではないとされる。）
※品質を保てる期間を通知する対象はHPによって記載が異なり、小売業者（retailer）だけでなく、流通事業者（distributor）等を含むと考えられる。

◼ 州政府や地方自治体は、独自の食品期限表示制度を導入する権限を有している。

食品廃棄削減に取り組む米国の非営利団体「ReFED」によると2、2023年10月現在、期限表示制度の無い州は２州

（ニューヨーク、サウスダコタ）であり、それ以外の州は何らかの期限表示制度を設けている。（※2023年3月時点では、アイダホ、ミズー

リ、ネブラスカ、 ユタの４州も「期限表示制度が無い」という評価であったが、2023年9月の更新で「貝/Shellfish」について導入された旨が報告されている）

なお、ReFEDの区分で「強力な方針」（下記図表参照）に該当する制度を導入している州は存在しない。

（図表は出所2を基に、MURC加筆・作成）

（出所）1 USDA/FSIS HP 「Food Product Dating」
2 ReFED HP 「Level of State Date Labeling Regulations」

アメリカの制度導入の概況
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２.２.２．期限表示制度の根拠法令等（2/4）

傷みやす
い食品

危険性の
高い食品

牛乳/
乳製品

食肉/
家禽 貝類 卵 その他

アラバマ ○ ○ ○

アラスカ ○

アリゾナ ○ ○

アーカンソー ○

カリフォルニア ○ ○ ○ ○

コロラド ○

コネティカット ○

デラウェア ○

ワシントンDC 
2018年に「The Save Good Food Act of 2018」が成立し、
保健局が期限表示規制を更新することになっているが、
2023年3月時点で新規制は出されていない。

フロリダ ○ ○

ジョージア ○ ○ ○ ○ ○

ハワイ ○

アイダホ ○

イリノイ ○ ○

インディアナ ○ ○

アイオワ ○ ○

カンザス ○ ○

ケンタッキー ○ ○

ルイジアナ ○

メイン ○

メリーランド ○

マサチューセッツ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ミシガン ○ ○ ○ ○

ミネソタ ○ ○ ○ ○

ミシシッピ ○

ミズーリ ○

傷みやす
い食品

危険性の
高い食品

牛乳/
乳製品

食肉
/家禽 貝類 卵 その他

モンタナ ○ ○

ネブラスカ ○

ネバダ ○ ○ ○

ニューハンプシャー ○ ○

ニュージャージー ○ ○

ニューメキシコ ○ ○

ニューヨーク 期限表示制度なし

ノースカロライナ ○

ノースダコタ ○

オハイオ ○ ○

オクラホマ ○ ○

オレゴン ○

ペンシルバニア ○ ○

ロードアイランド ○ ○

サウスカロライナ ○ ○

サウスダコタ 期限表示制度なし

テネシー ○ ○

テキサス ○ ○

ユタ ○

バーモント ○ ○

バージニア ○ ○

ワシントン ○

ウェストバージニア ○ ○

ウィスコンシン ○ ○

ワイオミング ○

〇：2023年9月の更新で追加された項目

州レベルの制度概況①

図表 期限表示に関する州法の概況（対象品目）

２．アメリカの期限表示制度及び普及啓発の実態

◼ 州政府の期限表示制度の対象品目は以下のとおりである。なお、制度を導入している州においても、品目は網羅的ではなく、

一部の食品に限ったものが多い。下表によると、貝類に限った制度を導入している州は、12州である。

（図表は出所を基に、MURC加筆・作成）

（出所） ReFED and Harvard Law School - Food Law and Policy Clinic (FLPC) 「Policy Matrix」（pp.1-2）
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２.２.２．期限表示制度の根拠法令等（3/4）

規制
なし

規制
あり 表示期限を過ぎた後に「販売」が制限されている食品

アラバマ ○
食肉、ベビーフード、乳児用調整粉乳（infant 
formula）、危険性の高い食品

アラスカ ○
アリゾナ ○

アーカンソー ○

カリフォルニア ○
コロラド ○ 卵

コネティカット ○
デラウェア ○

ワシントンDC ○

フロリダ ○ 貝、乳製品

ジョージア ○
卵、乳児用調整粉乳、貝、牛乳、
危険性の高い食品、包装されたサンドイッチ

ハワイ ○ 乳製品

アイダホ ○

イリノイ ○ 卵
インディアナ ○

アイオワ ○
カンザス ○

ケンタッキー ○ 乳製品

ルイジアナ ○
メイン ○

メリーランド ○ 牛乳

マサチューセッツ ○
全ての食品
（特に傷みやすい食品、半ば傷みやすい食品）

ミシガン ○ 傷みやすい食品、食肉、乳製品

ミネソタ ○

ミシシッピ ○

ミズーリ ○

規制
なし

規制
あり 表示期限を過ぎた後に「販売」が制限されている食品

モンタナ ○ 牛乳
ネブラスカ ○

ネバダ ○ 危険性の高い食品、乳製品
ニューハンプシャー ○ 包装されたサンドイッチ
ニュージャージー ○ 乳製品
ニューメキシコ ○ 乳製品
ニューヨーク 期限表示制度なし

ノースカロライナ ○
ノースダコタ ○

オハイオ ○
オクラホマ ○
オレゴン ○ 傷みやすい食品

ペンシルバニア ○ 牛乳
ロードアイランド ○ ベーカリー製品
サウスカロライナ ○

サウスダコタ 期限表示制度なし
テネシー ○ インスタント食品
テキサス ○

ユタ ○
バーモント ○ 危険性の高い食品
バージニア ○ 乳製品
ワシントン ○ 傷みやすい食品

ウェストバージニア ○
ウィスコンシン ○ 卵
ワイオミング ○

州レベルの制度概況②

図表 期限表示に関する州法の概況（表示期限を過ぎた食品の販売）

２．アメリカの期限表示制度及び普及啓発の実態

◼ 表示期限を過ぎた食品の販売に関する州政府の規制の整備状況は以下のとおりである。

（図表は出所を基に、MURC加筆・作成）

（出所） ReFED and Harvard Law School - Food Law and Policy Clinic (FLPC) 「Policy Matrix」（pp.3-4）



14 Mitsubishi UFJ Research and Consulting

LINE本文ページ

２.２.２．期限表示制度の根拠法令等（4/4）
州法の事例

条項番号 内容

(1) Open Dating of Perishable and Semi-perishable Food Products.

(2) Open Dating of Frozen and Long Shelf Life Food Products.

(3) “Once an open date has been placed on a product, the date may not be altered.”

(4) Sale of Past Date Food Products.

(5) Placement of the Date.

(6) Product Rotation, Storage and Handling Information. 

(7) Factors for Shelf Life Determination. 

(8) Required Records.

(9) Exemptions.

図表 マサチューセッツ州法 500.006（B）期限表示の条項

２．アメリカの期限表示制度及び普及啓発の実態

＜州レベルの事例：マサチューセッツ州法＞

◼ 「105 CMR 500.000 - Good Manufacturing Practices For Food」規則 （以下、適正食品製造品質管理規則）

の500.006が食品のラベル表示について規定しており、その (B)が期限表示（Open Date Labeling）について定めている。

（出所） マサチューセッツ州HP 「Code of Massachusetts Regulations／105 CMR 500.000 - Good Manufacturing Practices For Food（2016年9月23日）」

（図表は出所を基に、MURC加筆・作成）
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２.２.３．期限表示の使い分け（1/4）

図表 加工食品業界で使用されている主な期限表示 2

国の推奨と、食品業界の現状

図表 期限表示の一例と、USDA/FSISによる定義 1

（出所）1 USDA/FSIS HP 「Food Product Dating」
2 United States Government Accountability Office 「DATA LABELS ON PACKAGED FOODS：USDA and FDA Could Take Additional Steps to Reduce Consumer Confusion

（2019年9月）」（pp.10-11）

２．アメリカの期限表示制度及び普及啓発の実態

＜USDA/FSISの方針＞1

◼ 前述のとおり食品の期限表示に関する連邦法はないが、USDA/FSISは小売・消費段階における混乱の解消と、それによる

食品廃棄物の削減を目的に、食品製造事業者や小売業者が「Best if Used By / 賞味期限」を使うことを推奨している。

◼ また、食品廃棄物の削減に向け、期限表示を安全性ではなく、品質に関するものと理解するように消費者へ指導している。

＜食品業界の現状：多様な期限表示が存在＞

◼ 一方、連邦法がないことから、州や地方自治体による規制がない地域では食品製造事業者が表示の方法を決めることが可能

である。そのため、USDA/FSISは、国内にて多くの期限表示が使用されていると指摘している1。

◼ また米国会計検査院（GAO）も、加工食品業界にて多様な期限表示が使用されていることを指摘している2。

（図表は各出所を基に、MURC加筆・作成）

（出所）GAO（2019）

表示例 定義

Best if Used By/
Best if Used Before

◼ 商品の味や品質が最良の状態の日付。
◼ 購入期限や安全期限ではない。
※「Best if Used By」をUSDA/FSISは推奨。

Sell-by
◼ 在庫管理のため、商品を陳列できる期間を示す日付。
◼ 安全期限ではない（It is not a safety date）。

Use-by

◼ 品質が最良の状態で、商品の利用を推奨する最後の日付。
◼ 安全期限ではない（It is not a safety date）。

ただし、乳児用調整粉乳（infant formula）を除く。
※日本の「消費期限」とは異なり、安全性の期限ではない。

Freeze-by
◼ 最良の品質を維持するために商品が冷凍されるべき日付。
◼ 購入期限や安全期限ではない。
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２.２.３．期限表示の使い分け（2/4）

食品の分類 定義

傷みやすい食品／Perishable Food
包装した日から60日以内に、
腐敗、価値の喪失、嗜好性の喪失の重大なリスクを有する食品。

半ば傷みやすい食品／
Semi Perishable food

包装した日から60日以上、6か月以内に、
腐敗、価値の喪失、嗜好性の喪失の重大なリスクを有する食品。

長期保存可能食品／
Long Shelf Life Food

冷凍保存、脱水保存、密封容器に入れるなどを実施することから、
包装した日から6か月以内に腐敗、価値の喪失、嗜好性の喪失などの重大なリスクが生じない食品。

NISTの統一期限表示規則

期限表示の方法 定義

販売期限／Sell by Date
◼ 食品の品質劣化前に十分な期間を残すことが可能になる推奨販売終了日。
◼ 小売業者が、包装済みの”傷みやすい食品”を販売する場合に使用する。

賞味期限／Best if Used By
◼ “半ば傷みやすい食品”、”長期保存可能食品”に使用する。
◼ これらの食品に品質劣化が生じない日付（生じるよりも前の日付）。

図表 品質劣化までの期間に基づく食品の分類

図表 統一期限表示規則における期限表示の方法

２．アメリカの期限表示制度及び普及啓発の実態

＜NISTの「統一期限表示規則」＞ ※任意のガイドライン

◼ 州ごとに異なる期限表示ルールが存在することが円滑な取引を妨げるおそれがあることから、

米国商務省に属する「国立標準技術研究所（National Institute of Standards and Technology: NIST）」は

期限表示に関する「統一期限表示規則（Uniform Open Dating Regulation）」を作成した。

本規則は任意のガイドラインであり、2019年11月1日時点で、同規則に基づく期限表示制度を制定している州は

８州・地域である。（アーカンソー、コネティカット、ネバダ、オクラホマ、ウェストバージニア、サウスダコタ、ヴァージン諸島、ワシントン）

⚫ 期限表示は、流通事業者や消費者が品質を判断できるようにすることを目的とされている。

⚫ 食品の特徴に応じて、「販売期限（Sell by Date）」又は「Best if Used By（賞味期限）」を選択する。

（出所） The National Conference on Weights and Measures 「E. Uniform Open Dating Regulation（Handbook 130-2020）」（p.167）

（図表は出所を基に、MURC加筆・作成）
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２.２.３．期限表示の使い分け（3/4）
州法の事例

２．アメリカの期限表示制度及び普及啓発の実態

＜州レベルの事例：マサチューセッツ州法＞

◼ 適正食品製造品質管理規則500.006 (B) (5) は、「sell by」「best by」「use by」又は「これらに類する用語」を、

指定された日付のすぐ近く／上／下のいずれかに付けるよう定めているが、期限表示の使い分けに関する指定はない。

◼ 下記の食品については期限表示の設定が不要とされている（同規則500.006 (B) (9)）。

⚫ 生鮮の肉、鶏肉、魚、野菜、果物であって包装されていないもの、又は官能検査が可能な容器に入れて販売するもの

⚫ 塩

⚫ 結晶化した精糖

⚫ 多量入りの食品の一つとして、予め個包装された食品（ただし、個包装の食品に対応した日付を過ぎていない場合）
Individually packaged food products which are prepackaged as components of a larger food item, if the larger food item is identified with a 

date no later than the corresponding date for any such components.

⚫ 正味重量が1.5オンス（1オンス＝約28.3495グラム）未満の小売用に包装された食品

⚫ マサチューセッツ州外で製造／加工／販売目的で貯蔵された食品

＜州法等が制定されていない地域＞

◼ 米国会計検査院（GAO）によると、州法等で期限表示制度が制定されていない地域では、食品製造事業者が表示する

食品や表示方法を決めることができると報告されている。

◼ ハーバード大法科大学院へのヒアリングによると、ほとんどの州において、多くの食品は期限表示制度が制定されていない（２.

２.２（2/4）参照）。その場合は、食品製造事業者が期限表示を行うか否かを判断しており、表示すべきという特段の理

由が無い限りは（例：消費者が期限の表示を期待している等）、表示が実施されないと考えられる。

（出所）マサチューセッツ州HP 「Code of Massachusetts Regulations／105 CMR 500.000 - Good Manufacturing Practices For Food（2016年9月23日）」
United States Government Accountability Office 「DATA LABELS ON PACKAGED FOODS：USDA and FDA Could Take Additional Steps to Reduce Consumer Confusion
（2019年9月）」（pp.10-11）
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２.２.３．期限表示の使い分け（4/4）
食品業界の現状

（出所）1 Food Industry Association (FMI) HP 「Product Code Dating」
2 Food Industry Association (FMI) HP 「Grocery Industry Launches New Initiative to Reduce Consumer Confusion on Product Date Labels（2017年2月15日）」
3 Consumer Brands Association 「Best if Clearly Labeled」（p.1）

4 Consumer Brands Association 「Best if Clearly Labeled」（p.8）

図表 推奨される期限表示の用語に関する広告

（出所）Food Industry Association (FMI) HP

２．アメリカの期限表示制度及び普及啓発の実態

＜食品業界の現状＞

◼ 2017年より、米国食品小売業団体の「食品マーケティング協会（Food 

Marketing Institute：FMI。2020年にFood Industry Associationへ改称。

略称はFMIのまま）」と、食品製造等の業界団体である「グロサリー製造業

者協会（Grocery Manufacturers Association。現在は消費者ブランド協会

（Consumer Brands Association：CBA）に改称。）」は、消費者の混

乱を減らし、食品廃棄物の削減を促進するため、製品の品質と安全性

に関する標準的な文言を採用する自主的な運動を始めた。

同運動では、「Best if Used By」（品質を示す表示）又は「Use 

by」（品質が劣化しやすい、又は安全上の懸念がより生じやすい傷みや

すい食品が対象。同日以降は消費せずに廃棄する。）を使用するよう、

食品製造事業者に要請している。1, 2

◼ 消費者ブランド協会（CBA）によると、2017年2月時点で、87%の製

品で「Best if Used By」「Use By」が採用されたと報告されている3。
※2019年末には98%、2020年1月までにすべての製品で採用される見込みとされる。

（なお、上述の割合の母数については、いずれも資料内に明記が無い点に注意。）

また、消費者ブランド協会は、連邦レベルでの基準が存在しない理由に、

業界が能動的に期限表示の合理化を進めていることを挙げている4。
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２.２.４．食品に期限を設定・表示する責任者

２．アメリカの期限表示制度及び普及啓発の実態

＜USDA/FSISの方針＞1

◼ 食品の期限表示に関する連邦法はなく（乳児用調整粉乳を除く）、USDA/FSISは食品に期限を設定・表示する責任者を

定めていない。※HP上では「食品製造事業者は、消費者や小売業者へ食品の品質を保てる期間を知らせるために期限を表示する」と記載されている。

＜NISTの「統一期限表示規則」＞2

◼ NIST「統一期限表示規則」では、期限表示の方法、適切な日付の設定方法、必要な記録のほか、

責任者（responsible person）について規定している。

◼ 「Sell By」については、包装を行う人との合意に基づき、包装済みの”傷みやすい食品”を購入する小売業者が、

当該食品に添付される日付を決定、特定し、そして責任を負う（セクション3.3.2.）。

◼ 「Best if Used By」については、製造業者、加工業者、包装業者、再包装業者、その他”半ば傷みやすい食品”又は

”長期保存可能食品”を包装する者が、「Best If Use By」であることを示す日付を包装に表示させることができる

（セクション4.1）。

＜州レベルの事例：マサチューセッツ州法＞3

◼ 適正食品製造品質管理規則500.006 (B) (1) (a)は、「製造業者、加工業者、包装業者、再包装業者、小売業者、又

はその他の者が決定した期限表示が識別できない場合、包装済みの”傷みやすい食品”又は”半ば傷みやすい食品”の販売、

販売の申し出、販売目的の所持ができない」と定めている。そのため、設定・表示する責任者は製造業者、加工業者、包装業

者、再包装業者、小売業者、又はその他の者と考えられる。

冷凍及び”長期保存可能食品”の期限表示に関する同規則500.006 (B) (2)においても、期限表示を付ける主体としては、

製造業者、加工業者、包装業者、再包装業者、小売業者、又はその他の者が挙げられている。

（出所）1 USDA/FSIS HP 「Food Product Dating」
2 The National Conference on Weights and Measures 「E. Uniform Open Dating Regulation（Handbook 130-2020）」（pp.154-155）
3 マサチューセッツ州HP 「Code of Massachusetts Regulations／105 CMR 500.000 - Good Manufacturing Practices For Food（2016年9月23日）」（2023年10月31日最終確認）
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２.２.５．期限表示の設定方法（1/2）
国の方針、州法の事例

２．アメリカの期限表示制度及び普及啓発の実態

＜アメリカの現状＞

◼ 連邦政府や州政府は、期限表示を設定するための具体的な計算方法等を定めてはおらず、事業者の判断に任せている。

（ハーバード大法科大学院へのヒアリング結果）

◼ 本調査においても、期限の設定には流通環境等を考慮すべきといった定性的な言及以上に、安全係数の考え方や数値の例

は見受けられなかった。

＜USDA/FSISの方針＞

◼ 製造業者や小売業者が品質が最良（best quality）となる日付を決定する際に考慮すべき要因として、流通全体で保持さ

れる期間の長さ、温度、食品の特性、包装の種類を挙げるに留まる1。

＜州レベルの事例：マサチューセッツ州法＞2

◼ 食品の期限表示（open date）を設定する責任者は、食品の品質、特性、配合、加工の影響、包装又は容器、及びその

他の保護包装又は被覆、及び通常の輸送、貯蔵、陳列条件を考慮し、科学的に妥当な方法を用いて、製品の保存期間

（shelf life）を見積もらなければならないとされている（適正食品製造品質管理規則500.006 (B) (7) (a)）。

⚫ 小売店と家庭での条件を考慮しなければならない。冷蔵食品が家庭の保管温度基準である45°F（7.2°C）を用いて計

算できる場合を除き、家庭の保管条件は通常の小売店と同様のものとして考慮されなければならない

（適正食品製造品質管理規則500.006 (B) (7) (b)）。 ※NISTの「統一期限表示規則」とは温度基準が異なる。

⚫ 期間設定に係る要素は、食品産業が慣習的に利用している試験及びサンプリング手法を用いて測定、又はその他の方法で

決定されなければならない（適正食品製造品質管理規則500.006 (B) (7) (c)）。

（出所）1 USDA/FSIS HP 「Food Product Dating」
2 マサチューセッツ州HP 「Code of Massachusetts Regulations／105 CMR 500.000 - Good Manufacturing Practices For Food（2016年9月23日）」
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２.２.５．期限表示の設定方法（2/2）
NIST規則と、食品業界の現状

２．アメリカの期限表示制度及び普及啓発の実態

＜NISTの「統一期限表示規則」＞１

◼ 「Sell by」の設定に際して、同規則は消費のための合理的な期間の確保を求めている。

「“傷みやすい食品”を包装する製造業者、加工業者、包装業者、再包装業者、小売業者、その他包装を行う者は、物理的

な損失、価値の損失、嗜好性の損失が生じることなく食品を消費するために、販売後の合理的な消費期間を決定しなければ

ならない。合理的な消費期間は、”傷みやすい食品”の凡その総品質保持期限（total shelf life）の少なくとも3分の1

とする。」と規定している（セクション3.3.1）。

◼ 包装に「Sell By」又は「Best If Used By」を使用する場合には、食品の品質、特性、配合、加工の影響、包装又は容器

及びその他の保護包装又は被覆、通常の輸送並びに保管及び陳列の条件を考慮して、期日を決定しなければならない。

◼ 期間の算出に際しては、冷蔵食品の日付について40°F （4.4°C）の家庭の保管温度基準を用いて計算できる場合を除き、

家庭の保管条件を通常の小売店と同様のものとして考慮しなければならない。

＜食品業界の現状＞2

◼ 既存調査によると、品質に関する期限表示の設定方法は、食品製造事業者が自ら決定することができるとされており、

(1) 期限設定のために試験を行う事業者、(2) 既存文献での値を用いる事業者、

(3) 製品の回転率や消費者からの苦情の頻度に基づいて設定する事業者 が存在すると指摘されている。

◼ 食品製造事業者や小売業者は、ブランドの評判を守ることや、食品を品質が最良の状態で消費してもらうことを優先し、

早めの期限を設定されることもあると指摘されている。

（出所）1 The National Conference on Weights and Measures 「E. Uniform Open Dating Regulation（Handbook 130-2020）」（pp.168-169）
2 Harvard Law School - Food Law and Policy Clinic (FLPC)、Natural Resources Defense Council 「The Dating Game：How Confusing Food Date Labels Lead to Food Waste in 

America（2013年9月）」（pp.17-18）
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２.２.６．期限の表示方法（1/3）

規則 対象食品 日付を表示する場合の要件

連邦規則集
9 CFR 317.8 (b) (32) 2

畜肉及び

その加工品

◼ 全ての製品について月日を表示しなければならない。

◼ 金属またはガラス容器に密封された製品、乾燥または冷凍製品、または当該製品の流通や

市場での慣行で年表示がないと誤解を招く恐れがあるため管理者が年表示すべきと判断する

その他の製品については、年を表示しなければならない。

◼ 暦年のすぐ近くに、「packing」、「sell by」、「use before」の意味を説明する語句をつけな

ければならない。説明をさらに適格にさせる語句（例：「For Maximum Freshness」や

「For Best Quality」）は含まれる場合も含まれない場合もある。

連邦規則集
9 CFR 381.129 (c) 3

家禽肉及び
その加工品

連邦規則集
9 CFR 590.411 (c) (3) 4

卵及び
その加工品 ◼ ロット番号または製造日がわかる代替のコード

図表 日付を表示する場合に、誤った表示や誤認を防ぐために求められる要件（食肉・家禽・卵）

２．アメリカの期限表示制度及び普及啓発の実態

＜USDA/FSISの方針＞

◼ 食品の期限表示に関する連邦法はなく、USDA/FSISは期限の表示方法を定めていない。

◼ なお、食肉、家禽、卵及びそれらの加工品に期限を表示することを希望する場合においては、真実で誤解を招くことがないよう

（truthful and not misleading）、連邦規則に従った表示をしなければならないとしている１（表示は義務ではない）。

（図表は出所を基に、MURC加筆・作成）

国の方針

（出所）1 USDA/FSIS HP 「Food Product Dating」
2 Code of Federal Regulations「Title 9/Chapter III/Subchapter A/Part 317/Subpart A/§ 317.8」
3 Code of Federal Regulations「Title 9/Chapter III/Subchapter A/Part 381/Subpart N」

4 Code of Federal Regulations「Title 9/Subchapter i/Part 590/Subpart A/Identifying and Marketing Product/§ 590.411」
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２.２.６．期限の表示方法（2/3）

２．アメリカの期限表示制度及び普及啓発の実態

＜NISTの「統一期限表示規則」 ＞

◼ NIST「統一期限表示規則」では「Sell By」の表示方法について規定されている（セクション3.4.）。

◼ “傷みやすい食品”の包装に、月日による日付を表示しなければならない。ただし、保存期限（shelf life）が7日未満のベーカ

リー製品については、推奨される最終販売日を示す曜日（day of the week）を付けることができる。

◼ 「Sell By」の日付は、日付の所在を表示するラベル上に目立った表示がない限り、指定日の直前または直後に「Sell By」また

は類似の意味を持つ語句とともに表示されなければならない。

◼ 上記規定により曜日のみを指定した場合、月日または曜日の名称は、曜日の名称の最初の2文字または3文字のいずれかを

使用して短縮することができる。

◼ 年、月日、曜日は以下のとおりに指定される。

⚫ 月の最初の三文字の前後に暦日を示す数字

⚫ 数字で示される月の後に暦日を示す数字

⚫ 月日は、ピリオド、斜線、ダッシュまたは間隔で区切る。月の最初の9日の数字が使用されるときは、その数字は最初の数字と

してゼロを含まなければならない（一日（ついたち）は「01」と表記）。

⚫ 「Sell By」の日付に年を含める場合、月日と別に年を2桁または4桁の数字で表記する。

（出所） The National Conference on Weights and Measures 「E. Uniform Open Dating Regulation（Handbook 130-2020）」（p.168）

NISTの統一期限表示規則
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２.２.６．期限の表示方法（3/3）
州法の事例

２．アメリカの期限表示制度及び普及啓発の実態

＜州レベルの事例：マサチューセッツ州法 ＞

◼ 適正食品製造品質管理規則500.006 (B) (5) は、「sell by」「best by」「use by」又は「これらに類する用語」を、

指定された日付のすぐ近く／上／下のいずれかに付けるよう定めている。

◼ 日付は以下の構成によって表示されなければならない。

⚫ 暦月の一般的な略号、日、年の数字（例：Feb. 10, 2020）

⚫ 月、日、年の数字（例：2/10/20）

⚫ ただし、”傷みやすい食品”は、年を含める必要はない。

冷凍及び“長期保存可能食品”は、日を含める必要はない。

（出所） マサチューセッツ州HP 「Code of Massachusetts Regulations／105 CMR 500.000 - Good Manufacturing Practices For Food（2016年9月23日）」
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２.２.７．表示期限を過ぎた食品の取扱い（1/6）

食品の分類 規定されている内容

“傷みやすい食品”

（セクション3.2.）

◼ 腐敗しやすい食品は、「Sell By」の日付の後に販売されないものとする。ただし、その食品が健全かつ推

奨される最終販売日の後に販売されたものであることが目立つ方法で宣伝されている場合はこの限りで

はない。（サインやシール、タグが、推奨される最終販売日を経過した食品であることを容易に読み取り

でき、明確に示している場合が該当する。）

◼ 小売業者または最終販売業者は、推奨される最終販売日以降に販売される腐敗しやすい食品に記

載されている宣伝の責任を負う。

“半ば傷みやすい食品”、

“長期保存可能食品”

（セクション4.2.）

◼ その食品が健全であり、感覚的な物理的品質基準（sensory physical quality standards）が

著しく低下していないことを条件に、小売業者は「Best If Used By」の表示期限を過ぎた食品を販売

することができる。

国の方針、NIST規則

図表 表示期限を過ぎた食品の取扱い（販売）

２．アメリカの期限表示制度及び普及啓発の実態

＜USDA/FSISの方針＞1

◼ USDA/FSISは、腐敗の兆候がない食品は健全であり、「Best if Used By / 賞味期限」を過ぎた食品であっても、

販売や寄附、消費が可能としている。ただし、フードバンクや慈善団体、消費者は、配分・消費前に健全性に顕著な変化が

無いかを判断すべきと案内されている。

◼ 一方、国内の約半数にあたる23州では、表示期限を過ぎた食品の販売又は寄附について、少なくとも何れか一方を

禁止・制限している。（２.２.２（1/4）参照）

＜NISTの「統一期限表示規則」 ＞2

◼ NISTの「統一期限表示規則」では、表示期限を過ぎた食品の販売について以下のとおり規定している。

（出所）1 USDA/FSIS HP 「Food Product Dating」
2 The National Conference on Weights and Measures 「E. Uniform Open Dating Regulation（Handbook 130-2020）」（pp.168-169）

（図表は出所2を基に、MURC加筆・作成）
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２.２.７．表示期限を過ぎた食品の取扱い（2/6）
寄附時の責任の所在との関係

２．アメリカの期限表示制度及び普及啓発の実態

＜「善きサマリア人の食品寄附法」 との関係＞

◼ 「善きサマリア人の食品寄附法」の（e）部分的な準拠／Partial Complianceでは、

寄附された食品や食料品が連邦、州、地方政府の法律や規則の品質、表示基準の全てを満たしていない場合であっても、

受領した非営利団体が以下の条件を満たしている場合は寄附者の民事及び刑事責任が免責される。

⚫ 非営利団体が、寄附者から寄附された食品や食料品が劣化または欠陥があることを知らされている。

⚫ 非営利団体が、寄附された食品または食料品を配布前にすべての品質基準及び表示基準に適合させるために再調整

（Recondition）することに同意している。

⚫ 非営利団体が、寄附された食品や食料品を適切に再調整するための基準に精通している。

（出所）USCODE HP 「42 USC 1791: Bill Emerson Good Samaritan Food Donation Act（2023年10月30日施行）」
University of Arkansas School of Law 「Food Recovery: a legal guide」（p.10）
Association of Food and Drug Officials(AFDO) 「Food Sorting Guidance and Model Consumer Commodity Salvage Code（2017年9月）」（p.65）

<Reconditionの実施事項、期限表示との関係>

◼ アーカンソー大法科大学院が作成した法律解説では、技術的な欠陥（technical flaw）の例として、製品ラベルの紛失・損耗、開封・破損、洗

浄・トリミング・清掃を必要とすることを挙げている。このような技術的な欠陥を有す食品は、Reconditionの対象となる。

◼ Feeding Americaへのヒアリングによると、Reconditionは主に「ラベルの貼替」を意味しており、以下のような例が挙げられる。

①洪水や運搬時に製品が損傷し、ラベルが判読できない場合に、適切に貼り替える。

②食品製造事業者からラベルが貼られていない缶詰が多量に届き、関連法で必要とされる情報をラベルに貼り付ける。

③包装された食品に錆や汚れがある場合に、可能な範囲で綺麗にする。

④商品としての表示重量と、正味の重量が異なる食品について、食品製造事業者と相談の上で正しい値に貼り替える。

◼ フードバンクは食品を受入れるか否か評価・判断する際、AFDO（Association of Food and Drug Officials、国際NPO団体）が発行した文

書を参照している（２.２.７（3/6）参照）。同文書の中にて、「期限付きの食品は、sell-by、use-by、expiration dateまたは他の日付を、

削除、消去、変更、延長、又は隠ぺいしてはならない」と明記されている。

表示期限を過ぎたことに対するReconditionについてヒアリングしたところ、Feeding Americaは期限表示に関して特別な事項を実施しておらず、

ハーバード大法科大学院も期限表示の貼替を求める州法は現在存在せず、新たな期限の設定やラベルの貼替を求められることはないと考えていた。
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２.２.７．表示期限を過ぎた食品の取扱い（3/6）
フードバンクでの取扱事例

２．アメリカの期限表示制度及び普及啓発の実態

＜期限を過ぎた食品の取扱いに関する注意点＞

◼ フードバンクや慈善団体、消費者は、賞味期限を過ぎた食品であっても、販売や寄附、消

費は可能だが、配分・消費前に健全性に顕著な変化が無いかを判断すべきと案内されてい

る1 。 Feeding Americaへのヒアリングによると、食品を受入れるか否か評価・判断する際

の参照資料として、AFDO発行の「Food Sorting Guidance and Model Consumer 

Commodity Salvage Code」が挙げられる。同文書では、判断における基本的な考え方

や廃棄すべき食品の事例が、写真と共に整理されている2 。

（出所）1 USDA/FSIS HP 「Food Product Dating」
2 Association of Food and Drug Officials(AFDO) 「Food Sorting Guidance and Model Consumer Commodity Salvage Code（2017年9月）」
3 Feeding America HP 「What to donate to a food bank and what to avoid（2020年1月14日）」

＜Feeding Americaでの運用＞

◼ Feeding Americaの食品寄附・受入れ方針は以下のとおりである3 。

⚫ 長期保存可能な食品や傷みにくい食品を受入れる。ただし、「sell-by」の期限を過ぎたものは寄附できない。

⚫ 傷みやすい食品（冷蔵しなければ保存期間が限られる食品等）の寄附は受入れない。

⚫ 「use-by」「sell-by」を過ぎた食品は安全ではない可能性があるため、フードバンクへの寄附は避ける。

⚫ 缶がへこんでいる、膨らんでいる、開封済み、ガラス容器が割れている等、包装が破損し懸念がある食品の寄附は避ける。

◼ Feeding Americaへのヒアリングによると、表示期限が迫った/過ぎた食品が寄附されることもあり、以下のような対応を実施し

ている。「共通認識は存在せず、グレーゾーンの多い領域である」と認識されていた。

①「The FoodKeeper（２.３参照）」を活用し、食品がいつまで品質が良いかを判断する。

②一部の大手食品製造事業者は、自社製品の期限延長に関するガイダンスを用意しており、それに従って対応する。

※基本的に、「あなたの家族にその食品を提供しない場合、注意を払って当該食品を捨てるべき」と考えられている。

「二重縫い目に長くて平らな凹みがある缶は、凹
みが内側に傾いていない限り、受入れる。」

（出所）AFDO（2017）p.24

図表 AFDOによる整理の例
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２.２.７．表示期限を過ぎた食品の取扱い（4/6）
州レベルの事例（MS州法）

２．アメリカの期限表示制度及び普及啓発の実態

＜州レベルの事例：マサチューセッツ州法 ＞

◼ 表示期限を過ぎた食品の寄附の可否（General Law, Part I, Title XV, Chapter 94, Section 328 1）

⚫ マサチューセッツ州法では、表示期限を過ぎた食品の寄附を認めている。また、以下の要件を満たす場合については、

表示期限を過ぎた食品の寄附を含め、寄附者及びその食品を配布した非営利団体の民事責任の免除を定めている。

- 寄附者：寄附の時点で、不正表示されていない食品や異物が混入されていない食品であり、公衆衛生局の適用される規則に違反して製造、加工、準備、

取扱い、保管されていないこと。また、生じた損害が重過失や未必の故意、意図的な不正行為の結果ではないこと。

- 食品を配布した非営利団体：配布又は提供の時点で、不正表示されていない食品や異物が混入されていない食品であり、公衆衛生局の適用される規

則に違反して製造、加工、準備、取扱い、保管されていないこと。また、生じた損害が重過失や未必の故意、意図的な不正行為の結果ではないこと。

◼ 表示期限を過ぎた食品の販売の可否

⚫ 適正食品製造品質管理規則500.006(B)(4)にて2、表示期限を過ぎた食品の販売について定めている。

(B)(4)によると、以下の条件を満たす場合を除き、 「Open date」を過ぎた後に食品を販売してはならない。

a. 人間の消費にとって安全であり、感覚的及び身体的な品質が著しく減少していない。

b. 表示期限を過ぎていない食品とは分離されている。

c. 包装の上または棚のマーカーやプラカードの使用により、推奨される最終販売または使用日以降であることが

はっきりと目立つようにマークされている。

※なお、ReFEDは一般的に商店はbとcの条件を満たすことが難しく、この条件が実質的に表示期限を過ぎた食品の販売を

禁止していると評価している3。

（出所）1 マサチューセッツ州立法府HP 「General Laws, Part I, Title XV, Chapter 94, Section 328: Food donations; distribution, service and preparation; civil liability」 ）
2 マサチューセッツ州HP 「Code of Massachusetts Regulations／105 CMR 500.000 - Good Manufacturing Practices For Food（2016年9月23日）」
3 ReFED HP 「Massachusetts Food Waste Policy」
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２.２.７．表示期限を過ぎた食品の取扱い（5/6）

※ 傷みやすい食品は保存可能期間（shelf life）が60日以下の食品。果実、イチゴ、サラダミックス、牛乳など。

食品の分類 規定されている内容

長期保存可能食品

◼ 非腐敗食品（non-perishable food）は、表示期限を過ぎていても提供可能である。

⚫ 表示期限を過ぎた商品を、表示期限内にある他の商品から引き離すこと。

⚫ 推奨される販売日または品質保持日（date of sale or best use）以降に提供されることを適切に表示すること。

傷みやすい食品※

原則

◼ 食品媒介疾患を引き起こす病原体が増殖するおそれがあるため、表示期限（expiration、use、sell 

or pull by date）を過ぎた冷蔵を要する腐敗しやすい食品を被支援者に配布することはできない。

◼ 期限表示がない腐敗しやすい食品を配布することはできない。

◼ 農産物は包装や期限表示が原則としてなされないが、農産物は良好な状態であれば配布する。

例外

◼ GBFBでは期限切れ前に腐敗しやすい肉を冷凍することがあり、その場合、以下の条件の下で被支援者に

配布することができる。

⚫ 食品が表示期限の6か月以内に冷凍され、配布されること。

⚫ 解凍後24時間以内に食品全てを食べるように被支援者に指示すること。

◼ ゼネラル・ミルズ（General Mills、米国の大手食品企業）は、安全で健全な食品の配布が可能になるよう、

Feeding America（米国最大のフードバンク）に対して「use by」期限を延長している。

ゼネラル・ミルズのガイドラインは、ゼネラル・ミルズ製品にのみ適用される。

州レベルの事例（フードバンク）

図表 Greater Boston Food Bankの取扱い

２．アメリカの期限表示制度及び普及啓発の実態

＜州レベルの事例：マサチューセッツ州のフードバンクでの運用＞

◼ 「Worcester County Food Bank」は、表示期限を過ぎた食品を受入れていない。

◼ 「Greater Boston Food Bank（GBFB）」は、同州の「適正食品製造品質管理規則」及びGBFBのベストプラクティスに

基づき、表示期限を過ぎた食品の取扱いを以下のように定めている（2014年１月時点）。

（出所）1 Worcester County Food Bank HP 「Donate Food」
2 Greater Boston Food Bank 「Product Dating Background（2014年1月）」

（図表は出所2を基に、MURC加筆・作成）
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２.２.７．表示期限を過ぎた食品の取扱い（6/6）
寄附での活用への捉え方

２．アメリカの期限表示制度及び普及啓発の実態

＜「表示期限を過ぎた食品」を寄附にて活用することへの捉え方：ハーバード大法科大学院へのヒアリング結果＞

◼ 基本的には表示期限を過ぎているか否かではなく、他の根拠によって食品の評価を行うべきであり、「不適切」「無礼」といった

観点を含め、フードバンク等が最終判断を行う権利を持つ。（※法律として「フードバンク等が最終判断を行う権利」が規定されている

のではなく、「全ての寄附食品の活用を必須とされているわけではない」という意味合いと推察された。）

⚫ 本来であれば、食品を購入する消費者も、寄附を受ける消費者も、食品の評価については表示期限ではなく、他の根拠に

よって実施されるべきである。

⚫ 現在、期限表示制度に関する連邦法案が議会で審議されており、その重要な内容の一つが「品質に関する期限を過ぎてい

ても、当該食品を販売・寄附しても良い」というものである。

⇒ 表示期限を過ぎているか否かが議論の焦点になっていることで、

「寄附を受ける消費者は、より低品質の食品を食べるべき」と暗に捉えられかねない状況が生まれている。

⚫ 現在も、食品の寄附を実施するフードバンク等が、表示期限を過ぎた食品を提供することは「不適切」「無礼」「不公平」等と

考える場合には、寄附にて活用しないという最終判断を行う権利を持っている。

実際に、「不適切」「無礼」「不公平」等と考え、寄附にて活用しないという判断を行っている団体は存在している。
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２.３．食品の期限表示に関する普及啓発事例

２．アメリカの期限表示制度及び普及啓発の実態

＜Food Product Dating（USDA/FSIS）＞ 1

◼ USDA HPにおける食品期限表示（Food Product Dating）に関する情報提供。

◼ 期限表示の意味、期限表示を規制する連邦法がないこと、企業の定める期限表示は品質に関するものである（安全性の指

標でない）こと、企業が品質期限を決める方法、期限表示の文言の例、USDAは「Best If Used By」を推奨していること、

表示期限を過ぎた後も傷みなどが明確になるまでは安全で健全であること等について示している。

＜Understanding Date Labels on Food Packages（FDA）＞ 2

◼ FDAが提供する動画。YouTubeで視聴できる。

◼ 「Best If Used By」期限を過ぎていても食品を開封してみて問題がなければ食べられること、「期限表示」の定義やその意味

を消費者が誤解していること、食品業界では多くの期限表示方法が採用されていること、FDAは「Best If Used By」表示を

推奨していること、食品の適切な保存のために有用な「FoodKeeper」アプリの紹介、期限を過ぎた食品の安全の確認方法等

について示している。

＜FoodKeeper（USDA/FSIS, コーネル大学、Food Marketing Institute）＞ 3

◼ 「FoodKeeper」は、USDA/FSISが2015年にコーネル大学、及びFood Marketing Instituteと共同で開発したスマート

フォン用アプリ。

◼ アプリでは650種以上の食品や飲料の保存方法別の保存可能期間の情報が入手できる。また、アプリのカレンダー機能を使っ

ていつ食品を購入したか記録すると、この食品の推奨保存期間が近づいたことが通知される機能等もある。

（出所）1 USDA/FSIS HP 「Food Product Dating」
2 FDA 「Understanding Date Labels on Food Packages」
3 FoodSafety.gov「FoodKeeper App」
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２.４．食品の期限表示に関する消費者意識調査

図表 消費者アンケートの結果 （左：期限表示に関する消費者の混乱、右：「Use by」を過ぎた食品の廃棄頻度）

２．アメリカの期限表示制度及び普及啓発の実態

◼ ハーバード大法科大学院らは、2016年に期限表示に関する消費者意識調査を実施した。

⚫ 調査期間、方法：2016年４月７日～2016年４月10日、オンライン調査

⚫ 調査対象者 ：成人

⚫ 調査サンプル数 ： 1,029人（人口統計的にサンプルの内訳を調整）

⚫ ６つの期限表示に対する認識を調査したところ、 「Best if used by」「Best by」は品質に関する期限と認識される傾向
にあったが、「Use by」は安全性（42%）、品質（40%）という認識であり、統一的な見解には課題が見受けられた。

品質に関する期限

安全性に関する期限

店舗へのメッセージを送る期限

品質

店舗へのメッセージ

安全性

わからない

安全性

品質

店舗へのメッセージ

わからない

店舗へのメッセージ

品質

安全性

わからない

消費者の認識

回答割合 (%)

⚫ 少なくとも時々（always, usually or occasionally)、

表示期限に近い、又は過ぎた食品を廃棄する割合：84%

→84%の消費者は、表示期限を基に廃棄の判断をしている。

⚫ 期限表示が連邦レベルで規制されていると思う割合：36%

⚫ 「Use by」を過ぎた食品の廃棄判断は、食品によって異なる。

回答
割合 (%)

Always Most of time Sometimes Occasionally
Never

（出所） Harvard Law School - Food Law and Policy Clinic (FLPC)、National Consumers League、Johns Hopkins Center for a Livable Future 「Consumer Perceptions of Date Labels : 
National Survey（2016年5月）」

（図表は出所を基に、MURC加筆・作成）
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２.５．善きサマリア人の食品寄附法に関する動向（1/5）
「善きサマリア人の法」の改正

２．アメリカの期限表示制度及び普及啓発の実態

◼ アメリカでは食品寄附に伴う刑事責任や民事責任の免責を定めた連邦法である「善きサマリア人の食品寄附法／Bill 

Emerson Good Samaritan Food Donation Act」が1996年に制定された。一方、同法に対する疑問から、食品製造

事業者や小売業者、レストランの多くは、食品寄附を阻害する主な要因として、有事の責任に対する恐れを挙げていた1。

◼ 2021年11~12月に上院・下院で法案（略称：Food Donation Improvement Act）が提出され（S.3281 2、

H.R.6251 3）、最終的には2022年12月に上院・下院で法案が可決され（S.5329 4）、2023年1月5日に大統領署

名によって法律として成立した。

＜主な改正内容＞ 1, 4

◼ 最終受益者に無料で提供された食品だけでなく、

管理費等への充当を目的とした割引価格を販売された（徴収した）食品についても、食品寄附の責任保護の対象とする。

◼ 非営利の仲介者を介して行われた寄附だけでなく、

小売食料品店、卸売業者、農業生産者、レストラン、仕出し業者、学校給食局、高等教育機関が、

個人に直接食品を寄附することについても、責任保護の対象とする。

（出所）1 ReFED HP 「FOOD DONATION IMPROVEMENT ACT」
2 CONGRESS.GOV HP 「S.3281 – Food Donation Improvement Act of 2021」
3 CONGRESS.GOV HP 「H.R.6251 – Food Donation Improvement Act of 2021」

4 CONGRESS.GOV HP 「S.5329 - A bill to amend the Bill Emerson Good Samaritan Food Donation Act to improve the program, and for other purposes.」
5 CONGRESS.GOV HP 「PUBLIC LAW 115-334-DEC.20, 2018. AGRICULTURE IMPROVEMENT ACT OF 2018」

2021年段階の法案（S.3281、H.R.6251）は、「善きサマリア人の食品寄附法」の権限を米国農務省（USDA）に委任し、同法に基づく保護を

維持するために満たさなければならない安全性と、表示要件を示す「規則（regulation）」の作成を農務長官に求めることも含むが 1、2022年に可決

された法案（S.5329）には含まれなかった。

ハーバード大法科大学院へのヒアリングによると、この理由は2018年農業法（Agriculture Improvement Act of 2018）に、「農務長官が、食

品廃棄物の削減と食品寄附の促進を目的に、善きサマリア人の食品寄附法に基づく免責規定に関する意識の向上等に取り組む」ことが規定されており5、

両者での調整が図られたためにある。現在、2018年農業法に基づき、USDAが善きサマリア人の食品寄附法に関連したガイダンスを発行する権限を有す

が、同法の解釈に対する完全な権限を持ち、同法の執行を所管する省庁は定まっていない。
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２.５．善きサマリア人の食品寄附法に関する動向（2/5）
改正内容①

主な改正内容 日本語訳（仮訳）

(b) Definitions (b) 定義

(3) Donate
The term "donate" means to give without requiring anything of
monetary value from the recipient, except that the term shall
include giving by a nonprofit organization to another nonprofit
organization, notwithstanding that the donor organization has
charged a nominal fee to the donee organization, if the
ultimate recipient or user is not required to give anything of
monetary value or is charged a good Samaritan reduced price.

(3) 寄附
「寄附（donate）」とは、受領者にあらゆる金銭的価値を要求することなしに
提供することを意味する。ただし、最終的な受領者や利用者が一切の金銭的
価値を求められない、又は善きサマリア人の割引価格が請求される場合は、寄
附組織が名目上の費用を受領者組織に請求した場合も、ある非営利組織が
他の非営利組織に提供することを含む。

(6) Good samaritan reduced price
The term "good Samaritan reduced price" means, with respect
to the price of an apparently wholesome food or apparently fit
grocery product, a price that is an amount not greater than the
cost of handling, administering, harvesting, processing,
packaging, transporting, and distributing the apparently
wholesome food or apparently fit grocery product.

(6) 善きサマリア人の割引価格
「善きサマリア人の割引価格（good Samaritan reduced price）」とは、
明らかに健全な食品又は適合した食料品の価格に関して、それらの取扱い、管
理、収穫、加工、梱包、輸送、そして分配に要す費用を超えない金額を意味す
る。

(12) Qualified direct donor
The term "qualified direct donor" means a retail grocer,
wholesaler, agricultural producer, agricultural processor,
agricultural distributor, restaurant, caterer, school food
authority, or institution of higher education (as defined in
section 1002 of title 20).

(12) 適格な直接寄附者
「適格な直接寄附者（qualified direct donor）」とは、小売食料品店、卸
売業者、農業生産者、農業加工業者、農業物流業者、レストラン、仕出し業
者、学校給食局、または高等教育機関（タイトル20のセクション1002で定
義）を意味する。

図表 善きサマリア人の食品寄附法の改正内容（赤字）（1/2）

２．アメリカの期限表示制度及び普及啓発の実態

◼ 「善きサマリア人の食品寄附法」の改正内容は以下のとおり。

（図表は出所を基に、MURC作成）

（出所） USCODE HP 「42 USC 1791: Bill Emerson Good Samaritan Food Donation Act（2023年10月30日施行）」
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２.５．善きサマリア人の食品寄附法に関する動向（3/5）
改正内容②

主な改正内容 日本語訳（仮訳）

(c) Liability for damages from donated food and
grocery product

(c) 食品や食料品の寄附による損害に関する責任

(1) Liability of person or gleaner
A person or gleaner shall not be subject to civil or criminal
liability arising from the nature, age, packaging, or condition of
apparently wholesome food or an apparently fit grocery
product that the person or gleaner donates in good faith to a
nonprofit organization for ultimate distribution to needy
individuals at zero cost or at a good Samaritan reduced price.

(1) 個人又は徴収人の責任
個人または徴収人は、最終的に困窮者へ無償もしくは善きサマリア人の割引価
格で配分するために、善意を持って非営利組織に寄附された、明らかに健全な
食料又は適合した食料品に関して、その性質、期日、包装または状態によって
生じる、民事または刑事的な責任を負わないものとする。

(2) Liability of nonprofit organization
A nonprofit organization shall not be subject to civil or criminal
liability arising from the nature, age, packaging, or condition of
apparently wholesome food or an apparently fit grocery
product that the nonprofit organization received as a donation
in good faith from a person or gleaner for ultimate distribution
to needy individuals at zero cost or at a good Samaritan
reduced price.

(2) 非営利組織の責任
非営利組織は、最終的に困窮者へ無償もしくは善きサマリア人の割引価格で
配分するために、善意を持って個人又は徴収人から寄附として受領した、明らか
に健全な食料又は適合した食料品に関して、その性質、期日、包装または状
態によって生じる、民事または刑事的な責任を負わないものとする。

(3) Direct donations to needy individuals
A qualified direct donor shall not be subject to civil or criminal
liability arising from the nature, age, packaging, or condition of
apparently wholesome food or an apparently fit grocery
product that the qualified direct donor donates in good faith to
a needy individual at zero cost.

(3) 困窮者への直接的な寄附
適格な直接寄附者は、善意を持って困窮者へ無償で寄附した、明らかに健全
な食料又は適合した食料品に関して、その性質、期日、包装または状態によっ
て生じる、民事または刑事的な責任を負わないものとする。

図表 善きサマリア人の食品寄附法の改正内容（赤字）（2/2）

２．アメリカの期限表示制度及び普及啓発の実態

◼ 「善きサマリア人の食品寄附法」の改正内容は以下のとおり。

（図表は出所を基に、MURC作成）

（出所） USCODE HP 「42 USC 1791: Bill Emerson Good Samaritan Food Donation Act（2023年10月30日施行）」
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２.５．善きサマリア人の食品寄附法に関する動向（4/5）
寄附に伴った食品事故と訴訟

２．アメリカの期限表示制度及び普及啓発の実態

◼ Feeding Americaへのヒアリングによると、食品の寄附に伴った食品事故の事例として、以下３件が挙げられる1-4。

なお、食品事故の原因に関する調査は、地域の保健当局が担当している。

◼ 一方、食品寄附に関連した訴訟の事例は無く、善きサマリア人の食品寄附法に基づく免責規定が適用された事例はない5。

今日まで訴訟に至っていない理由として、ハーバード大法科大学院へのヒアリングによると、以下が挙げられた。

⚫ 免責規定を含む「善きサマリア人の食品寄附法」が1996年から施行されており、訴訟が起こりにくい状況が続いている。

⚫ アメリカでは訴訟を行うためには、多くのコストを要す。食品寄附について訴訟を起こす場合は、消費者が①事故原因となった

食品が、その事業者から寄附されたことを証明し、②「善意（good faith）」を欠いた行動であった旨を証明する必要がある。

食品事故の被害者が、食品寄附を行った企業や事業者を訴えるだけの方法やリソースを持ち合わせない可能性は高く、

寄附に関する免責規定の存在によって、一層ハードルが高いと考えられる。
（出所）1 LOCAL3NEWS HP 「26 get food poisoning from Community Kitchen（2010年10月14日）」

2 Food Safety News HP 「60 Hospitalized in Denver After Eating Charity Dinner（2012年7月23日）」
3 9NEWS HP 「Illnesses at rescue mission investigated（2012年8月3日）」

4 Food Safety News HP 「Salmonellosis patients report eating chicken from food pantries（2018年6月1日）」
5 Harvard Law School - Food Law and Policy Clinic (FLPC) 「Federal Liability Protection For Food Donation – Legal Fact Sheet（2023年6月）」（p.1）

発生時期・場所 概要

2010年10月

テネシー州チャタヌーガ

（Chattanooga）

・コミュニティキッチン（ホームレスや低所得の方に温かい食事を提供するサービス、炊き出し）で提供された鶏肉とご飯を
食べ、26人が食中毒になった。

・地域保健局（The Hamilton County Health Department）が調査。

2012年7月

コロラド州デンバー

（Denver）

・NPO「Denver Rescue Mission」より提供された鶏肉を食べ、60人がブドウ球菌食中毒になった。
・環境衛生食品安全調査官、公衆衛生疫学スタッフが調査。
※Feeding America曰く、地元のケータリング会社からの寄附食品が関連し、加熱調理が不十分であったことが一因。

2018年6月

ウィスコンシン州,

ミネソタ州

・NPO「Ruby’s pantry」より提供された鶏肉を食べ、4人がサルモネラ食中毒になった。
・両州の当局が調査。
※Feeding America曰く、地元の食肉製造業者からの寄附食品はパン粉をまぶした冷凍の生肉であったが、未調理で

ある点に気付かれずに配布され、完全に加熱せずに食べられたことが一因。

図表 食品の寄附に伴った食品事故の事例 1-4

（図表は出所1-4を基に、MURC作成）
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２.５．善きサマリア人の食品寄附法に関する動向（5/5）
寄附量の増大への効果

２．アメリカの期限表示制度及び普及啓発の実態

＜想定され得る食品事故＞

◼ 善きサマリア人の食品寄附法では、「善意（good faith）を持って寄附された、明らかに健全な食料又は適合した食料品

（apparently wholesome food or an apparently fit grocery product）」を免責の対象にしており、また一般的に

食品の衛生的な取扱いに関する法律等が存在する中、どのような食品事故の発生が想定されるのかという点をヒアリングした。

⚫ Feeding America：寄附者は自分自身で消費し得る食品を「問題が無い」と思って寄附しており、意図しない汚染（no 

intentional contamination）は避けられないであろう。また、FDAは「Food Code 2022」を作成し、寄附食品に関す

る項目を追加してはいるが、やはり寄附食品に関する明確な規制はなく、非常に曖昧である。食品関連事業者であっても、

意図しない汚染が生じ得るだろう。

⚫ ハーバード大法科大学院：食品関連事業者は食品の衛生や安全に関する諸規則を遵守して適切に食品を取扱うことが

求められるため、食品事故が起こることは非常に考えにくい。一方、事故が発生する可能性を完全に排除することはできない。

例えば、鳥が農産物の上で糞をし、その中に含まれていた細菌等が野菜に残ってしまい、それが偶然レストランで提供されて

しまったというような、防ぎようがなかった事例が報告されてもいる。

＜食品寄附の増大への貢献＞

◼ Feeding America、ハーバード大法科大学院共に、定量的なデータはないものの、善きサマリア人の食品寄附法の免責規定

は、食品寄附量の増大に貢献していると考えている。

⚫ Feeding America：善きサマリア人の食品寄附法は、間違いなく食品の寄附を増加させている。寄附者からの最も多い懸

念事項は責任問題であり、保護が無い場合は企業が寄附に協力する可能性は低いと考えている。

⚫ ハーバード大法科大学院：フードバンクは免責規定について説明することで、企業の食品事故に対する懸念をある程度払拭

できていると捉えている。善きサマリア人の食品寄附法が存在しない場合は、食品寄附の量は現状よりも少ないだろう。
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３．EUの期限表示制度及び

普及啓発の実態
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◼ 期限表示に関する規則改正の動向

⚫ 欧州委員会は「Farm to Fork Strategy」を受け、「消費期限」と「賞味期限」の誤った運用や誤解を防ぐため、

消費者への食品情報の提供に関する規則（FIC規則）の改正について検討を進めている。

欧州委員会は、2023年中に同規則の改正案を提出する見込みである。1

⚫ 同規則の改正にあたり、欧州委員会は「消費期限」と「賞味期限」の意味がより分かりやすい期限表示方法の検討を実施

している。2021年11月にはステークホルダー（各国政府、国際機関、NGO等）を対象とした意見聴取が行われた2。

３.１．食品の期限表示制度に関する改正の動向（1/4）

表示マークの例

表記（文章）の例

図表：ステークホルダーを対象とした意見聴取において検討対象となった表記方法の例

（出所） 1 欧州議会HP 「LEGISLATIVE TRAIN 10.2023: Proposal for a regulation revising the rules on date marking (‘use by’ and ‘best before’ dates) on food products」（2023年12
月1日最終確認）

2 欧州連合 消費者・保健・農業・食品執行機関(CHAFEA)「Consultation on date marking policy options of the EU Platform on Food Losses and Food Waste and of the Working 

Group on Food Information to Consumers Regulation（2021年11月）」（pp.2、6、13-16)

（出所）CHAFEA（2021）
一部MURCにて、画像の並び替えを実施。

改正の動向（改正方針等）

３．EUの期限表示制度及び普及啓発の実態



40 Mitsubishi UFJ Research and Consulting

LINE本文ページ

３.１．食品の期限表示制度に関する改正の動向（2/4）

（出所）1 欧州委員会 「Food labelling - revision of rules on information provided to consumers - Factual summary report of the online public consultation in support of the revision 
of the Food Information to Consumers regulation（2022年）」 （pp.1、5) （2023年12月1日最終確認）

３．EUの期限表示制度及び普及啓発の実態

◼ 期限表示に関する規則改正の動向（続）

⚫ 2021年12月から2022年3月には、食品に表示される情報について一般の消費者・事業者・NGO等を対象としたアンケー

ト形式の意見聴取が行われ、3,225件の回答が得られた。うち、期限表示に関する回答が含まれるのは1,903件であった1 。

期限表示に関する意見聴取結果の一部抜粋1

消費者の期限表示の理解と情報提供について

• 「消費者は『消費期限』が食品が消費に安全である期限を示すことを理解している」という文言について、 「強くそう思う」または「そう思う」を選択した割合は、消費

者においては27%と低く、それ以外の回答者グループは65%であった。

• 「消費者は、『賞味期限』が、適切に保存された場合に、その食品が最適な品質を保つ期限を示すものであることを理解している」という文言について、同意した回

答者の割合は全体的に少なかった（「強くそう思う」または「そう思う」を選択したのは32%であったのに対し、「強くそう思わない」または「そう思わない」は50%で

あった）。

消費者の廃棄決定に対する期限表示のオプションについて

• 製品に表示される「賞味期限」と「使用期限」の表現方法が、用語、形式、視覚的な表示の面で改善されれば、消費者は期限表示をより理解するようになる」

という意見への同意は高かった（回答者の70％が「強くそう思う」または「そう思う」）。

• 「賞味期限の代わりに製造年月日が製品に表示されれば、消費者は食品を無駄にすることが少なくなる」という意見への同意は低かった（回答者の17％）。

食品事業者による期限表示の適用について

• 以下の2つの文言について 、「強くそう思う」または「そう思う」を選択する回答者が多く見られた。

➢ 「賞味期限は、製品が最適な品質のときに消費されるようにするために不可欠である」（回答者の54％が選択）

➢ 「食品に期限表示が義務付けられていない場合は、食品廃棄を避けるために、任意で賞味期限を表示しない方がよい」（回答者の68%が選択）

改正の動向（意見聴取結果）
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３.１．食品の期限表示制度に関する改正の動向（3/4）
食品寄附に関する改正①

（出所）1 農林水産省「令和2年度輸出環境整備推進委託事業（食品規格等調査）調査報告書 欧州連合 食品衛生パッケージ（2020年10月）」（p.1）
2 EUR-Lex HP「COMMISSION REGULATION( (EU) 2021/382) （Regulation (EC) 852/2004の改正に係る規則） 」

３．EUの期限表示制度及び普及啓発の実態

◼ 食品寄附の推進を見据えた、食品衛生に関する諸規則の改正（2021年）

⚫ EU 食品安全法制の体系は、食品事業者が食品の取扱いの際に従うべき一般原則等を定めた「一般食品法規則」

（Regulation (EC) 178/2002)と、同法の下で制定された「衛生パッケージ」（Hygiene Package、2つの指令および

4つの規則を核とした諸規則）を中心として構成される1 。

⚫ 食品寄附の推進を見据え、「衛生パッケージ」を構成する規則のうち以下の2つが改正された。詳細は以下の通り。

- 一般食品衛生規則（Regulation (EC) 852/2004）

- 動物由来の食品に対する衛生要件に関する規則（Regulation (EC) 853/2004）

＜一般食品衛生規則（Regulation (EC) 852/2004）の改正＞2

⚫ AnnexⅡ（一次生産を除くすべての食品事業者に対する一般食品衛生要件 / General Hygiene Requirements）に

食品寄附に関する章（Chapter Va：Redistribution of food）を新設し、食品の寄附において満たすべき要件を規定した。
※Regulation (EU) 2021/382による。

本改正により、賞味期限を過ぎた食品であっても、食品の安全性が確保されている旨が確認されている等の条件を

満たす場合は、寄附への活用が可能であることが明確化された（詳細は、３.２.７（2/5）参照）。

※ 改正の背景

「Farm to Fork Strategy」の目標の一つとして、食品廃棄物の削減が掲げられており、余剰食品の再流通（特に食品寄附）は食品廃棄を

抑制し、食品を最も価値の高い状態で活用するものと考えられた。

また、2018年９月27日に、欧州食品安全機構（EFSA）は特定の小規模小売店や食品の寄附に対するハザード分析アプローチに関する

第２回科学的意見書を採択し、同文書の中で食品寄附に伴う食品安全上の課題に対応するため、小規模小売店等の状況に見合った規則

の検討を行う必要性を指摘していた。
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３.１．食品の期限表示制度に関する改正の動向（4/4）
食品寄附に関する改正②

（出所）1 EUR-Lex HP「COMMISSION REGULATION( (EU) 2021/1374) （Regulation (EC) 853/2004の改正に係る規則）」
2 EUR-Lex HP「EUR-Lex HP「COMMISSION REGULATION (EU) 853/2004（動物由来の食品に対する衛生要件に関する規則）」
3 EUR-Lex HP「EU guidelines on food donation (C/2017/6872)」 (p.15) 

動物由来の食品に対する衛生要件に関する規則（Regulation (EC) 853/2004）の改正後の内容 2

Chapter VII

4.冷凍を目的とする食肉は、必要に応じて冷凍前の安定期間を考慮し、過度な遅延なく冷凍しなければならない。

ただし、小売業を営む食品事業者は、食品寄附を目的とした再配分のために、以下の条件に従って食肉を冷凍することができる：

(i) 「消費期限」が適用されている食肉の場合、その期限が切れる前であること；

(ii) 冷凍が不当に遅延することなく、-18℃以下にすること；

(iii) 凍結日（date of freezing）（３.２.２参照）が確実に文書化され、ラベルまたはその他の方法で示されること；

(iv) 以前に冷凍された肉（解凍肉）を対象としないこと；

(v)  凍結し、さらに食品として使用するために、管轄当局が定めた条件に従っていること。

３．EUの期限表示制度及び普及啓発の実態

◼ 食品寄附の推進を見据えた、食品衛生に関する法制度の改正（2021年）（続）

＜動物由来の食品に対する衛生要件に関する規則（Regulation (EC) 853/2004）の改正＞

⚫ フードバンクやその他の慈善団体による食肉製品の安全な再分配を促進することを目的に同規則を改正。
※Regulation (EU) 2021/1374による。

本改正により、小売業を営む食品事業者においても、一定の条件下においては、食品寄附を目的とする場合には、

消費期限を迎える前の食肉製品を冷凍できることが明確化された1 。

※ 改正の背景

「食品寄附に関するEUガイドライン（３.２.７（3/5）参照）」によれば、食品寄附を促進するためにEUレベルで必要なガイダンスに関する加

盟国との議論にて、安全な再分配を促進するために、期限前に食品を冷凍するという慣行は、EUレベルでさらに検討する価値があると指摘が

あった3 。

また、 2018年９月27日に、欧州食品安全機構（EFSA）は特定の小規模小売店や食品の寄附に対するハザード分析アプローチに関する

第2回科学的意見書を採択し、小売業者でも食肉製品の冷凍を認めることで、より安全に食肉製品を寄附することができる旨の意見を示した1。
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３.２．食品の期限表示制度の概要（EUの概要）

３．EUの期限表示制度及び普及啓発の実態

項目 概要

所管機関等 ■欧州委員会 食の安全総局（DG-SANTE, Director-General for Health and Food Safety)

主な根拠法令
■消費者への食品情報の提供に関する規則（FIC規則）
／Regulation (EU) 1169/2011 on the Provisions of Food Information to Consumers

期限表示の定義
と用法

■賞味期限／The date of minimum durability
その食品が適切に保管された場合、その食品特有の性質が保たれる期限を指す。「Best Before」「Best 
Before end」と表示される。

■消費期限／The “use by” date 
非常に腐敗しやすく、短期間のうちに人体の健康に危険を及ぼす可能性のある食品について、賞味期限の
代わりに適用すべき期限を指す。 消費期限を過ぎた食品は安全ではない（unsafe）とみなされる。

※一部の食品を除いて、賞味期限もしくは消費期限のいずれかの設定が義務化されている。
賞味期限・消費期限のいずれを適用するかについて、法的に規定してはいない（食卓卵を除く）。

※冷凍肉、冷凍未加工水産品等については、凍結日（date of freezing）の記載も義務とされる。

食品に期限を
設定・表示する

責任者

■当該事業者名にて当該食品を市場に流通させる事業者／食品事業者(Food Business Operator)
※EU guidelines on food donationによれば、製造事業者（food manufacturers）が期限を設定

し、賞味期限の範囲内で、食品の品質や食品に表示された説明の正当性を保証するとされる。

安全係数の有無

■規定なし
※欧州食品安全機関（EFSA）はDG-SANTEの要請を受け、食品事業者（FBO）が食品の期限表
示の種類を選択し、適切な保存可能期間を決定する考え方を示した（2020年、科学的意見書）。
ただし、日本のような安全係数は示されておらず、現時点（2023年12月現在）で法的拘束力もない。

期限の表示方法
■日、月、及び可能であれば年を表示。
ただし、賞味期限の場合、賞味期限の長さに応じて一部のみの記載で認められる。

※3か月以下：日と月のみ、3か月を超えて18か月以下：月と年のみ、18か月超：年のみ

表示期限を過ぎた
食品の取扱い

(腐敗等が無い場合)

■賞味期限を過ぎた食品について、人間の消費に適しており、健康に害を及ぼさないものに限り、販売または
寄附が認められる。

■消費期限を過ぎた食品については安全ではないとみなされ、食品事業者は取扱うことが認められない。

◼ EUでは、「消費者への食品情報の提供に関する規則（FIC規則）」が食品の期限表示制度を規定。賞味期限または消費

期限の設定が義務化されており、期限の種類は食品事業者が決定する（一部の食品を除く）。欧州委員会は「Farm to 

Fork Strategy」を受け、期限の誤った運用や誤解を防ぐため、FIC規則の改正に向けて検討中。

（出所）欧州委員会調査結果（2015年）
※対象：欧州28か国の消費者

回答数：26,601
※上図は「賞味期限」に関する回答結果

「消費期限」と「賞味期限」の意味について
正確な意味を回答できた消費者は、消費期限
が40%、賞味期限が47%。

（出所）本調査結果を基に、MURC作成。図表の出所については、関連ページも併せて参照のこと。
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◼ 保健衛生・食の安全総局(DG SANTE, Director-General for Health and Food Safety)

⚫ 欧州委員会（European Commission、各施策の執行機関）の下部組織（2015年にDG Sancoから改名）1

⚫ 公衆衛生、食品の持続可能性と安全性、家畜の健康と福祉、作物や森林の健康の4つの政策分野を所管1

⚫ 期限表示制度を所管。食品廃棄物の発生に繋がる消費者の誤解を防ぐため、関連制度の改正提案を実施2

◼ 欧州食品安全機構（EFSA, European Food Safety Authority)

⚫ 一般食品法規則（Regulation (EC) 178/2002)の規定により設立され（Article 1)、食品安全、動物衛生、植物
検疫に関する科学的なリスク評価を実施（Article 22-23）3

３.２.１．期限表示制度の所管機関等

（出所）杉中淳（2012）p.222
なお、図中左上の「保健・消費者総局（DG-Sanco）」は、
DG SANTEの改名前の組織である。

（出所）1 内閣府 食品安全委員会HP「欧州委員会(DG SANTE)、健康消費者保護総局（DG SANCO）から改名され、組織も改変された旨公表（2015年1月23日）」 （2023年12月1日最終確認）
2 欧州委員会「Strategic Plan 2020-2024 DG SANTE（2020年）」 （p.14) 
3 杉中淳「欧州連合の食品安全政策の体系（フードシステム研究第19巻3号、2012年）」 (pp.203-222） ※条文番号については、一般食品法規則を参照しMURCにおいて記載

３．EUの期限表示制度及び普及啓発の実態

図表 EUの食品安全政策の組織体系 3
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３.２.２．期限表示制度の根拠法令等

（出所） 農林水産省「令和2年度輸出環境整備推進委託事業（食品規格等調査）調査報告書 欧州連合 食品表示（2020年10月）」（pp.1-3）
※一部の条文番号及び用語については、FIC規則を参照しMURCにおいて記載

３．EUの期限表示制度及び普及啓発の実態

◼ 消費者への食品情報の提供に関する規則：2011年10月25日の欧州議会及び理事会規則

Regulation (EU) 1169/2011 on the Provisions of Food Information to Consumers

（以下、FIC規則）

⚫ 既往の指令（Directive 2000/13/EC）を廃止し、全ての加盟国に直接効力を有する規則（Regulation）として

2011年に制定された。 ※規則（Regulation）は、その全てが拘束力を有し、かつ、全ての加盟国に直接効力を有するものである。

⚫ 一部の例外を除き、食品に、賞味期限（The date of minimum durability）もしくは消費期限（”use by” date)

のいずれかを表示する義務を規定。（第9条1項(f)、定義は第2条、第24条でそれぞれ規定。）（３.２.３参照）

⚫ 賞味期限及び消費期限、凍結日の表示方法を規定。（AnnexⅩ）（３.２.６ 参照）

➢ 凍結日（date of freezing）とは、冷凍肉、冷凍肉調製品、冷凍未加工水産品について、賞味期限もしくは消費期

限と共に表示することが定められ、食品の冷凍を行った日を指す（複数回冷凍を行った場合は最初の冷凍日を指す） 。
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３.２.３．期限表示の使い分け（1/2）

（出所）1 EUR-Lex HP「COMMISSION REGULATION ((EU)1169/2011)（消費者への食品情報の提供に関する規則） 」
2 JETRO「EU における食品ラベル表示に関する規制（2014年3月） 」（p.12）
3 EUR-Lex HP「EU guidelines on food donation (C/2017/6872)」 （pp.18-19）

賞味期限と消費期限

３．EUの期限表示制度及び普及啓発の実態

◼ EUでは、２つの期限表示を以下のとおり定義している 1,2。

⚫ 賞味期限／The date of minimum durability（FIC規則 第2条(2)(r)）

その食品が適切に保管された場合、その食品特有の性質が保たれる期限を指す。

「Best Before」「Best Before end」と表示される（ ３.２.６ 参照）。
Date of minimum durability of a food‘ means the date until which the food retains its specific properties when 

properly stored;

⚫ 消費期限／The “use by” date（FIC規則 第24条1項）

非常に腐敗しやすく、短期間のうちに人体の健康に危険を及ぼす可能性のある食品について、

賞味期限の代わりに適用すべき期限を指す。 消費期限を過ぎた食品は安全ではない（unsafe）とみなされる。
In the case of foods which, from a microbiological point of view, are highly perishable and are therefore likely after 

a short period to constitute an immediate danger to human health, the date of minimum durability shall be 

replaced by the ’use by‘ date. After the ’use by‘ date a food shall be deemed to be unsafe in accordance with 

Article 14(2) to (5) of Regulation (EC) No 178/2002.

◼ なお、食品への具体的な期限表示の選択方法（賞味期限・消費期限のいずれを適用するか）について、

法的な規定はない（ただし、食卓卵を除く）3。
With the exception of table eggs, EU legislation does not prescribe how date marking should be established

(i.e. either the choice of ‘use by’ or ‘best before’ or the length of shelf-life).
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３.２.３．期限表示の使い分け（2/2）

（出所）1 EUR-Lex HP「COMMISSION REGULATION ((EU)1169/2011)（消費者への食品情報の提供に関する規則） 」
2 JETRO「EU における食品ラベル表示に関する規制（2014年3月） 」(p.11)
3 国際連合食糧農業機関(FAO) 「包装食品の表示に関するコーデックス一般規格 CODEX STAN 1-1985 （消費者庁訳） 」（2023年12月1日最終確認）

賞味期限の設定が不要な食品

３．EUの期限表示制度及び普及啓発の実態

◼ EUでは下記の食品については賞味期限の設定が不要とされる（FIC規則 第24条1項, Annex X 第1条(d)）1,2。

⚫ ジャガイモを含む生鮮果物及び野菜で、皮むき、切断または同様の処理をしていないもの（ただし発芽種子等を除く）

⚫ ワイン及びリキュールワイン、発泡性ワイン等

⚫ アルコール強度 10％以上の飲料

⚫ 通常、製造後 24 時間以内に消費されるパン、ペーストリー

⚫ 酢

⚫ 料理用塩

⚫ 固体の砂糖

⚫ 内容物のほとんどが香料入りか着色された砂糖のみの菓子製品

⚫ チューイングガム及び類似の製品

※ CODEX STAN 1-1985（包装食品の表示に関するコーデックス一般規格）4.7.1（vii）と同様の内容と見受けられる3。

※ Annex X 第1条(d)では、これらの食品について賞味期限の設定が不要である旨のみが記載されている。

一方、第24条1項において、消費期限は特に衛生上のリスクが高い食品について、賞味期限の代わりに設定されるものとされていることから1、

上記の食品については、賞味期限又は消費期限のいずれも設定不要と考えられる。
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３.２.４．食品に期限を設定・表示する責任者

（出所）1 EUR-Lex HP「COMMISSION REGULATION ((EU)1169/2011)（消費者への食品情報の提供に関する規則） 」
2 JETRO「EU における食品ラベル表示に関する規制（2014年3月） 」(p.1)
3 EUR-Lex HP「EU guidelines on food donation (C/2017/6872)」 （p.18）

３．EUの期限表示制度及び普及啓発の実態

◼ EUでは食品情報（期限表示含む）に責任を持つ食品事業者（food business operator：FBO）は、

その事業者名で当該食品を市場に流通させる事業者（つまり、ラベルに名称が記載された事業者）と規定されている。

同事業者がEUの市場に存在する者でない場合には、食品輸入事業者が該当する。（FIC規則 第8条1項）1,2

✓ The food business operator responsible for the food information shall be the operator under whose name or 

business name the food is marketed or, if that operator is not established in the Union, the importer into the 

Union market.

◼ 「食品寄附に関するEUガイドライン（３.２.７（3/5）参照）」では、食品の製造者（food manufacturers）は

自らの責任で賞味期限及び消費期限を設定し、食品に表示する責務を持つとされる。また、食品の製造者は、賞味期限

（the ‘best before ‘ date）の範囲内において、食品の品質や食品に表示された説明（例：ビタミンC含有量等）の

正当性を保証する3 。

✓ The establishment of both ‘use by’ and ‘best before’ dates is under the responsibility of food manufacturers.

✓ With respect to ‘best before’ dates, manufacturers guarantee the quality of foods (e.g. crispiness, colour, taste …) 

and compliance with any claims made in labelling (e.g. nutritional claims regarding the level of vitamin C in a 

foodstuff) only until the end of the ‘best before’ date.
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３.２.５．期限表示の設定方法

（出所）ESFA（2020）

図表 食品の期限表示の種類の判断フロー

◼ EUでは食品への具体的な期限表示の選択方法（賞味期限・消費期

限のいずれを適用するか）について、法的に規定してはいない1。

（ ３.２.３（1/2）参照）

◼ 一方、欧州食品安全機関（EFSA）は、欧州委員会で期限表示制度

を管轄するDG SANTEから要請を受け、2020年に科学的意見書を公

表。食品事業者（FBO）が特定の食品の期限表示の種類を選択し、

適切な保存可能期間を設定する方法を示した。2,3

⚫ 食品の期限表示の選択は、製品ごとの判断が必要であり、発生しうる

ハザード（事故）や製品の特長、保管環境を勘案したうえで実施すべ

きであるとされた。具体的な判断の流れは右図のとおりである。

⚫ 適切な保存可能期間の設定にあたっては、食品事業者は合理的かつ

予見可能な範囲で食品の流通・保管・使用の環境を想定し、食品に

含まれる病原性/腐敗微生物の生育挙動の評価等を行うべきとされた。

※ 2023年12月現在、本意見書は法的拘束力を持たないが、

将来的に関連する法制度に反映される可能性がある。

※ 安全係数に関する定めについては、記載なし。

３．EUの期限表示制度及び普及啓発の実態

（出所）1 EUR-Lex HP「EU guidelines on food donation (C/2017/6872)」 （p.18）
2 EFSA「Guidance on date marking and related food information: part 1 (date marking) （2020年12月） 」(p.1、pp.31-32)
3 内閣府 食品安全委員会HP「欧州食品安全機関(EFSA)、『日付表示及び関連する食品情報のガイダンス(パート1(日付表示))』と題する科学的意見書を公表（2020年12月2日)」

（2023年12月1日最終確認）
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３.２.６．期限の表示方法

（出所）1 EUR-Lex HP「COMMISSION REGULATION ((EU)1169/2011)（消費者への食品情報の提供に関する規則） 」
2 JETRO「EU における食品ラベル表示に関する規制（2014年3月） 」(p.12)

３．EUの期限表示制度及び普及啓発の実態

◼ 賞味期限・消費期限の表示方法は下記のとおり規定される（FIC規則 第24条及びAnnex X） 1,2。

⚫ 賞味期限／The date of minimum durability

✓ 以下のいずれかの形式で表示を記載する。

期限に日まで示すことができる場合：“Best Before …”（・・・以前が最良）

その他（月・年）の場合 ：“Best Before end …”（・・・までおいしく食べられます）

※ 「・・・」には、日付、または日付が記載されている場所を提示する。

✓ 日付は、日、月、及び可能であれば年の順で、コード化せずに記載する。

▪ 賞味期限が３か月以下の場合、日と月のみ表示する形式でも可。

▪ 賞味期限が３か月を超えて、18か月以下の場合、月と年のみ表示する形式でも可。

▪ 賞味期限が18か月を超える場合、年のみ表示する形式でも可。

✓ 期限まで特性を保持するために遵守の必要がある保管条件があれば、必要に応じて併記する。

⚫ 消費期限／The “use by” date

✓ “Use by …”（使用期限）という形式で表示する。

※ 「・・・」には、日付、または日付が記載されている場所を提示する

✓ 日付は、日、月、及び可能であれば年の順で、コード化せずに記載する。

✓ 食品が個別包装されている場合、それぞれの包装に期限を表示する。

✓ 遵守の必要がある保管条件を併記する必要がある。
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３.２.７．表示期限を過ぎた食品の取扱い（1/5）

文書名 性質 概要
表示期限を過ぎた食品の取扱い

に関する主な記載

①一般食品衛生規則

（Regulation (EC) 

852/2004）

規則

（拘束力あり）

食品の取扱いにおいて、全ての食品事業者（FBO）

により守られるべき一般的な衛生基準を定めた規則。

下記「一般食品法規則」の下に位置づけられた「衛生

パッケージ」の構成規則の1つ 1。※

◼ 食品を寄附するにあたって必要となる要

件を明文化。賞味期限を過ぎた食品

は一定の条件を満たせば寄附が可能

であるが、消費期限を過ぎた食品の寄

附は不可3。

②食品寄附に関する

EUガイドライン

EU guidelines on 

food donation

（C/2017/6872）

ガイドライン

（拘束力なし）

安全かつ人の食用に適した食品の寄附を推進すること

を目的に作成されたガイドライン2。

食品寄附に関する関連規定を取りまとめるとともに、そ

れらの規定の解釈について記載。EU加盟国の規定に

対する共通解釈を示すことを狙いとしている2。

◼ 食品寄附の文脈においては、慈善団体

等も一般食品法規則上の「食品事業

者」（FBO）に該当し、同法規則の

定める責務を負うこと等を明記3。

③一般食品法規則

（Regulation (EC) 

178/2002)

規則

（拘束力あり）

EU食品安全法制の諸規則の傘となる規則であり1、

食品事業者が食品の取扱いの際に従うべき一般原則

や諸要件を定めたもの2。

◼ 食品事業者（FBO）が、

食品を取扱うにあたり遵守すべき一般

的な要求事項や責務を規定3。

（例：コールドチェーンの確保、管理下

にある食品の安全性の確認等）

図表 表示期限を過ぎた食品の取扱い（寄附を含む）に関する規則・ガイドライン

※ EU 食品安全法制の体系は、食品事業者が食品の取扱いの際に従うべき一般原則等を定めた「一般食品法規則」（Regulation (EC) 178/2002）と、同法の下で制定された「衛生パッケージ」（Hygiene Package、
2つの指令および4つの規則を核とした諸規則）を中心として構成される。

関連する規則・ガイドライン

３．EUの期限表示制度及び普及啓発の実態

◼ EUにおいては、表示期限を過ぎた食品の取扱い（寄附を含む）に関する要件等は、

下記の規則やガイドラインにおいて定められている。各規則・ガイドラインの詳細な記載内容は次頁以降に記載する。

（図表は出所を基に、MURC加筆・作成）

（出所）1 農林水産省「令和2年度輸出環境整備推進委託事業（食品規格等調査）調査報告書 欧州連合 食品衛生パッケージ（2020年10月）」（p.1）
2 ハーバード大法科大学院ほか 「The Global Food Donation Policy Atlas :European Union Legal Guide Food Donation Law and Policy(2022年12月）」 (p.5)
3 欧州委員会HP「Food Donation」（2023年12月1日最終確認）、ほか次頁以降に記載の各規則・ガイドラインの記載を基にMURC作成
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３.２.７．表示期限を過ぎた食品の取扱い（2/5）
食品寄附と期限表示の関係

（出所）1 EUR-Lex HP「COMMISSION REGULATION ((EC) 852/2004) （一般食品衛生規則） 」
2 EFSA「Guidance on date marking and related food information: part 1 (date marking) （2020年12月） 」(p.1)
3 EUR-Lex HP「COMMISSION REGULATION((EU) 2021/382) （Regulation (EC) 852/2004の改正に係る規則） 」

一般食品衛生規則（Regulation (EC) 852/2004）の改正後の内容 1

AnnexⅡ, Chapter Va 食品の再流通（Redistribution of food）

食品事業者は、以下の条件の下で、食品の寄附を目的とした食品の再流通を実施してよい。

(1) 食品事業者は、一般食品法規則（Regulation (EC) 178/2002）の第14条(2)に従い、その責任下にある食品が健康に害を及ぼさず、人の消費に

適しているかどうかを定期的に確認しなければならない。実施された検査が良好である場合、食品事業者は、(2)に従って食品を再分配することができる。

- FIC規則に従って「消費期限」が適用されている食品については、その期限以前のものが対象。

- FIC規則に従って「賞味期限」が適用されている食品については、その期限以前またはその期限以降のものが対象。

- FIC規則に従って期限の設定が不要とされている食品については、期限による制限はない。

(2) (1)で言及される食品を取扱う食品事業者は、少なくとも以下の条件を考慮し、食品が健康を害するものではなく、かつ、人の消費に適しているかどうかを

評価しなければならない：

- 最終消費者による安全な再流通と使用を可能にするため、「賞味期限」もしくは「消費期限」までの期間が十分に残されていること

- （該当する場合）包装が完全であること

- 適切な保管及び輸送条件（あれば温度に関する要件を含む）を満たしていること

- （該当する場合）凍結日が適切に記載されていること

- 官能上の条件が問題ないこと

- 動物由来の製品の場合は、欧州委員会施行規則（EU）931/2011に従い、トレーサビリティの確保がされていること

３．EUの期限表示制度及び普及啓発の実態

◼ ①一般食品衛生規則（Regulation (EC) 852/2004）：食品の寄附において必要となる要件を規定 1

⚫ 同規則のAnnexⅡ（一次生産を除くすべての食品事業者に対する一般食品衛生要件）の食品寄附に関する章

（Chapter Va：Redistribution of food）で、食品の寄附において必要となる要件を規定している（３.１（3/4）参照）。

⚫ 期限表示に関連する事項としては、消費期限を過ぎた食品については寄附が認められないこと、賞味期限を過ぎた食品

については、以下に示す一定の条件を満たした食品であれば寄附が認められることが明確化されている。

※「ESFAによる科学的意見書」では、加盟国間、食品間、消費者の習慣にはばらつきがあるため、賞味期限を過ぎた食品の寄附又は販売において

「目安となる期間（indicative time limits）」を一律で示すことは適切でないとしている2 。
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◼ ②食品寄附に関するEUガイドライン(C/2017/6872)：食品の寄附に関する責任を負うべき主体や責任の内容を整理

⚫ 食品の製造者（food manufacturers）は自らの責任で賞味期限及び消費期限を設定する。

また、賞味期限の範囲内において、食品の品質や食品に表示された説明の正当性を保証する（３.２.４より再掲）。

⚫ EUの諸規則において、食品の安全性が確保され、情報の表示方法が誤解を生むものでない限り、賞味期限を過ぎた食品

の取扱い（寄附を含む）は許容される。ただし、賞味期限を過ぎた食品の取扱いを行う場合、期限を過ぎている旨を

明確に示す責任を有する。（例：期限を過ぎた旨を製品上に表示し、個別に配置する等）。

⚫ 余剰食品の寄附に携わる企業や団体（再流通を実施する企業・団体や慈善団体を含む）についても、

食品事業者（Food Business Operators, FBO）とみなす。

そのため、一般食品法規則（Regulation (EC) 178/2002）における食品事業者の責任を負う。

＜食品事業者の責務の例＞

※上記は食品を寄附する場合の責務の例であり、食品事業者の責務全般については３.２.７（4/5）にて詳述。

３.２.７．表示期限を過ぎた食品の取扱い（3/5）

（出所） EUR-Lex HP「EU guidelines on food donation (C/2017/6872) 」 (pp.6-7、pp.18-19)

- 食品衛生に関するEU諸規則に順じ、コールドチェーンを維持するための冷蔵食品の適切な保管を確保すること

- FIC規則にて定められた「消費期限」を過ぎた食品の再分配の禁止

責任を負うべき主体と内容

３．EUの期限表示制度及び普及啓発の実態
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◼ ③一般食品法規則（Regulation (EC) 178/2002）：食品事業者に課された一般的な要求事項・責務を整理

⚫ 食品寄附に関するEUガイドラインによれば、余剰食品の寄附に携わる企業や団体も食品事業者とみなされ、同規則を

順守する必要がある1（３.２.７（3/5）参照）。

＜食品事業者の責任・義務＞

⚫ 同法の第17条1項にて、「食品及び飼料事業者が、その管理下にある事業における生産、加工及び流通の全ての段階に

おいて、食品又は飼料が、その活動に関連する食品法の要求事項を満たすことを確保し、当該要求事項が満たされている

ことを検証する」責務を規定している2（条文は３.２.７（5/5）参照）。

⚫ 食品事業者向けの同法の解説資料においては、食品事業者が実施すべき義務を以下のとおり整理している3。

＜消費期限を過ぎた食品の取扱い＞

⚫ 消費期限を過ぎた食品の取扱いは、禁止されていると考えられる。

- 第14条1項において、食品事業者が安全ではない(unsafe)食品を取扱うことは禁止されている。

第3項において、食品の安全性の判断は、製造・加工・流通のすべての段階で実施される旨及び、消費者に対して提供

された情報（食品に表示された情報を含む）や一般に消費者が入手可能な情報を勘案しながら判断する旨を規定2 。

- FIC規則第24条1項は、消費期限を過ぎた食品は安全ではないとみなす旨を規定（３.２.３（1/2）参照）。

- 安全性：食品事業者は安全ではない食品（unsafe food）を取扱ってはならない。

- 責任：食品事業者は自らが生産・運搬・保管・販売する食品の安全性に責任を持つ。

- トレーサビリティ：食品事業者は、取扱う商品の供給者または荷受人を迅速に特定できなければならない。

- 透明性：食品事業者は、自らが取扱う食品が安全ではない（unsafe）と信じる理由がある場合、管轄当局に直ちに報告しなければならない。

- 緊急対応：食品事業者は、自らが取扱う食品が安全ではない（unsafe）と信じる理由がある場合、直ちに同食品の取扱いを中止しなければならない。

- 予防：食品事業者は、事業プロセスの重要な点を特定し、定期的に見直しすることで、これらの重要な点を確実に管理しなければならない。

- 協力：食品事業者は、管轄当局と連携しながら、リスク軽減のための取組を講じなければならない。

３.２.７．表示期限を過ぎた食品の取扱い（4/5）

（出所） 1 EUR-Lex HP「EU guidelines on food donation(C/2017/6872)」 (p.6、p.25)、 2 EUR-Lex HP「COMMISSION REGULATION ((EC) 178/2002)（一般食品法規則）」
3 欧州委員会HP 「THE KEY OBLIGATIONS OF FOOD AND FEED BUSINESS OPERATORS」（2023年12月1日最終確認）

食品事業者の一般的な責務

３．EUの期限表示制度及び普及啓発の実態
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◼ 【参考】一般食品法規則の罰則規定、食品寄附に関する免責規定の有無

⚫ 一般食品法規則（Regulation (EC) 178/2002）第17条において、食品等に関する法律に違反した事業者に対する

措置や罰則は、加盟国が設けることとしている1 。事業者が第17条1項に違反するような行為を行った場合、責任訴訟は

同法の違反ではなく、各加盟国が定めた関連法の侵害を理由として行われる2。

⚫ なお、加盟国が食品事業者を法律の責務から免除する法律を独自に維持または採用することは禁じられている2 。

３.２.７．表示期限を過ぎた食品の取扱い（5/5）

（出所） 1 EUR-Lex HP「COMMISSION REGULATION ((EC) 178/2002) （一般食品法規則） 」
2 EUR-Lex HP「EU guidelines on food donation(C/2017/6872)」 (pp.11-12、p.16)
3 ハーバード大法科大学院ほか 「The Global Food Donation Policy Atlas :European Union Legal Guide Food Donation Law and Policy(2022年12月）」(p.9)

一般食品法規則（Regulation (EC) 178/2002）第17条 責任 ※関連する部分のみ抜粋

1. 食品及び飼料事業者は、その管理下にある事業における生産、加工及び流通の全ての段階において、食品又は飼料が、その活動に関連する食品法の要
求事項を満たすことを確保し、当該要求事項が満たされていることを検証しなければならない。

2. 加盟国は、食品法を施行し、食品及び飼料の事業者が、生産、加工及び流通のすべての段階において、食品法の関連する要求事項を満たしていることを
監視し、検証しなければならない。

（中略）

加盟国はまた、食品や飼料に関する法律の違反に適用される措置及び罰則に関する規則を定めなければならない。規定される措置及び罰則は、効果的で、
違反の内容に見合った内容であり、かつ説得力のあるものでなければならない。

⚫ 一般食品法規則第21条は、加盟国が法規則などの制定を行う際、不良品の製造者が同製品によってもたらされた損害に

責任を持つことを定めた製造物責任指令（Directive 85/374/EEC）に従うべきである旨を定めている1,3。

⚫ 食品寄附の文脈では、食品寄附を目的として食品を取扱う団体についても、製造者と同様に食品事業者とみなされる

（３.２.７（3/5）参照）ため、これらの団体も一般食品法規則及び関連法の定める責任を負うと考えられる3。

⚫ 食品寄附者に対する免責制度は欧州レベル及び、ほぼすべての加盟国において存在しない（2022年12月時点）3。

※イタリアについて、例外規定レベルの免責規定が存在すると指摘されている。

３．EUの期限表示制度及び普及啓発の実態

罰則規定・免責規定
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３.３．食品の期限表示に関する普及啓発事例

図表 インフォグラフィックの例（一部抜粋） 図表 パンフレットの例（一部抜粋）

（出所） 欧州委員会HP 「Date Marking and Food Waste Prevention」のうち「Information materials-infographic and leaflet」 （2023年12月1日最終確認）

３．EUの期限表示制度及び普及啓発の実態

◼ 食品期限表示の誤解を防ぐための情報発信

⚫ 欧州委員会は、同HP「期限表示と食品廃棄物の発生抑制」（Date marking and food waste prevention）にお

いて、賞味期限と消費期限の違いを説明するパンフレットや画像等を公開している。
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３.４．食品の期限表示に関する消費者意識調査

図表 「消費期限」「賞味期限」の意味の理解（消費者アンケート結果）3

（出所）1 欧州委員会HP 「Date Marking and Food Waste Prevention」 （2023年12月1日最終確認）
2 欧州委員会「Flash Eurobarometer 425 Food waste and date marking – summary(2015年10月）」(p.4)
3 欧州委員会HP 「Date Marking and Food Waste Prevention: Information materials-infographic and leaflet」 （2023年12月1日最終確認）

３．EUの期限表示制度及び普及啓発の実態

◼ 欧州28か国を対象にした期限表示に関する消費者意識調査を実施（2015年、回答数26,601）1,2。

⚫ 「消費期限」と「賞味期限」の意味について
正確な意味を回答できた消費者は、消費期限が40%、賞味期限が47%であった（下図）。

⚫ 買い物や食事の準備の際に「消費期限」や「賞味期限」を確認する頻度について
「いつも確認する」（Always）が48%、「しばしば確認する」（Often）が23%、
「たまに確認する」（Sometimes）が9%、「滅多に確認しない」（Rarely）が6%、「確認しない」（Never）が1%

→多くの消費者が「消費期限」や「賞味期限」を確認していることが分かった。

⚫ 家庭で発生する食品廃棄物を削減する方法として、
「『賞味期限』と『消費期限』の意味をより分かりやすく示すこと」が有効とした消費者は 49%であった。
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４．イギリスの期限表示制度及び

普及啓発の実態
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◼ 期限表示制度に関するイギリスとEUの関係性

⚫ イギリスは、2020年にEUを離脱した。

離脱に伴い、EU規則（Regulation）の大部分は2018年EU離脱法（EU Withdrawal Act 2018）の別表５

（Schedule５）に基づき、国内法に組み込まれた。特にそのまま置き換えられたものは、「維持されたEU法（Retained 

EU Law）」と呼ばれている。なお、北アイルランドはEU規則に従うため、「維持されたEU法」は適用されない。

⚫ ３章で整理したEUにおける関連規則（下記）も、国内法として継承されている。
※ただし、2023年７月時点では2021年１月以降の改正内容（３.１（3/4、4/4）参照）は適用されていないと見受けられる。

- 消費者への食品情報の提供に関する規則：2011年10月25日の欧州議会及び理事会規則

（Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 

2011 on the Provisions of Food Information to Consumers）

- 一般食品法規則（Regulation (EC) 178/2002）※ただし、AnnexⅡにChapter Vaの追加は確認できなかった。

- 一般食品衛生規則（Regulation (EC) 852/2004）※ただし、2021年の改正の反映は確認できなかった。

- 動物由来の食品に対する衛生要件に関する規則（Regulation (EC) 853/2004）

◼ 【参考】 「2022年 維持されたEU法（撤回・改革）法案」の提出

⚫ 2022年９月、「2022年 維持されたEU法（撤回・改革）法案」がイギリス議会に提出された。

現在は「維持されたEU法」は、EU離脱前に成立した国内法よりも優先されるとされてきたが、同法案では2023年末までに

その序列を逆転し、国内法を「維持されたEU法」よりも優先させるとしている。

※同法案が成立すると、イギリスのニーズに合った新たな法規を制定することが可能となり、経済成長に繋がるとされている。

４.１．食品の期限表示制度の改正の動向

（出所） イギリス国立公文書館HP 「Legislation originating from the EU」（2023年11月21日最終確認。以下も同様。）
イギリス国立公文書館HP 「EU legislation and UK law」
イギリス国立公文書館HP 「Regulation（EU）No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council」

イギリス政府HP 「UK government to set its own laws for its own people as Brexit Freedoms Bill introduced」

４．イギリスの期限表示制度及び普及啓発の実態
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４.２．食品の期限表示制度及び普及啓発の実態（イギリスの概要）

４．イギリスの期限表示制度及び普及啓発の実態

項目 概要

所管機関等
■環境・食糧・農村地域省（DEFRA）、食品基準庁（FSA）
※各省庁の所管領域は地域によって異なる。

主な根拠法令 ■「維持されたEU法」としてのFIC規則

期限表示の定義
と用法

■賞味期限（Best before date）：食品が最適な状態を保つことが合理的に期待でき
る期間を示す。食品の品質に関係する期限。

■消費期限（Use by date）：微生物学的観点から非常に腐敗しやすく、短期間のうち
に人体の健康に危険を及ぼす可能性のある食品が安全に消費できる期間を示す。
食品の安全性に関係する期限。

※個別の食品に対してどちらの期限を適用するかは、法的に規定されておらず、事業者に一
任されている。ただし、食品廃棄物の削減を1つの目的とし、安全性の観点で必要な場合
に限って「Use By date」を採用し、食品の安全に関する問題が無い場合は「Best 
Before date」を採用することを政府は推奨している。

食品に期限を
設定・表示する

責任者
■当該事業者名にて当該食品を市場に流通させる事業者（FIC規則）

安全係数の有無
■規定なし（政府から発出される文書にて、「安全係数」のような期限表示の具体的な方
法論は定められておらず、具体的な期限の設定方法は事業者に一任されている。）

※一部の事業者で、安全係数に相当するものを75%、85%と採用した事例の報告はある。

期限の表示方法
■日、月、及び可能であれば年を表示。
ただし、賞味期限の場合、賞味期限の長さに応じて一部のみの記載で認められる。

※3か月以下：日と月のみ、3か月を超えて18か月以下：月と年のみ、18か月超：年のみ

表示期限を過ぎた
食品の取扱い

(腐敗等が無い場合)

■賞味期限を過ぎた食品について、人間の消費に適しており、健康に害を及ぼさないものに
限り、販売または寄附が認められる。

■消費期限を過ぎた食品について、市場に出すことは法律違反とされる。

◼ イギリスでは2020年のEU離脱後も、各種規則を継承して国内に適用しており、FIC規則等が食品の期限表示制度を規定。

賞味期限または消費期限の設定が義務化されているが、期限の種類は食品事業者が決定する。なお、政府としては食品廃

棄物の削減を1つの目的とし、安全性の観点で必要な場合にのみ消費期限を採用することを推奨している。

（出所）WRAP・FSA・DEFRA・Dairy UK 
「Milk guidance（2023年8月23日）」

（出所） WRAP 「CITIZEN INSIGHTS ON USE BY AND BEST 
BEFORE DATES ON DAIRY PRODUCTS（2023年１月）」

「消費期限」と「賞味期限」の意味について正確な意味を
回答できた消費者は、賞味期限が77%、消費期限が
56% （回答者はそれぞれ1,012名）

Q. 消費期限か賞味期限かに応じて、あなたが期限表示を使用/従う方法が
異なるかどうかについて、最もよく表しているものはどれか。

消費期限に
関する試験者

賞味期限に
関する試験者

牛乳のパッケージ
に関する例

（出所）本調査結果を基に、MURC作成。図表の出所については、関連ページも併せて参照のこと。



61 Mitsubishi UFJ Research and Consulting

LINE本文ページ

４.２.１．期限表示制度の所管機関等

図表 イギリスの食品政策に係る所管機関

◼ イギリス政府は、期限表示に関する法律を施行し、同法律に関する助言やガイダンスを提供する責任がある1。

イギリスでは地域ごとに食品政策に係る所管機関が異なっており、期限表示制度については以下３機関が担当している2。

⚫ 環境・食糧・農村地域省（Department for Environment Food ＆ Rural Affairs：DEFRA）：
環境保護、食料生産・食品基準等に関する政策を所管しているイギリス政府の行政機関。イングランドを所管する。

⚫ 食品基準庁（Food Standard Agency：FSA）：食品分野の安全や公衆衛生の維持を責務とする
イギリス政府機関（ただし、行政機関ではない）。北アイルランド、ウェールズを所管する。

⚫ スコットランド食品基準庁（Food Standards Scotland：FSS）：
2015年４月より、FSAが担ってきた役割を引き継いで設立された組織。スコットランドを所管する。

※ ガイダンスの策定においては、NGOであるWRAP（Waste & Resources Action Progrramme）が協働している。

◼ 法律の実施に関しては、地方公共団体の取引基準局（Trading Standards Departments）または環境衛生局

（Environmental Health Departments）が責任を有し、特定の製品のラベル表示に関する助言を行うことができる。

不明な点がある場合は、これらの部局に相談するよう推奨されている。1 

食品・飼料の安全と衛生 健康・栄養に関する表示・規格
食品成分に関する規格・表示

（期限表示を含む）

イングランド FSA DHSC DEFRA

北アイルランド FSA FSA FSA

ウェールズ FSA ウェールズ政府 FSA

スコットランド FSS FSS FSS

※DHSC：保健省（Department of Health and Social Care）。医療、社会保障に関する政策を所管するイギリス政府の行政機関

４．イギリスの期限表示制度及び普及啓発の実態

（図表は両出所を基に、MURC加筆・作成）

（出所）1 WRAP・FSA・DEFRA 「Food date Labelling guidance / Best practice on food date labelling and storage advice（2019年11月）」（p.43）
2 FSA HP 「Four-country working」（2023年11月21日最終確認）
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４.２.２．期限表示制度の根拠法令等（1/3）
EU規則の継続的な遵守

◼ [根拠法令] 消費者への食品情報の提供に関する規則： 2011 年 10 月 25 日の欧州議会及び理事会規則

Regulation (EU) 1169/2011 on the Provisions of Food Information to Consumers

（以下、FIC規則） 1

⚫ イギリスは2020年までEUに加盟しており、 FIC規則に従った食品表示制度を運用していた。FIC規則の実施を目的に、
国内法規として「The Food Information Regulations 2014（2014年7月14日施行）」が策定されている2 。

- 同法規では、FIC規則を国内法として適宜参照すると同時に、その施行主体や、違反・罰則、イギリス国内に
FIC規則を適用する際の特例等について定めている3。

※「FIC規則を適用する際の特例」は、非包装食品への食品表示やアレルギー品目の明記等を定めたものであり、期限表示はFIC規則と整合する。
全体として、同国内法規はFIC規則を引用しつつも、非包装食品への食品表示やアレルギー品目の明記に関するものと見受けられる。

⚫ 2020年にEUを離脱した後も、「維持されたEU法」の一つとしてFIC規則の内容が継承されている。
2023年６月現在の根拠法令としては、イギリス（北アイルランドを除く）では「維持されたEU法」のFIC規則が該当し、
北アイルランドではEU離脱時に交わされた「北アイルランド議定書」に記載されているFIC規則が該当する。

⚫ FSAやDEFRAは、食品事業者が食品関連情報の提供時に遵守すべき法的要件（Legal Requirements）を
FIC規則に従うとし、同内容に沿った文書（HP、ガイダンス）を作成している。
なお、いずれも期限表示の詳細は、「WRAPの食品期限表示に関するガイダンス」（次頁）を参照するよう紹介している。

- イギリス政府HP 「Guidance / Food labelling: giving food information to consumers」 4 

（DEFRA及びFSA作成、2015年4月27日公開、2022年９月20日最終更新）

- FSA HP 「Packaging and labelling / Legal requirements that you have to follow as a food 
business」（2023年9月４日最終更新）

※次頁以降、FSA・DEFRAのHPやガイダンスを詳述したものと考えられる「WRAPの食品期限表示に関するガイダンス」を中心に整理を行った。

４．イギリスの期限表示制度及び普及啓発の実態

（出所）1 FSA HP 「Packaging and labelling – Legal requirements that you have to follow as a food business」（2023年11月21日最終確認。以下も同様。）
2 FSA HP 「Key regulations / Food Information Regulation」
3 イギリス国立公文所館HP 「The Food Information Regulations 2014」

4 イギリス政府HP掲載 DEFRA・FSA 「Guidance / Food labelling: giving food information to consumers」
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４.２.２．期限表示制度の根拠法令等（2/3）

（出所）1 WRAP・FSA・DEFRA 「Food date Labelling guidance / Best practice on food date labelling and storage advice（2019年11月）」
2 WRAP HP 「Food date labelling」（2023年11月21日最終確認）

◼ WRAPの食品期限表示に関するガイダンス

「Food date Labelling guidance / Best practice on food date labelling and storage advice」

（WRAP・FSA・DEFRA作成、2017年11月公開、2019年11月最終更新）

⚫ FIC規則や国内法規（Food Information Regulations 2014）と併せて参照することを想定されたガイダンスであり、

イギリスにて期限表示をどのように実施すべきかを整理している。そのため、FIC規則等の要件を変更するものではない1。

⚫ 2015年に発生した食品廃棄（food waste）の200万トンは期限内に消費できなかったために廃棄されたものであり、

その内1/3は期限表示を廃棄時に参照されている。本ガイダンスは食品廃棄物の削減に資するよう、適切な期限表示方

法に加え、保管方法に関する助言等も整理している2。

期限表示に関するガイダンス①

目次 主な内容

１章 期限表示
◼ 期限表示の種類と選択方法
◼ 期限表示が必須ではない食品

２章 商品寿命の設定
◼ 商品寿命の設定時に考慮すべき事項
◼ 開封後の期限による表示への助言

３章 保管方法への助言 ◼ 保管方法への助言を設ける場合に考慮すべき事項、冷蔵への助言

４章 冷凍方法への助言 ◼ 冷凍方法への助言を設ける場合に考慮すべき事項

５章 製品に対する責任
◼ 食品の安全性への責任
◼ 余剰食品の再流通（冷蔵または冷凍）
◼ ラベルの再設定（re-labelling）

図表 WRAPの食品期限表示に関するガイダンスの概要

４．イギリスの期限表示制度及び普及啓発の実態

（図表は出所1を基に、MURC加筆・作成）
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４.２.２．期限表示制度の根拠法令等（3/3）

（出所）1 WRAP HP 「Food date labelling」（2023年11月21日最終確認）
2 WRAP・FSA・DEFRA・Federation of Bakers 「Bread and bakery goods guidance（2019年11月）」（p.2）

◼ WRAP・FSA・DEFRAは、一部の品目について期限表示に関する個別ガイダンスを作成している。

いずれのガイダンスも、消費者が家庭で商品を正しく保管・消費し、食品廃棄削減に繋がる簡便な表示方法を示している。

（表示方法の特徴は４.３を参照）

期限表示に関するガイダンス②

品目 ガイダンス

牛乳
Milk guidance（WRAP・FSA・DEFRA・Dairy UK作成、2018年４
月作成、2023年８月最終更新）

ヨーグルト
Yogurt guidance（WRAP・FSA・DEFRA・Dairy UK作成、2018年
４月作成、2023年８月最終更新）

チーズ
Cheese guidance（WRAP・FSA・DEFRA・Dairy UK作成、2018年
４月作成、2023年８月最終更新）

鶏肉
Fresh chicken guidance
（WRAP・FSA・DEFRA作成、2017年11月作成）

豚肉・牛肉・ラム肉
Fresh pork, beef and lamb guidance
（WRAP・FSA・DEFRA作成、2018年４月作成）

果物・野菜
（未加工）

When to sell uncut fruit and vegetables loose; Labelling to 
help people waste less food（WRAP・FSA・DEFRA作成、2017
年11月作成、2023年８月最終更新）

果物・野菜
(チルド・調理加工済)

Chilled, prepared fruit and vegetables Guidance
（WRAP・FSA・DEFRA作成、2018年５月公開）

パン
Bread and bakery goods guidance（WRAP・FSA・DEFRA・
Federation of Bakers作成、2019年11月作成）

加熱用食品
Chilled, ready to heat foods guidance
（WRAP・FSA・DEFRA作成、2020年１月作成）

図表 イギリスにおける食品の期限表示に関する個別ガイダンス（左：個別ガイダンスの一覧、右：パンにおける表示方法）

４．イギリスの期限表示制度及び普及啓発の実態

（図表は出所2を基に、MURC加筆・作成）
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４.２.３．期限表示の使い分け（1/4）
期限表示の種別

４．イギリスの期限表示制度及び普及啓発の実態

◼ イギリスではFIC規則1に従い、以下の期限表示が用いられる。

⚫ 賞味期限／Best Before date 2（FIC規則 第2条(2)(r)）

食品が最適な状態を保つことが合理的に期待できる期間を示し、食品の品質に関係する期限表示を指す。

食品が製造業者のラベルの指示に従って適切に保管されている場合においては、当該期限を過ぎた後も一定期間は、

最高（best）な状態ではないが、安全に摂取できるとされる。なお、人間の消費に適しており、健康に害を及ぼさないも

のに限り※、賞味期限を過ぎた食品の販売または再流通が認められている。

※EUの一般食品法規則（Regulation (EC) 178/2002）で定める、食品安全衛生に関する指針を満たすもの

⚫ 消費期限／Use By date 2（FIC規則 第24条1項）

微生物学的観点から非常に腐敗しやすく、短期間のうちに人体の健康に危険を及ぼす可能性のある食品にのみ適用される

べき期限を指す。（安全性の基準。遵守の必要がある保管条件を、必ず併記する。）

消費期限を過ぎた食品を市場に出すこと（保管、販売、流通、その他の形態での譲渡）は法律違反であるとされている

（４.２.４（2/2）参照）。

※FIC規則 第9条1項(f)では「Minimum durability date」もしくは「Use By date」の表示を義務と定め、WRAPの食品

期限表示に関するガイダンス等では、「Best Before date」が「Minimum durability date」に当たるものと整理される。

※消費期限では安全性の観点で課題がある場合に限り、「（開封後）●日以内に使用／use within ● days」という

”Open life”（開封後、指示通りに保管された場合に、食品が安全かつ／または消費に適した品質を維持する期間）の

使用が推奨される3。（例：室温で保管される調理用ソースは開封後の安全性が問題となるため、保管方法と開封後の使用期間が重要となる。）

WRAPへのヒアリングによると、政府は食品廃棄物の削減を目的の一つとして、安全性の観点で必要な場合に限って「Use By date」を採用し、食
品の安全に関する問題が無い場合は「Best Before date」を採用することを推奨している。
なお、具体的な個別食品にいずれの期限を適用すべきかについては、食品製造事業者等の当該食品に責任を持つ企業に委ねられている。政府から

もガイドライン等での推奨・指導に留まり、義務的な定めは存在しない。

（出所）1 イギリス国立公文書館HP「Regulation（EU）No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council」 （2023年11月21日最終確認）
2   WRAP・FSA・DEFRA 「Food date Labelling guidance / Best practice on food date labelling and storage advice（2019年11月）」（pp.17-19）
3 同上（pp.13、26）
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４.２.３．期限表示の使い分け（2/4）

（出所） WRAP・FSA・DEFRA 「Food date Labelling guidance / Best practice on food date labelling and storage advice（2019年11月）」（p.45）

◼ 「WRAPの食品期限表示に関するガイダンス」では、賞味期限／Best Before dateと、消費期限／Use By date の使い

分けについて、原則として食品の安全性に関係する情報のみで判断を実施し、安全性の観点で問題が無い食品は賞味期限

／Best Beforeを使うべきとされている。また、期限表示の選択に係るDecision Treeを公開している。

※あくまでガイドライン・指導レベルであり、具体的な使い分けについて義務レベルの規定ではない。

図表 期限表示の選択に係る考え方

用いる期限表示の判断方法

４．イギリスの期限表示制度及び普及啓発の実態
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４.２.３．期限表示の使い分け（3/4）

◼ イギリスではFIC規則に従い、下記の食品については賞味期限の設定が不要とされている。

また、ばら売り等の事前に包装されていない食品や、最終消費者に直接販売するために包装された食品についても、

賞味期限の設定が不要とされている。

⚫ ジャガイモを含む生鮮果物及び野菜で、皮むき、切断または同様の処理をしていないもの（ただし発芽種子等を除く）

⚫ ワイン及びリキュールワイン、発泡性ワイン等

⚫ アルコール強度 10％以上の飲料

⚫ 通常、製造後 24 時間以内に消費されるパン、ペーストリー

⚫ 酢

⚫ 料理用塩

⚫ 固体の砂糖

⚫ 内容物のほとんどが香料入りか着色された砂糖のみの菓子製品

⚫ チューイングガム及び類似の製品

◼ その他の期限表示に関する扱い

⚫ 「Display Until」や「Sell By」の日付が、食品事業者の在庫管理に使用されてきた（近年は使用頻度が減少）。

⚫ 「WRAPの食品期限表示に関するガイダンス」では、これらの期限表示に関する法的根拠がなく、また消費者の混乱を招き、

食品廃棄物の増加に繋がり得ると指摘しており、①製品への期限表示は原則一つにすること、②賞味期限又は消費期限

以外を表示する場合は、両期限の近くに記載しないこと を推奨している。

賞味期限の設定が不要な食品

４．イギリスの期限表示制度及び普及啓発の実態

※ FIC規則と同様に、消費期限は短期間で人間の健康に即座の
危険を引き起こし得る食品にのみ適用されるべき期限であることから、
これらの食品については、賞味期限又は消費期限のいずれも設定不
要と考えられる。

（出所）1 イギリス国立公文書館HP「Regulation（EU）No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council」 （2023年11月21日最終確認）
2   WRAP・FSA・DEFRA 「Food date Labelling guidance / Best practice on food date labelling and storage advice（2019年11月）」（pp.22-23）



68 Mitsubishi UFJ Research and Consulting

LINE本文ページ

４.２.３．期限表示の使い分け（4/4）
期限表示の変更に関する取組

４．イギリスの期限表示制度及び普及啓発の実態

◼ 近年、食品廃棄物の削減を目的に、期限表示に関連した取組が進められている。

(1) 大手小売業者が生鮮食品から、期限表示を撤廃した（例：Waitrose社）。

(2) 大手小売業者が自社ブランドの製品に「消費期限」を止め、「賞味期限」を表示することを進めている

（例：Morrisons社／牛乳、Co-op社／ヨーグルト、Marks & Spencer社／牛乳 等）。

＜Morrisons社の事例＞2,3

⚫ [背景]

- 適切に管理された牛乳であれば、「消費期限」を過ぎた後も数日は安全であるにもかかわらず、約4,800万Ｌの牛乳が

「消費期限」や「（開封後）●日以内に使用」という表示のみを参照して廃棄されていた（WRAP推計）。

- WRAP・FSA・DEFRAは、安全上の理由から必要な場合にのみ「消費期限」を用い、その他の場合は「賞味期限」を

用いるべきと案内していた（牛乳に関する個別ガイダンスは、４.３参照）。

⚫ [取組]

- 2022年1月31日より、自社ブランドの牛乳の９割について、「消費期限」を止め、「賞味期限」を表示した。

- Morrisons社は、「賞味期限／Best before」の表示に変更しても日付（期間）は変わらないままであり、

消費者自身でまだ食べられるかを判断するよう求めていく点が変わったと説明している。

- WRAPのCEOも本取組に対し、「家庭での食品廃棄物を削減するために重要な一歩を踏み出した、イギリスで最初の

スーパーマーケットである」と称賛し、より多くの小売業者でも同様の見直しがなされることを期待している。

（出所）1 The Guardian HP 「Waitrose removes best-before dates from fresh food to reduce waste」（2023年11月21日最終確認。以下も同様。）
2 Morrisons Corporate ltd. HP「Morrisons scrapping ‘use by’ dates from milk to help customers reduce waste（2022年1月10日）」
3 BBC News 「Morrisons scraps ‘use by’ date on milk in favour of sniff test（2022年1月9日）」

4 BBC News 「Co-op supermarket scraps yoghurt use-by dates in bid to cut food waste（2022年4月22日）」
5 BBC News 「Marks & Spencer scraps milk use-by dates to cut waste（2023年6月7日）」

WRAPへのヒアリングによると、(1)は期限表示の設定が不要であった食品に限った取組であると理解される（前頁参照）。また、(2)は品質に関する表示

へと切り替えたものである。賞味期限への変更に伴い、表示期間も変わり得ると考えられるが、食品廃棄物の削減を目的には適切な期限の使用が第一で

あり、期限の長期化・見直しは次のステップと考えるべきとされた。なお、(1)(2)のような取組によって、食品事故の増加は生じていないと見受けられる。
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４.２.４．食品に期限を設定・表示する責任者（1/2）
責任者に関する規定

４．イギリスの期限表示制度及び普及啓発の実態

＜食品に期限を設定・表示する責任者＞

◼ イギリスではFIC規則に従い、食品情報（期限表示含む）に責任を持つ食品事業者（food business operator：FBO）は、

その事業者名で当該食品を市場に流通させる事業者（つまり、ラベルに名称が記載された事業者）と規定されている。

同事業者がイギリスの市場に存在する者でない場合には、食品輸入事業者が該当する。

（「維持されたEU法」のFIC規則 第8条1項）

✓ The food business operator responsible for the food information shall be the operator under whose name or 

business name the food is marketed or, if that operator is not established in the British Islands, the importer 

into the British Islands.

◼ 「WRAPの食品期限表示に関するガイダンス」では、食品事業者（FBO）は製品寿命に関する提供した情報を保証する

責任を有し、食品が保管されるべき適切な場所について助言を行うともされている。

✓ FBOs are responsible for ensuring that the information provided on product life, including open life, provides clear

advice where appropriate on the conditions in which the food should be kept. 

（出所） イギリス国立公文書館HP 「Regulation（EU）No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council」
WRAP・FSA・DEFRA 「Food date Labelling guidance / Best practice on food date labelling and storage advice（2019年11月）」（p.25）
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４.２.４．食品に期限を設定・表示する責任者（2/2）
違反時の罰則について

（出所）1 WRAP・FSA・DEFRA 「Food date Labelling guidance / Best practice on food date labelling and storage advice（2019年11月）」（p.36）
2 イギリス国立公文書館HP 「The Food Safety and Hygiene (England) Regulations 2013」（2023年11月10日最終確認。以下も同様。）
3 イギリス国立公文書館HP 「The Food Hygiene (Wales) Regulations 2006」

4 イギリス国立公文書館HP 「The Food Hygiene (Scotland) Regulations 2006」
5 イギリス国立公文書館HP 「The Food Hygiene (Northern Ireland) Regulations 2006」
6 British and Irish Legal Information Institute HP 「Tesco Stores Ltd, R (On the Application Of) v Birmingham Magistrates‘ Court [2020] EWHC 799 (Admin)(2020年4月6日)」

7 Birmingham City Council HP 「Judgement against Tesco Stores Ltd（2021年4月19日）」

４．イギリスの期限表示制度及び普及啓発の実態

＜食品の安全性に対する責任者＞

◼ 「WRAPの食品期限表示に関するガイダンス」では1、食品事業者は食品の安全性に対して以下の対応が必要と整理される。

⚫ FBOは、市場に出す食品が安全であり、健康を害することが無いことを保証する。

⚫ 食品が別のFBOに移動する場合、初めのFBOは次のFBOが法的責任を果たすよう、必要な情報を伝達する必要がある。
（食品の安全性に関する責任は、食品の管理者が移動する度に移り変わっていくものである。）

⚫ FBOは、安全性の要件に適合しない食品を除外しなければならず、消費者の手に渡っている場合は回収する必要がある。

⚫ FBOは、安全ではない食品を市場に出した場合、直ちに管轄当局（the competent authorities）に通知し、
市場から除外するために必要な措置を取らなければならない。

⚫ FBOは、追加的なリスクの特定を行うために、 HACCPの考え方に従って食品安全管理を行う必要がある。

（例）余剰食品を提供する小売業者は、食品が慈善団体等に回収されるまで、食品を適切な温度管理の下で衛生的に保管する必要がある。
仮に、回収までの間に何かしらの汚染や混入が生じた場合は、小売業者に対して何かしらの措置が取られ得る（事故への責任が生じ得る）。
また、慈善団体は回収後、衛生的に輸送・保管・取扱いを行う必要があり、この過程で問題が生じた場合は、何かしらの措置が取られ得る。

◼ 消費期限／Use By dateを過ぎた食品を、市場に出した場合の責任

⚫ イングランドでは、国内法規として「The Food Safety and Hygiene (England) Regulations 2013」を定め、
第19条（違反と罰則）にて、特定のEU規則（FIC規則や一般食品法規則：Regulation(EC)No.178/2002を含
む）に違反した（遵守しなかった）場合は刑事犯罪に当たるとしている2。
※ウェールズ、スコットランド、アイルランドでも類似の衛生規則を定め、FIC規則や一般食品法規制等に違反した場合は刑事犯罪に当たるとしている3-5。

⚫ 小売業者であるTesco社がバーミンガム市内の店舗で消費期限を過ぎた食品を陳列販売していたことに対し、同法規を
根拠に刑事犯罪に当たると判決が下された6。地方裁判にて、同社に対して7.56百万ポンドの罰金を科す決定が下った7。



71 Mitsubishi UFJ Research and Consulting

LINE本文ページ

◼ イギリスでは、政府協力の下、「製品寿命（Shelf life, Product life）」の設定についてガイダンスが用意されているが、

具体的な設定方法は事業者に一任しており、方法論（安全係数の値等）についての定めはない（WRAPへのヒアリング結果）。

◼ 「WRAPの食品期限表示に関するガイダンス」では、以下２点を考慮して製品寿命を設定すべきと整理している。

(1) HACCP（Hazard Analysis Critical Control Point）の一環として行う微生物学的リスク評価に基づき決定された、

安全に消費可能な期間（Safe life）、(2) 製品が許容できる品質であると期待でき得る期間（Quality life）

※具体的には、食品飲料連盟（The Food & Drink Federation：FDF）のガイダンスに整理されるような手順で、

リスクを十分に考慮し、慎重に評価すべきとしている。なお、食品事業者（FBO）は、消費者が購入後に温度管理ができ

ない期間等を含め、食品の流通と使用中に合理的に予想される保管温度を考慮して、製品寿命を評価する必要がある。

◼ 食品飲料連盟(FDF)のガイダンス（2017年11月公開）

「Industry Guidance on Setting Product Shelf-Life」

⚫ あらゆる分野の食品事業者を対象に、最も適切な期限を設定できるよう

指針を整理したものである。

⚫ 本ガイダンスでは、右図のような手順で評価を進めるとされる。

① 製品寿命に影響する要素（主には、原材料（種類、使用量）、

包装方法、温度環境、衛生環境、開封後の使用量）を考慮し、

製品寿命を推定する。

②その上で、安全性と官能品質の試験（微生物学的試験と、

味、匂い、見た目、食感の試験）を実施し、製品寿命を決定する。

４.２.５．期限表示の設定方法（1/3）

（出所）1 WRAP・FSA・DEFRA 「Food date Labelling guidance / Best practice on food date labelling and storage 
advice（2019年11月）」（p.13、p.25）

2 Food & Drink Federation (FDF) 「Industry guidance on setting product shelf life（2017年11月）」（p.7）

図表 食品の製品寿命を設定するためのフローチャート

※WRAPへのヒアリングによると、「Shelf life」「Product life」は法的に定められた表現ではなく、両者は同じ意味である。

製品の組成と保存環境を整理

食品を美味しくない又は安全ではない
状態にし得る要因の特定

当該製品の寿命の推定

試験体制の検討

想定される最終消費段階での
食品の安全性の試験

食品が安全である最終段階での
官能品質の試験

製品寿命の設定

定期的、又は成分やプロセスを
変更した際に再評価

期限表示設定のガイダンス

４．イギリスの期限表示制度及び普及啓発の実態

（図表は出所2を基に、MURC加筆・作成）
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４.２.５．期限表示の設定方法（2/3）

（出所）1 FSA 「The effects of consumer freezing of food on its use-by date（2021年７月）」（p.5）
2 WRAP 「Product Life – Feasibility Study（2012年９月）」（p.3）

安全係数の設定・活用方法

４．イギリスの期限表示制度及び普及啓発の実態

＜安全係数の活用について＞

◼ FSAは、Ready-to-eat食品（消費者が加熱調理せず、そのまま喫食する食品）の製品寿命の決定に関するガイドラインに

おいても、安全係数（安全性の余裕：a margin of safety, a safety margin）の考慮については言及しておらず、

イギリスでは期限設定に際し、安全係数は法的な要件ではない と整理している1。

◼ 一方、既報は限られるが、イギリスの製造事業者が安全係数を採用している事例は存在する1。

WRAPは2012年に、製造事業者４社に対し、製品寿命の決定について構造化インタビューを行った2。

●チェダーチーズ：４社とも賞味期限の記載を使用

⚫ 期限の設定にあたっては、過去データの蓄積が十分存在することから、個別製品の試験は実施していない。

⚫ 「実際の製品寿命（Actual shelf life）」は、「最大製品寿命期間（Maximum shelf life）」の約85%であった。

最大製品寿命期間は製品寿命試験から求まるが、減少率（約15%）は歴史的又は社内知見によって定められていた。

⚫ なお、小売業者からは物流拠点（depot systems）に至る際に、「実際の製品寿命」の約75%が残存していることを

求められていた。

●ヨーグルト：４社は賞味期限又は消費期限※の記載を使用。ただし、どちらの場合も「品質」に関するものであった。

⚫ 「実際の製品寿命（Actual shelf life）」は、「最大製品寿命期間（Maximum shelf life）」の約75%であった。

最大製品寿命期間は製品寿命試験から求まるが、減少率（約25%）は歴史的又は社内知見によって定められていた。

⚫ なお、小売業者からは物流拠点（depot systems）に至る際に、「実際の製品寿命」の約75%が残存していることを

求められていた。

※品質に関する期限に対して、「消費期限」という表示が使用されていたと考えられる。
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４.２.５．期限表示の設定方法（3/3）

（出所） Campden BRI 「MAXIMISING SHELF-LIFE : Understanding, setting and extending the shelf-life of your food and beverage products」（p.29）

民間の分析センターでの事例

４．イギリスの期限表示制度及び普及啓発の実態

◼ 民間の分析センターのガイダンス（Campden BRI社）
※ 同社は80か国以上・2,500の食品関連企業を会員に持ち、食品・飲料事業を支援するイギリス企業（微生物学的な検査等も実施）

「MAXIMISING SHELF-LIFE : Understanding, setting and extending the shelf-life of your food 

and beverage products」

⚫ Shelf-lifeを最大化するための方法に関するガイダンスであり、Shelf-lifeの設定方法についても整理している。

⚫ 設定に際しては、安全が担保される期間（safe shelf-life）、品質が担保される期間（quality shelf-life）の両者を

考慮すべきであり、両期間のうち短い方を、当該食品に実際に適用される期間（working shelf-life）と整理している。

- In order to set the shelf-life for your product, both the safe shelf-life and quality shelf-life need to be considered 

– the ‘working shelf-life’ (the life applied to the product) will be driven by whichever is the shortest. 

⚫ 品質が担保される期間に関する検査で一般的に評価される項目として、外観（色を含む）、匂い、風味、テクスチャー、

口当たり（mouth feel）が挙げられている。これらの項目に基づいてShelf-lifeを決定する場合には、苦情の発生を避け

るため、また、必ずしも食品記載の指示通りに保存されない可能性も考慮し、一定程度の「バッファ」を含んだ期間とする

ことをベストプラクティスとして示している。 ※具体的にどの程度の「バッファ」を設けるべきかについては言及されていない。

- As with all quality parameters, it is best practice for a degree of ‘buffer’ to be included when using this data to 

set a shelf-life, to reduce the incidence of complaints and to account for imperfect storage conditions.
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４.２.６．期限の表示方法

（出所） WRAP・FSA・DEFRA 「Food date Labelling guidance / Best practice on food date labelling and storage advice（2019年11月）」（p.50）

４．イギリスの期限表示制度及び普及啓発の実態

◼ 「WRAPの食品期限表示に関するガイダンス」（Annex C）にて、賞味期限・消費期限の表示方法は下記とされている。

⚫ 賞味期限／Best Before date

✓ 以下のいずれかの形式で表示を記載する。

“Best Before …”（・・・以前が最良）、“Best Before end …”（・・・までおいしく食べられます）

※「・・・」には、日付、または日付が記載されている場所を提示する。

✓ 日付は、日、月、及び可能であれば年の順で、コード化せずに記載する。

▪ 賞味期限が３か月以下の場合、”Best Before”と、日・月のみ表示する形式でも可。

▪ 賞味期限が３か月を超えて、18か月以下の場合、”Best Before End”と、月・年のみ表示する形式でも可。

▪ 賞味期限が18か月を超える場合、”Best Before End”と、年のみ表示する形式でも可。

✓ 期限まで特性を保持するために遵守の必要がある保管条件があれば、必要に応じて併記する。

⚫ 消費期限／Use By date

✓ “Use By …”（使用期限）という形式で表示を記載する。

※ 「・・・」には、日付、または日付が記載されている場所を提示する。

✓ 日付は、日、月、及び可能であれば年の順で、コード化せずに記載する。

✓ 食品が個別包装されている場合、それぞれの包装に期限を表示する。

✓ 遵守の必要がある保管条件を、必ず併記する。
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４.２.７．表示期限を過ぎた食品の取扱い（1/9）

（出所）1 イギリス政府HP「Statutory guidance / Food and drink waste hierarchy : deal with surplus and waste」（2023年11月21日最終確認）、2 WRAP・FSA・DEFRA 「Food date Labelling
guidance / Best practice on food date labelling and storage advice（2019年11月）」（p.37）、 3 WRAP・FSA・DEFRA 「Redistribution labelling guide / Date labels, storage
advice and freezing for food safety（2020年5月）」、 4 WRAP 「Redistribution of Food Beyond its ‘Best Before ’Date（2022年４月27日）」

基本的な考え方とガイダンス

４．イギリスの期限表示制度及び普及啓発の実態

＜基本的な考え方＞

◼ イギリスでは、人間の消費に適しており、健康に害を及ぼさないものに限り、賞味期限を過ぎた食品の販売または再流通が認め

られている。ただし、消費期限を過ぎた食品は市場に出すことが認められていない。（４.２.３（1/4）参照）

◼ イギリスでは、食品・飲料廃棄への対応方法の優先順位（Food and drink waste hierarchy）を整理しており、余剰食

品の発生を抑制した次の優先事項として、「余剰食品の再流通」が位置付けられている1。

「WRAPの食品期限表示に関するガイダンス」においても、食品事業者は、食品が人間の消費に適するもの（期限表示の観

点以外にも、包装デザインが最新のものではない食品等も該当）であれば、購買可能性があるか、値引き販売を行うか、慈善

団体や再流通組織（commercial redistribution organisations）を通じて再流通させるか商業的に判断する必要が

あると明記されている2。

＜余剰食品の再流通に関するガイド＞ ※「WRAPの食品期限表示に関するガイダンス」を補完する位置づけ

◼ 「Redistribution labelling guide / Date labels, storage advice and freezing for food safety」

（WRAP・FSA・DEFRA作成、2017年12月公開、2020年５月最終更新）3

⚫ 食品事業者が再流通時に参照し、再流通での活用量の増加・食品廃棄物の削減を目的として作成されたガイドであり、

安全に再流通するための余剰食品の期限表示、保管の要件、生鮮食品の冷凍とラベルの貼替についてまとめている。

ただし、ガイドの位置づけであり、食品の提供に当たっての通常の法的要件を変更又は置き換えるものではない。

⚫ 2020年４月、「賞味期限を過ぎて、許容可能な期間／The acceptable duration beyond ‘Best Before’ dates

（「賞味期限の延長期間／Extended life beyond ‘Best Before’」という表現もあり）」、合意書の書式例をガイドに追加した。

本期間を一定の目安として、賞味期限を過ぎた食品の活用を勧めている。（４.２.７（2/9～5/9）参照）

⚫ また、WRAPは同ガイドの補足資料として、2022年４月に「Redistribution of Food Beyond its ‘Best 
Before ’Date」を作成し、優良事例を紹介している。なお、FSA・DEFRAも内容に合意済みである4。
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＜余剰食品の安全性への責任＞

◼ 営利目的か否かに関わらず、余剰食品においても食品の安全性に対する責任は、４.２.４（2/2）と同様である1。

（安全な食品を市場に出す必要があるという観点では、小規模・不定期なイベントでも変わりない。）

◼ FIC規則では、食品情報に影響を与えない事業者の責務についても規定されており、関連法令等に準拠していない、

もしくは、準拠していないと想定される食品を供給してはならないとされている（「維持されたEU法」のFIC規則 第8条3項）。

⚫ Food business operators which do not affect food information shall not supply food which they know or presume, 

on the basis of the information in their possession as professionals, to be non-compliant with the applicable food 

information law and requirements of any other relevant enactment.

＜賞味期限を過ぎた余剰食品の再流通に関する意思確認＞

◼ 食品事業者の中には賞味期限が迫った／過ぎた食品の再流通を望まない、又は受入れない事業者も存在する。

「Redistribution of Food Beyond its ‘Best Before ’Date」では、商品のブランド所有者は再流通の可否に対する

方針を定め、実際に再流通の判断を行う食品事業者へ明確に伝える必要があるとされている。2

※同資料では、小売業者であるASDA社から、ブランド所有者であるサプライヤーに対して働きかけた取組を、優良事例として紹介している。

ASDA社では賞味期限を過ぎた食品も一定期間は販売する方針を示しており、12か月未満の賞味期限が設定されている食品は通常4週間、

12か月以上の賞味期限が設定されている食品は通常4か月の賞味期限の延長を実施するものとしている。

本方針に対し、ASDA社はブランド所有者（サプライヤー）に対し、「オプトイン/アウト（賞味期限延長の実施をブランド所有者に通知するか否

か）」の判断を求めており、例えば安全性に関するリコールや事故に関連し、ASDA社による確認の対象となる。

本取組により、ASDA社から再流通団体へ賞味期限を過ぎた食品を提供する際において、「食べても安全で、人間の消費に適していること」を

ASDA社は保証することができるとされている。

※その他、WRAPでは自社ブランド製品の再流通のための食品製造事業者・小売業者・再流通組織等によるベストプラクティスを公開している3。

４.２.７．表示期限を過ぎた食品の取扱い（2/9）

（出所）1 WRAP・FSA・DEFRA 「Redistribution labelling guide / Date labels, storage advice and freezing for food safety（2020年5月）」（p.2）
2 WRAP 「Redistribution of Food Beyond its ‘Best Before ’Date（2022年４月27日）」（p.9）
3 WRAP 「Best Practice on Redistributing Own-Label Products Within the Supply Chain （2021年6月10日）」

再流通に関する責任

４．イギリスの期限表示制度及び普及啓発の実態
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４.２.７．表示期限を過ぎた食品の取扱い（3/9）

（出所）1 WRAP・FSA・DEFRA 「Redistribution labelling guide / Date labels, storage advice and freezing for food safety（2020年5月）」（pp.5-6） （2023年11月21日最終確認。以下も同様。）
2 WRAP 「Redistribution of Food Beyond its ‘Best Before ’Date（2022年４月27日）」（p.6）、3 WRAP 「ANNUAL SURVEY OF REDISTRIBUTION ORGANISATIONS IN THE UK –
2022 UPDATE」（pp.11-14）、 4 WRAP HP 「History of the Courtauld Commitment」、 5 WRAP 「Courtauld Commitment 2025 Annual Report 2020（2020年11月5日）」、

6 WRAP HP 「The Courtauld Commitment 2030」

■コートールド・コミットメント（Courtauld Commitment）4

コートールド・コミットメントとは、2005年からWRAPが事務局として開始（イギリス政府が資金提供）した、食品及び飲料セクターによる環境負

荷低減を目指す自主協定及び関連した一連の取組である。 「コートールド・コミットメント2025」（2025年を目標年度とした協定）では、食品

小売業者の90%以上が参画し、食品の再流通に関するワーキンググループ等が組成され、期限表示に関するガイダンスや、上述の「賞味期限を

過ぎて、許容可能な期間」等を策定している5。2022年からは、「コートールド・コミットメント2030」が始まっており、2030年度の目標達成に向け

た食料システムの変革を推進するための計画・2022年の年次報告書等が策定・公開されている6。

WRAPへのヒアリングによると、主要な再流通事業者・小売業者・食品製造事業者が参画しており、余剰食品の再流通に関するガイドの改正に
ついても議論を交わしているため、「賞味期限を過ぎた食品の提供／受領に係る合意書」を多くの事業者が活用していると考えられた。

４．イギリスの期限表示制度及び普及啓発の実態

＜賞味期限を過ぎた余剰食品の再流通の手順＞

◼ 食品事業者は、賞味期限を過ぎた食品の再流通が可能であり、またその「許容可能な期間」に、原則同意する必要がある。

また、次の事業者又は最終受益者に引渡す前に、賞味期限を過ぎた食品の再流通の可否について、鮮度や損傷状態から判

断する必要がある（消費者が期待する性状・物性・品質の範囲内であるか、損傷が無いかの目視検査を含む）。1

◼ 再流通事業者（余剰食品を引き受けた食品事業者）や最終受益者は、「許容可能な期間」及び、製品が十分な品質を

持ち、損傷がないことを確認するために必要な検査が実施されたことに合意し、協働することができる。

なお、食品使用前に独自の目視検査を行うべきであり、本検査によって、賞味期限を過ぎた食品の品質が保証される。1

※ 「賞味期限を過ぎて、許容可能な期間」は、あくまでガイドであり、再流通事業者のニーズに応じて変更可能である（ ４.２.７（5/9）参照）。

なお、ガイドの補足資料「Redistribution of Food Beyond its ‘Best Before ’Date」では、「賞味期限を過ぎて、許容可能な期間」に

ついて、ガイドで示された期間を超えないようにすべき旨が記載されているが2、WRAPへのヒアリングによると、両者が合意した場合は、例示された

日数以上を「賞味期限を過ぎて、許容可能な期間」として設定しても問題は無い。

※ WRAPへのヒアリングによると、策定に至る過程では期限を過ぎた食品の寄附が失礼であるといった反対意見も挙げられたと考えられるが、

反対意見に終止しないよう、一定の期間の目安は示しつつも、必ず個別の食品を目視等で確認し、再流通に適するか否かを判断することとされた。

※ 一部の再流通事業者は、食品の再流通が増加しており、その一因は賞味期限が迫った/過ぎた食品の再流通の増加にあると回答している3 。

再流通に関する手順①
各事業者の対応事項
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４.２.７．表示期限を過ぎた食品の取扱い（4/9）

（出所） WRAP・FSA・DEFRA 「Food surplus redistribution. Agreement to supply/receive food past ‘Best Before’ date」

◼ 「賞味期限を過ぎて、許容可能な期間」と、製品が十分な品質で
あるかを判断するために必要な確認項目は以下のとおり。
（４.２.７（5/9）参照）

・
・
・

余剰食品の提供組織名、連絡先、署名、日付

◼ 製品の全部又は一部が賞味期限に近い、又は過ぎている。
製品は、包装に記載の取扱い・保管・使用の指示に従えば、
安全に消費することができる。

◼ 全ての製品は目視で調査され、十分な品質であり、重要な包装の
完全性が維持されていることを確認している。
（例えば、外装の段ボール箱が損傷している可能性はあるが、
最も内側の包装は無事である。）

食品を受け取る再流通組織名、署名、日付

◼ このガイドラインは賞味期限が設定されている製品を対象にしており、
消費期限のラベルが貼られた商品には使用しないこと。
その他の表示事項は全て、FIC規則に準拠している必要がある。

◼ 余剰食品の再流通組織は、食品を他の組織又は最終受益者に
再流通する前に、品質・損傷・包装の完全性に関する目視検査を
含め、食品の安全で衛生的な保管・取扱い、輸送を確保するため
に要すあらゆる措置を講じることに同意する。

４．イギリスの期限表示制度及び普及啓発の実態

＜「賞味期限を過ぎた食品の提供／受領に係る合意書」の書式例＞※余剰食品を提供する事業者と、再流通事業者の間で締結されるもの

（図表は出所を基に、MURC加工して作成）

再流通に関する手順②
合意書の書式例
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４.２.７．表示期限を過ぎた食品の取扱い（5/9）

（出所） WRAP・FSA・DEFRA 「Food surplus redistribution. Agreement to supply/receive food past ‘Best Before’ date」

包装タイプ※1 食品
賞味期限を過ぎて、
許容可能な期間 再流通前に確認すべき追加項目※2

包装
生鮮果物及び野菜

（未切断、未加工）
１～14日

（食品による）
目視検査：カビや腐敗が無いこと

包装 パン １週間 目視検査：カビや古さ(staleness)が無いこと

包装 ポテトチップス １か月 目視検査：古さ(staleness)が無いこと、包装の完全性が維持されていること

包装 ケーキ ３か月 目視検査：包装の完全性が維持されていること

包装 冷凍食品 ３～６か月 目視検査：包装の完全性が維持されていること

包装 ビスケット、シリアル ６か月 目視検査：包装の完全性が維持されていること

包装/棒状 菓子類 12か月 目視検査：包装の完全性が維持されていること

包装 乾燥パスタや豆類 ３年 目視検査：包装の完全性が維持されていること

缶 スープ/豆/魚/肉 等 ３年 目視検査：包装の完全性が維持されていること、缶にへこみが無いこと

ホイル包装 乾燥パスタ/スープ 等 ３年 目視検査：包装の完全性が維持されていること

瓶 ジャム/薬味/ソース ３年 目視検査：蓋(seal)と瓶の完全性が損傷を受けていないこと

非透過性の包装 常温の全糖飲料と水 ３か月※3 目視検査：蓋(seal)と包装の完全性を確認

その他 常温のソフトドリンク １か月※3 目視検査：蓋(seal)と包装の完全性を確認

※1 包装／Packet、棒状／Bar、缶／Cans、ホイル包装／Foil Packet、瓶／Jars、非透過性の包装／Non-permeable packs
※2 目視検査を実施するために、サンプルを開封する必要がある。 ※3 イギリス清涼飲料協会と共同で開発。

図表 「賞味期限を過ぎて、許容可能な期間」と、製品が十分な品質であるかを判断するために必要な確認項目

４．イギリスの期限表示制度及び普及啓発の実態

◼ 「賞味期限を過ぎて、許容可能な期間」と、製品が十分な品質であるかを判断するために必要な確認項目は以下のとおり。

◼ WRAPへのヒアリングによると、「許容可能な期間」はコートールド・コミットメント2025の参画企業より、経験に基づいて提案・推

奨されたものであり、ワーキンググループで議論の上で承認されたものである。同期間は食品の安全性ではなく、あくまで品質に

関する期限であるため、科学的な試験等を実施することや衛生当局から都度確認されることなく、決定することができる。

（図表は出所を基に、MURC加筆・作成）

WRAPへのヒアリングによると、本ガイドの意義は
「何であれば許容できるか／でき得るか」という点
について指針を示したことにあり、「賞味期限を
１週間過ぎた食品があるが、取扱いに困る」と
いった状態が避けられると挙げていた。

再流通に関する手順③
食品の「許容可能な期間」
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４.２.７．表示期限を過ぎた食品の取扱い（6/9）

（出所）1 Fare Share 「BEST BEFORE DATE POLICY（2022）（2022年5月）」
2 Fare Share HP 「FAQs」（2023年11月21日最終確認。以下も同様。）
3 WRAP・FSA・DEFRA 「Redistribution labelling guide / Date labels, storage advice and freezing for food safety（2020年5月）」

食品 （賞味期限の）延長期間 再流通前に確認すべき追加項目

生鮮食品 Common-sense approach 官能検査（Sensory check）

包装されたパン 3日 目視検査（Visual conformity）

ピタパンサンドイッチ １か月 目視検査

ポテトチップス １か月 包装の完全性が維持されていること（Packaging intact）

調理用ソース １か月 包装の完全性が維持されていること

ソフトドリンク・高温処理済の牛乳 １か月 包装の完全性が維持されていること

ビスケット・シリアル ２か月 包装の完全性が維持されていること

缶詰 ３か月 包装の完全性が維持されていること・缶にへこみがないこと

菓子類 ３か月 包装の完全性が維持されていること

乾燥させたパスタ・米・豆 ３か月 包装の完全性が維持されていること

冷凍食品 ３か月 温度がモニタリングされていること

保存食品・調味料 ３か月 包装の完全性が維持されていること

水 ３か月 包装の完全性が維持されていること

図表 Fare Shareにおける、賞味期限の延長期間及び、再流通前に確認すべき項目

４．イギリスの期限表示制度及び普及啓発の実態

◼ イギリス最大のフードバンクであるFare Shareでは、賞味期限を過ぎた食品も受入対象としており、

同団体の受入方針にて、賞味期限の「延長期間／Extension time」を示している1。
※Fare Shareは事業者からの食品を受入対象としており、個人からの直接的な寄附は受け付けていない（個人の場合は関連アプリからの申込を推奨）2。

⚫ 上記方針はWRAPの「余剰食品の再流通に関するガイド」を参考に策定されており3、賞味期限の「延長期間」については、

多少の差異はあるが、コートールド・コミットメント2025による策定期間より短い（４.２.７（5/9）参照）。
※あくまでも同団体における方針であり、サプライヤー側の再流通における方針を妨げるものではないものとしている。

（図表は出所1を基に、MURC加筆・作成）

賞味期限の延長に関する実態



81 Mitsubishi UFJ Research and Consulting

LINE本文ページ

４.２.７．表示期限を過ぎた食品の取扱い（7/9）

（出所）1 WRAP・FSA・DEFRA 「Redistribution labelling guide / Date labels, storage advice and freezing for food safety（2020年5月）」（p.9）
2 イギリス国立公文書館HP 「Regulation（EU）No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council」（2023年11月21日最終確認。以下も同様。）
3 FSA HP 「Bulk freezing of ambient and chilled foods（2020年12月31日）」

＜食品情報の変更に関する法的根拠＞2

◼ 維持されたEU法のFIC規則（４.２.２（1/3）参照）では、「最終消費者に誤解を与える場合、または消費者保護の水

準を低下させる、最終消費者が情報に基づいた選択を行う可能性を低下させる場合には、食品に付随する情報を変更して

はならない」とし、「食品情報の変更を行う場合は、FBOが責任を負う」と規定している（第8条4項）。

当該規則を受け、FSAの冷凍に係るガイダンス3でも「事業者は期限表示の変更を行う柔軟性が与えられている（This 

Regulation provides flexibility to allow food businesses to change a durability marking）」と整理されている。

※FIC規則にて、期限表示の貼替が可能である旨は明記されていないが、完全に禁止されてはいないものと推察される。

４．イギリスの期限表示制度及び普及啓発の実態

＜消費期限が迫った食品に関する例外事項：概要＞

◼ 消費期限が用いられている食品であっても、消費期限を過ぎる前に安全に冷凍又は調理を行い、適切に期限表示の貼替を

行った場合は、元々の消費期限以後も余剰食品として流通させることができる1。

（食品を冷凍して再流通させる場合は、食品の性質が変わっているため、期限表示の貼替を行うことが不可欠であるとされる。

なお、期限表示の貼替が行われないままに冷凍され、消費期限を過ぎてしまった食品は、「安全ではない」と見なされる。）

消費期限が迫った食品①



82 Mitsubishi UFJ Research and Consulting

LINE本文ページ

４.２.７．表示期限を過ぎた食品の取扱い（8/9）

４．イギリスの期限表示制度及び普及啓発の実態

＜消費期限が迫った食品に関する例外事項：冷凍に関する法的根拠＞

◼ FSAの冷凍に係るガイダンスでは、余剰食品を含む常温食品または冷蔵食品の冷凍・再冷凍は一般的に許可されており、

維持されたEU法の一般食品衛生規則（Regulation (EC) 852/2004）や、関連する場合は動物由来の食品に対する

衛生要件に関する規則（Regulation (EC) 853/2004）に従う必要があると整理されている1。

✓ 維持されたEU法の一般食品衛生規則にて、「食品の安全性が脅かされる温度での食品管理」についてのみ明示的に禁止されている。

- 「病原性微生物の繁殖や毒素の生成を助長する可能性のある原材料、成分、中間製品、最終製品を、健康リスクにつながる可能性のある

温度で保管してはならない。」 （ANNEX II 第9章 第5項） 2

※具体的に冷凍・再冷凍を認可する条文は上記規則内では確認されず、余剰食品を含む常温食品または冷蔵食品の冷凍・再冷凍に

ついては、安全確保のための温度管理として一般に認められているものと推察される。

◼ 具体的には、冷凍を行う食品事業者は、以下を実施する必要がある3。

✓ 期限を過ぎる前に、食品が許容可能な状態にあり、冷凍に適していることを保証する。

（例：製造事業者の指示を確認する 等）

✓ 食品が中心部まで凍結されていることを保証する。

✓ 食品及び冷凍に関する情報（いつ冷凍されたか、解凍と使用に関する事項）を、次の食品事業者に提供する。

✓ 消費期限が使用されている食品については、消費期限を迎える日の午前０時までに確実に冷凍されていること（十分早く

凍結工程を開始したこと）を保証する。

✓ 食品が安全であることを証明するために、冷凍日を記録するシステムを確実に整備する。

✓ 期限表示の貼替を行う。

- 期限表示の貼替は、「事前に合意された慣行（pre-agreed practices）」に従って実施されるべきであり、

日付の設定を裏付ける確固たる証拠が必要になる4。

消費期限が迫った食品②

（出所）1 FSA HP 「Bulk freezing of ambient and chilled foods（2020年12月31日）」（2023年11月21日最終確認。以下も同様。）
2 イギリス国立公文書館HP 「Regulation（EU）No 852/2004 of the European Parliament and of the Council」
3     WRAP・FSA・DEFRA 「Redistribution labelling guide / Date labels, storage advice and freezing for food safety（2020年5月）」（p.9）

4 WRAP・FSA・DEFRA 「Food date Labelling guidance / Best practice on food date labelling and storage advice（2019年11月）」（p.36）
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４.２.７．表示期限を過ぎた食品の取扱い（9/9）

（出所）1 WRAP・FSA・DEFRA 「Food date Labelling guidance / Best practice on food date labelling and storage advice（2019年11月）」（p.40）
2 Marks and Spencer 「M&S EXPANDS FOOD WASTE SCHEME TURNING SURPLUS LOAVES INTO FROZEN GARLIC BREAD TO 125 MORE STORES（2023年3月30日）」

（2023年11月21日最終確認。以下も同様。）

3 The Sun UK Edition 「BARGAIN BITE KFC is giving away millions of meals for FREE – how to get one（2022年6月21日）」

４．イギリスの期限表示制度及び普及啓発の実態

＜消費期限が迫った食品に関する例外事項：寄附の事例＞1

◼ Marks and Spencer（M&S）による事例

✓ （背景）M&Sは、Use by dateが記載されており、Shelf lifeが短い食品の再流通を検討していたが、法令に準拠した再流通実施に向けて、

再流通後の食品の安全性を保つ必要があること、また、閉店から日付が変わるまで（消費期限が切れるまで）に回収・再流通が実施可能

な設備・能力を備えた再流通団体が見つからない、という課題を抱えていた。

✓ （取組）DEFRA及び主管庁であるウェストミンスター市議会の協力のもと、大規模な実証試験を行い、閉店から日付が変わるまでの間に

食品を-2℃まで冷却できることを示した。また、すべての商品の期限表示をUse by dateからBest Before dateに変更し、安全性維持

のため、その期限を「冷凍後1か月後」とする表示への貼替を行った。

✓ （結果）2016年にロンドン中心部の3店舗で上記方法による再流通を試験的に実施し、フード・チャリティ団体であるシティ・ハーベストに

冷凍食品を再流通することに成功した。（2020年から2023年の間には約210万個の冷凍パンが再流通されたことを報告している2。）

◼ ケンタッキー・フライド・チキン（KFC）による事例

✓ （背景）KFCは、調理済・未提供の鶏肉を慈善団体に再流通するスキームの導入を検討しており、食品の安全要件を満たす必要があった。

✓ （取組）主管庁であるウォーキング行政区と連携して初期試験を実施した。社内での取組として、鶏肉を安全に冷凍するために、各店舗の

チーム・メンバー向けに独自の研修を実施、また、冷凍した鶏肉専用の保管設備への投資等を進めた。社外向けには全てのチャリティ・パート

ナーに、安全に解凍・再加熱するためのガイダンスを提供した。

✓ （結果）2014年にフード・ドネーション・スキームを開始し、400以上のレストランが地元の慈善団体に寄附を行い、2016年には９万食以上が

再流通された。（2022年には1,000のレストランをスキームに含み、400万食程度の再流通が実現すると予測されている3。）

消費期限が迫った食品③
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①期限表示への助言

⚫ 安全性の観点で必要な場合のみ消費期限、

その他場合は賞味期限を利用する。

⚫ 賞味期限を過ぎて消費することに自信を与え

るために、「ボーナスデイ」アイコンを設ける。

②保管への助言

⚫ 「ボーナスデイ」アイコンを用いない場合は、

冷蔵庫のアイコンを設けるべきである。

４.３．食品の期限表示に関する普及啓発事例

（出所） WRAP・FSA・DEFRA・Dairy UK 「Milk guidance（2023年8月23日）」 （pp.3-4）

◼ WRAP・FSA・DEFRAは、個別品目について期限表示に関するガイダンスを作成している（４.２.２（3/3）参照）。

◼ 「牛乳」に関するガイダンスでは、①消費者がどこに期限が設定されているか知ること、②賞味期限を過ぎて消費することにより自

信をもって貰うことが、牛乳の廃棄削減には必要であるという調査結果を踏まえ、パッケージのデザインやレイアウトに関する示唆

（Visual guide）を提示している。あくまで例示であり、法的拘束力等はない。

図表 牛乳のパッケージに関する示唆（左図：表面、右図：裏面）

表面 裏面

ENJOY ME

FOR LONGER

Keep me below

5℃ to enjoy extra

days of freshness

after the Best

Before date

単に冷蔵庫での保管を

求めるのではなく、

「賞味期限を過ぎても

新鮮さをより長く享受でき

るように」と目的を明示して

いる点が特徴的である。

①開封後の期日/Open Lifeへの助言

⚫ 安全性の観点で必要な場合は、

消費期限で十分である。

⚫ Open Lifeを用いる場合は、

「Best within 5 days of opening」

と、最高の品質期間を示すものにする。

②冷凍保存への助言

⚫ 解凍後の消費期間への助言を記載す

ると、消費者が冷凍保存しやすくなる。

③消費者への助言

⚫ 大容量パックの場合は、食品廃棄物の

削減行動に関するメッセージを記載するこ

とが可能であるため、工夫する。

４．イギリスの期限表示制度及び普及啓発の実態

（図表は出所を基に、MURC加筆・作成）
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４.４．食品の期限表示に関する消費者意識調査

（出所） WRAP 「CITIZEN INSIGHTS ON USE BY AND BEST BEFORE DATES ON DAIRY PRODUCTS（2023年１月）」

図表 賞味期限と消費期限の意味に関する理解

Q. 消費期限か賞味期限かに応じて、あなたが期限表示を使用/従う方法が異なるかどうかについて、最もよく表しているものはどれか。

食品が最高の品質である期日
食品が販売でき得る期日

消費期限に
関する試験者

賞味期限に
関する試験者

食品を安全に食べられる期日
その他

食品が最高の品質である期日
食品が販売でき得る期日

食品を安全に食べられる期日
その他

４．イギリスの期限表示制度及び普及啓発の実態

◼ WRAPは、2021年に期限表示に関する消費者意識調査を実施した。

⚫ 調査期間、方法：2021年３月12日～2021年３月18日、オンライン調査

⚫ 調査対象者 ：最近、牛乳とヨーグルトを消費した、18歳以上のイギリス人

⚫ 調査サンプル数 ： 2,024名（地域、社会経済的等級、年齢で詳細に割付。半数は賞味期限、
半数は消費期限について調査された。）

⚫ 「賞味期限」と「消費期限」の意味について
正確な意味を回答できた消費者は、賞味期限が77%、消費期限が56%であった。（下図）

（図表は出所を基に、MURC加筆・作成）
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５.１．食品の期限表示制度の改正の動向

※ Décret（政令）は大統領や首相が定める命令であり、法的拘束力を有する。『フランス法』（滝沢正、三省堂、2018）

５．フランスの期限表示制度及び普及啓発の実態

◼ 「食品の消費特性に関する消費者への情報の様式に関する2022年11月17日第2022-1440号政令※／Décret n°

2022-1440 du 17 novembre 2022 relatif aux modalités de l‘information des consommateurs au sujet du caractère 

consommable des denrées alimentaires」の第1条によって、消費法典にD412-7-1条が新設され、賞味期限／DDMに付

帯的な表記を追加できることが明示された（消費法典については、５.２.２（2/2）参照）1 。

- DDM表示の前に、「最適な賞味のためには／Pour une dégustation optimale」を追加する。

DDM表示の見える部分に、「本製品はこの日付以降も消費可能／Ce produit peut être consommé 

après cette date」を追加する。またはこれらの文言を組み合わせる。（なお、追加は義務ではなく任意）

- 「消費期限／DLC」に付帯する「○○までに消費／à consommer jusqu’au」という表記は変わらない。

- これらの表示は、フランス国内で製造・販売される食品にのみ適用される。

◼ 経済・財務・産業・デジタル主権省 競争・消費・不正防止総局（DGCCRF）へのヒアリングによると、「最適な賞味のために

は」といった併記が元々禁止されていたわけではない（食品廃棄の削減を目的の一つとして、同政令にて併記可能な旨を明

確化した）。また、農業・食料主権省 食品総局（DGAL）へのヒアリングによると、同表現を定めるにあたっては、Too Good 

To Goに参画している企業と協議し、消費者にインパクトのある表現を検討したとのことである。なお、この併記は任意のもので

あり、政令の効果については時期尚早で評価が難しいとされた。

◼ 以前より、フランスでは食品廃棄削減に向けて様々な施策が進められてきた。2016年のガロ法（又はギャロット法。Loi

Garot）（５.２.７（2/7）参照）に先立ち作成された報告書「食品廃棄削減：公共政策への提言」（2015年）では、

消費者が食品の期限表示を十分に理解できていないこと、「消費期限／DLC」の期限よりもかなり前に売場から商品が撤

去されることが食品廃棄の一因であることが指摘され、食品の期限表示をより分かり易いものとし、すべてのステークホル

ダーへの啓発を行うことの必要性が指摘されていた2。

（出所）1 Legifrance「Décret n° 2022-1440 du 17 novembre 2022 relatif aux modalités de l‘information des consommateurs au sujet du caractère consommable des denrées 
alimentaires」及び仏経済・財務・産業・デジタル主権省HP「Date limite de consommation (DLC), date de durabilité minimale (DDM) : quelle différence ?」 （2023年12月1日最終確認。
特段の断りがない限り、以下本章における最終確認日は同様。）

2 Guillaume Garot 「Lutte contre le gaspillage alimentaire : propositions pour une politique publique（2015年4月14日）」

賞味期限への付帯的な文言
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５.２．食品の期限表示制度及び普及啓発の実態（フランスの概要）

項目 概要

所管機関等
■経済・財務・産業・デジタル主権省の内局である

競争・消費・不正防止総局（DGCCRF）
■その他、農業・食料主権省、エコロジー転換庁（ADEME）等

主な根拠法令 ■FIC規則、消費法典

期限表示の定義
と用法

■賞味期限（DDM）：その食品が適切に保管された場合、その食品特有の性質が保た
れる期限。「最適な賞味のために」等の文言を併記可能なことが明文化されている。

■消費期限（DLC）：微生物学的観点から非常に腐敗しやすく、短期間のうちに人体の
健康に危険を及ぼす可能性のある食品にのみ適用。「○○までに消費」という文言に加え
て、日付を表示する。

※賞味期限と消費期限の定義はFIC規則に準ずる。個別食品にいずれの期限を適用すべ
きかについては、食品製造事業者等の当該食品に責任を持つ企業に委ねられており、政府
から法律で規定していない。ただし、食品廃棄削減の目的から、品質面に関する情報を伝
える場合は「賞味期限」を採用することを推奨。

食品に期限を
設定・表示する

責任者
■その事業者名で当該食品を市場に流通させる食品事業者（FIC規則）

安全係数の有無
■安全係数に該当する概念なし
（ただし、事業者等がある程度余裕を持った期限設定を行うことは十分にあり得るとされる）

期限の表示方法
■日、月、及び可能であれば年を表示。
ただし、賞味期限の場合、賞味期限の長さに応じて一部のみの記載で認められる。

※3か月以下：日と月のみ、3か月を超えて18か月以下：月と年のみ、18か月超：年のみ

表示期限を過ぎた
食品の取扱い

(腐敗等が無い場合)

■賞味期限を過ぎた食品の販売または寄附は可能。ガロ法により一定の業種や規模の
事業者は消費可能な商品を消費に適さない状態にすることを禁止。

■消費期限を過ぎた食品について、販売・寄附等は法律違反とされる。

５．フランスの期限表示制度及び普及啓発の実態

◼ フランスの期限表示制度は、FIC規則に基づいており、消費法典／Code de la consommationにて補足的な事項が規定

されている。FIC規則第9条1項(f)は食品に「賞味期限」又は「消費期限」のいずれかを表示することを義務付けており、この義

務付けがフランスにも適用される。

（出所）Syndifras

（出所）経済・財務・産業・デジタル主権省HP

DGCCRFによる
賞味期限や
消費期限の

考え方等に関する
普及啓発

フランス乳製品工業会による消費者意識調査

（出所）本調査結果を基に、MURC作成。図表の出所については、関連ページも併せて参照のこと。
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５.２.１．期限表示制度の所管機関等（1/3）

５．フランスの期限表示制度及び普及啓発の実態

◼ フランスの食品表示に関する規制はEU規則No.1169/2011（FIC規則）に基づいており、補足的な事項が

「消費法典／Code de la consommation」にて定められている。

◼ 同法典の所管は、経済・財務・産業・デジタル主権省／Le ministère de l‘Économie, des Finances et de la 

Souveraineté industrielle et numériqueが担っている。

◼ 製品・サービスの安全性を含む消費者保護については、内局である 競争・消費・不正防止総局／Direction générale 

de la concurrence, de la consommation et de la répression des frauds（DGCCRF）が

担当している。

特に食品に関しては、アグリフード（agroalimentaire）を担当する第4部（Sous-direction 4）が所管しており、

第4部には、消費者情報と食品の品質確保を担当するセクション（4A）のほか、動物起源の製品及び原料（4B）、

植物起源の製品及びアルコール飲料（4C）の担当セクションが設置されている（次頁参照）。

消費法典の所管機関
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５.２.１．期限表示制度の所管機関等（2/3）

図表 DGCCRFの組織図（期限表示制度に関連する部局）（2023年11月1日時点）

（出所） 経済・財務・産業・デジタル主権省HP「Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des frauds: DGCCRF」

（局長）

消費者保護及び
市場規制部門

ネットワーク支援
サービス部門

第3部
競争法、消費法
及び法務

第4部
アグリフード製品
及び市場

第5部
産業、健康・
住宅

第6部
サービス、ネット
ワーク、デジタル

第4部
アグリフード製品

及び市場

4A
消費者情報及び
食品の品質確保

4B
動物起源の製品

及び原料

4C
植物起源の製品

及びアルコール飲料

食品関係は第4部が担当し、
３つのセクションから成る。

５．フランスの期限表示制度及び普及啓発の実態

DGCCRFの組織図

（図表は出所を基に、MURC加筆・作成）
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５.２.１．期限表示制度の所管機関等（3/3）

◼ その他の関連省庁・関連機関

⚫ DGCCRFの他、期限表示に関連する主な省庁・関連機関は以下のとおりである。

- 農業・食料主権省／Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire

- エコロジー転換庁／Agence de la transition écologique 旧名称:環境・エネルギー管理庁 Agence de 
l‘environnement et de la maîtrise de l’énergie（ADEME）

- 食品環境労働衛生安全庁／Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail（ANSES）

- 国立消費研究所／Institut national de la consommation（INC）

（出所） 農業・食料主権省HP「Alimentation」、ADEME HP、ANSES HP、INC HP「ETIQUETAGE : DURÉE DE VIE DES DENRÉES ALIMENTAIRES」を基に作成

組織名称 期限表示における役割

農業・食料主権省
◼ 農業・食料問題を所管する立場から、アグリフード製品における安全衛生を推進。関連する技術文書を作成する。
◼ 食品寄附の推進、消費者への食育を推進する。
◼ 食品総局（DGAL）が、畜産現場から消費者までの食品・飼料の安全性確保に携わる。

エコロジー転換庁
（ADEME）

◼ 環境問題の観点から持続可能な社会を構築するために、食品廃棄削減、持続可能な食生活の推進に取り組む。
◼ 食品廃棄削減に関する普及啓発の中には期限表示に関する啓発も含まれる。

食品環境労働衛生安全庁
（ANSES）

◼ 日本の食品安全委員会に相当し、食品の安全性評価等を行う。
◼ 期限表示の基礎となる、食品の微生物学的安全性に関する研究等を実施し、その結果を公表している。

国立消費研究所（INC）
◼ 消費者問題の調査・情報提供・研究を行う独立の公的機関で、自ら調査を行い、その結果を消費者に提供する。
◼ 食品の保管期間についてもHP上で消費者に情報提供を行っている（５.３（4/6~5/6）参照）。
◼ ConsoMagと呼ばれる約2分間の消費者啓発用動画を制作し、地上波TVやYouTubeなど様々な媒体で発信している。

図表 期限表示に関連する組織の役割

５．フランスの期限表示制度及び普及啓発の実態

その他の関連機関

（図表は出所を基に、MURC加筆・作成）
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５.２.２．期限表示制度の根拠法令等（1/2）

◼ フランスの期限表示制度はFIC規則に基づいており、補足的な事項を消費法典で定めている。

◼ 2022年11月には、食品廃棄削減をさらに進めるため、期限表示の記載内容を一部修正する政令を制定（５.１参照）。

◼ 卵については欧州委員会規則第589/2008号に基づき賞味期限（推奨消費期限／DCRと表示）が28日を超えない期

限が設定されている他、個別品目に関する政令が制定されている。

◼ FIC規則にて賞味期限（DDM）の表示を必須とはしていない食品（新鮮な果物・野菜、ワイン等）については、

グリーン成長のためのエネルギー転換に関する2015年8月17日第2015-992号法の103条にて、食品廃棄削減の

観点から賞味期限（DDM）の表示を禁じている。（ただし、同法の実効性については５.２.３（1/3）参照）

（出所） 各法律及びINC HP「ETIQUETAGE : DURÉE DE VIE DES DENRÉES ALIMENTAIRES（2018年11月28日）」

分類 法律名称

食品全般

消費法典／Code de la consommation
消費者保護、製品安全に関する法令を編纂したもので、FIC規則に対する補足的な事項を定める（次頁参照）。
消費者への食品情報の提供に関する規則：2011年10月25日の欧州議会及び理事会規則（FIC規則）／
Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision 
of food information to consumers

グリーン成長のためのエネルギー転換に関する2015年8月17日第2015-992号法／
LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

食品の消費特性に関する消費者への情報の様式に関する2022年11月17日第2022-1440号政令／
Décret n° 2022-1440 du 17 novembre 2022 relatif aux modalités de l‘information des consommateurs au sujet du 
caractère consommable des denrées alimentaires

個別品目

卵の賞味期限：卵のマーケティング基準に関する欧州員会規則（EC）第1237/2007号のための詳細なルールを定める2008年6月23
日の欧州委員会規則第589/2008号／
Commission Regulation (EC) No 589/2008 of 23 June 2008 laying down detailed rules for implementing Council 
Regulation (EC) No 1234/2007 as regards marketing standards for eggs

包装済みのクリーム等の有効期限：消費を目的としたミルククリームに関する1980年4月23日第80-313号政令／
Décret n° 80-313 du 23 avril 1980 relatif aux crèmes de lait destinées à la consommation modifié

人間の消費を目的とした牛乳に関する1955年5月21日第 55-771号政令／
Décret n° 55-771 du 21 mai 1955 relatif aux laits destinés à la consommation humaine modifié

図表 フランスの食品期限表示関連法令（EU規則を含む）

５．フランスの期限表示制度及び普及啓発の実態

関連法令の一覧

（図表は出所を基に、MURC加筆・作成）
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５.２.２．期限表示制度の根拠法令等（2/2）

◼ 「消費法典」は、消費者保護に関する法律、規則を編纂した体系となっている。

◼ 食品表示については、FIC規則がEU加盟国であるフランスに適用されるため、FIC規則に対する補足・追加事項について

消費法典に関連規定が設けられる。食品表示に関連する条文は以下のとおりである。

条文番号 条 文 （仮 訳）

R412-7 FIC規則の第15条（言語の要件）に基づいて、フランスの領土で販売される食品の表示の文言は、フランス語での記載とする。

L412-7
食品が賞味期限（DDM）を付される場合、当該食品には政令により規定される商品が当該期限以後も消費可能であることを消
費者に伝える文言を付することができる。

D412-7-1

Ⅰ. L412-7条に規定される文言は、次のいずれかとする。
⚫ FIC規則のAnnex Xの1での条件の下、

賞味期限（DDM）の前に「最適な賞味のためには…／Pour une dégustation optimale」を記載する。
⚫ DDM表示が見える部分に記載されている場合、「本製品はこの日付以降も消費可能／Ce produit peut être

consommé après cette date」又は、消費者にとって同等の意味の文言を記載する。
⚫ あるいは前記の2つの文言を組み合わせる。

Ⅱ.Ⅰに規定される文言は、FIC規則の第13条（必須事項の表示 ※フォントサイズ等）に基づいて提示される。
Ⅲ. この条項は、国内で製造及び販売される食品に適用される。

R412-9
消費期限（DLC）が付された食品については、当該期日が経過したものは、
その販売または無償配布を目的とする保有、販売のための提供、販売又は無償配布を禁止する。

R412-10
表示に定められた条件に従わない状態で保管された食品については、
その販売または無償配布を目的とする保有、販売のための提供、販売または無償配布を禁止する。

図表 フランス消費法典における主な食品期限表示関連の条文

（出所） Legifrance「Code de la consommation」

５．フランスの期限表示制度及び普及啓発の実態

消費法典の関連条文

（図表は出所を基に、MURC加筆・作成）
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５.２.３．期限表示の使い分け（1/3）

（出所） 経済・財務・産業・デジタル主権省HP「Date limite de consommation (DLC), date de durabilité minimale (DDM) : quelle différence ?」、INC HP「ETIQUETAGE : DURÉE DE VIE DES 
DENRÉES ALIMENTAIRES」、農業・食料主権省HP「Étiquetage des œufs : mode d'emploi（2023年10月11日）」を基にMURC作成。

図表 フランスにおける食品期限表示

◼ FIC規則にて賞味期限（DDM）の表示を必須とはしていない食品（新鮮な果物・野菜、ワイン等）については、「グリーン成

長のためのエネルギー転換に関する2015年8月17日第2015-992号法の103条」にて、食品廃棄削減の観点から賞味期

限の表示を禁じている。一方、DGCCRFへのヒアリングでは、同法の規定は確かにあるが、EU加盟国の個別法がEU法と矛盾

する場合は適用できないものであり、当局としても管理対象とはしていないとのことであった。

５．フランスの期限表示制度及び普及啓発の実態

◼ 食品の期限表示は、「消費期限／DLC」と「賞味期限／DDM」及び「推奨消費期限／DCR」の3種類が存在する。

うち、DLCとDDMの定義は、FIC規則第2条(r)及び第24条1項に基づく。

◼ FIC規則第9条1項(f)は、食品には「賞味期限」又は「消費期限」のいずれかを表示することを義務付けている。

◼ 卵については、「推奨消費期限／date de consommation recommandée（DCR）」表示を用いる。

表示の名称・略称 正式名称 概要

消費期限／DLC date limite de consommation 
◼ 微生物学的観点から非常に腐敗しやすく、短期間のうちに人体の健康に危険を及ぼ

す可能性のある食品にのみ適用（FIC規則第24条1項）。
◼ 「○○までに消費／à consommer jusqu‘au」という文言に加えて、日付を表示する。

賞味期限／DDM date de durabilité minimale 

◼ その食品が適切に保管された場合、その食品特有の性質が保たれる期限（FIC規則
第2条(4)）。

◼ 乾燥食品、殺菌済み食品、脱水処理済み食品など、腐敗しにくい食品に適用。
◼ 「好ましくは○○より前に消費／à consommer de préférence avant」という文言と

日付を表示する。

※2022年11月からは、「最適な賞味のために」や「本製品はこの日付以降も消費可能」の

文言を併記可能と明文化された。ただし、併記は任意である。（５.１参照）

推奨消費期限／DCR
date de consommation 
recommandée 

◼ 卵について使用し、産卵後28日までを推奨消費期限と設定する。
◼ 欧州委員会規則第589/2008号の第13条が、卵の「品質保持期限／date of 

minimum durability」を28日を超えない期限で設定しなければならないと規定してお
り、それに対応したもの。

最適利用期限／DLUO date limite d’utilisation optimale ◼ 2015年まで使用されていたが、「賞味期限／DDM」に改称された。

使い分けの基本的なルール

（図表は出所を基に、MURC加筆・作成）
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５.２.３．期限表示の使い分け（2/3）

• 自社製の生鮮食品300品目について、消費期限の延長

• グリソン肉（牛の生ハム）の消費期限を2週間延長

• ヨーグルトの陳列期間を5日間延長 等

• 酢、塩、砂糖、スパイス、菓子類（一部）における賞味期限の撤廃

• 期限が近づいた生鮮食品は30～60％値引きし、

「食品廃棄対策エリア（”Tips for tackling food waste” area」に集約

• Too Good to Goのアプリを使用して、期限が近づいた商品だけを集めた商品パッケージを販売

【DGCCRFが推奨する期限表示の使い分け】

◼ DGCCRFへのヒアリングによると、政府は食品廃棄物の削減を目的の一つとして、安全性の観点で必要な場合に限って

「消費期限／DLC」を採用し、品質面に関する情報を伝える場合は「賞味期限／DDM」を採用することを推奨している。

なお、具体的な個別食品にいずれの期限を適用すべきかについては、食品製造事業者等の当該食品に責任を持つ企業に

委ねられており、政府から法律で規定していない。

【流通・小売業者による取組事例】

◼ 前頁のとおり、FIC規則にて「賞味期限／DDM」の表示を必須とはしていない食品については「賞味期限／DDM」の表示が

禁じられているが、Too Good To Goが2019年2月に公表した白書「有効期限－時代遅れの考え？－（LES DATES DE 

PÉREMPTION, UNE IDÉE DÉPASSÉE ?）」では依然としてこれらの食品でもDDMが使用されていると指摘されている1 。

◼ フランスの流通大手カルフール社は、食品廃棄削減を進めるため、以下の賞味期限の延長・撤廃等の取組を行っている2 。

流通・小売業者による取組事例

５．フランスの期限表示制度及び普及啓発の実態

（出所）1 Too Good To Go「LES DATES DE PÉREMPTION, UNE IDÉE DÉPASSÉE ?（2019年2月）」（p.19）
2 カルフール HP 「Carrefour Takes on the Food Waste Mountain」（2020年10月15日）及び Linéaires 「Carrefour ose la vente de produits dont la date est dépassée (2019年10月

17日)」
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５.２.３．期限表示の使い分け（3/3）

図表 「食品の期限表示に関する誓約」の署名団体

（出所） Too Good To Go HP「QU’EST-CE QUE LE PACTE SUR LES DATES DE CONSOMMATION TOO GOOD TO GO ?」 及び Syndifrais HP 「Pacte sur les Dates de Consommation」
（図表の画像は「Pacte sur les Dates de Consommation」の表紙から転載。）

食品の期限表示に関する誓約

◼ 誓約1：DLC/DDMに関する全国的なコミュニケーションを継続的な方法で展開する。

◼ 誓約2：すべてのセクターのミッションに食品廃棄削減対策を組み込む。

◼ 誓約3：店舗において食品廃棄削減（anti-gaspi)売場を試行する。

◼ 誓約4：DLCとDDMとの間の違いを視覚的に強調する。

◼ 誓約5：日付の説明に対するデジタルなアクセスを確保する。

◼ 誓約6：廃棄食品受け取り団体の共通マップ作成に貢献し、国のすべてのレベルで商
品の資源利用を最適化する。

◼ 誓約7：消費の日付をコード化のツール、特にGS1と統合するための検討を行う。

◼ 誓約8：流通業者と産業界との間の適切な機能を再編成するための共同作業に取り
組み、ロジスティクスに関連する食品廃棄を削減する。

◼ 誓約9：同一の標準的商品の消費日付における一貫性を確保する。

◼ 誓約10：可能な場合、DLCをDDMで置き換える。

５．フランスの期限表示制度及び普及啓発の実態

【食品の期限表示に関する誓約／Pacte sur les Dates de Consommation】

◼ 2020年1月、食品廃棄削減に取り組む団体Too Good to Goが中心となり、

フランスの食品業界関係者（生産者、食品産業、流通業等）は、「食品の期限表示に関する誓約」を結んでいる。

◼ この協定には、全国食品産業協会／ANIAのような業界団体に加え、大手流通チェーンであるカルフール社、Leclerc社、

MONOPRIX社、食品製造事業者であるベル社（チーズ）、ダノン社（乳製品等）、さらに環境団体等が参加している。

◼ この協定では、食品廃棄削減を進めるために、食品の期限表示に関する以下の誓約を採択した。

食品業界の動き



97 Mitsubishi UFJ Research and Consulting

LINE本文ページ

５.２.４．食品に期限を設定・表示する責任者

５．フランスの期限表示制度及び普及啓発の実態

◼ 食品情報（期限表示を含む）の責任者に関する規定は、FIC規則第8条1項が適用されており、

フランス独自の追加規定は設けられていない。

⚫ 食品に期限を設定・表示する責任者については、その事業者名で当該食品を市場に流通させる食品事業者／

exploitants du secteur alimentaireとされる。

⚫ 同事業者がEUの市場に存在する者でない場合には、食品輸入事業者が該当する。

⚫ 「exploitants du secteur alimentaire」は、FIC規則（英語版）の「food business operator」に対応する。

◼ 食品分野の事業者に求められる事項

⚫ FIC規則第8条2項に基づき、食品情報に対して責任を負う食品事業者は、適用される食品情報に係る法律及び関連す

る国内の規定の要求事項にあわせて、食品情報の存在と正確性を確保しなければならない。

⚫ 消費法典L121-1条においては、物または役務の本質的特徴（実質的品質、構成、付属物、原産地、数量、製造の方

法及び日付等）について、虚偽又は誤解を生じさせる記載・表示等を行うことは、不公正取引として禁止されている。
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５.２.５．期限表示の設定方法

５．フランスの期限表示制度及び普及啓発の実態

◼ FIC規則では、食品への具体的な期限表示の選択方法（賞味期限と消費期限の選択）や期限の設定方法については

規定されていないが、フランスにおいても独自の規定、所管機関・業界団体のガイドライン、指針は確認されなかった。

◼ DGGCCRFへのヒアリングによると、消費期限・賞味期限は共に、食品製造事業者等の当該食品に責任を持つ企業が、老化

試験等の結果を踏まえて設定するものである。DGALへのヒアリングによると、例えば老化試験についてはISO20976-1:2019

にてリステリア菌に関する試験の規格が定められているが、期限の設定方法の詳細は事業者に委ねられている。

◼ DGALへのヒアリングによると、フランスには安全係数に該当する考え方は無いが、EC2073/2005では最悪のケースを想定して

期限を設定すべきである旨や、衛生面に関する具体的な要件が定められている。これらを鑑みて、事業者等がある程度余裕を

持った期限設定を行うことは十分に考えられるとのことであった。実際に、DGALは事業者が老化試験等の結果から必要と考え

られる期限よりも、余裕を持った設定をしていることも把握していた。

（参考）

⚫ ISO 20976-1:2019

Microbiology of the food chain Requirements and guidelines for conducting challenge tests of food and feed products

Part 1: Challenge tests to study growth potential, lag time and maximum growth rate

⚫ Commission Regulation (EC) No 2073/2005 of 15 November 2005 on microbiological criteria for foodstuffs
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５.２.６．期限の表示方法

表示の名称・略称 対象食品 表示方法

消費期限／DLC

◼ 非常に腐敗しやすく、短期間のう
ちに人体の健康に危険を及ぼす
可能性のある食品に適用する

例：肉類、魚介類、乳製品、
加工肉、冷蔵調理済食品 等

◼ 「○○までに消費／à consommer jusqu‘au」という文言に加えて、
日付を表示する。

◼ 日付は、日、月、及び可能であれば年の順で、コード化せずに記載する。
（上記2項目はFIC規則第24条及び附属書Xに基づく)

賞味期限／DDM
◼ 腐敗しにくい食品に適用する
例：乾燥食品、殺菌済み食品、

脱水処理済み食品など

◼ 「好ましくは○○より前に消費／à consommer de préférence avant」という
文言に加えて、日付を表示する。

◼ 日付は、日、月、及び可能であれば年の順で、コード化せずに記載する。
◼ DDMが3か月以下の場合、日付表示は月日としてよい。

DDMが3か月を超えて、18か月以下の場合、日付表示は年月としてよい。
DDMが18か月を超える場合、日付表示は年としてよい。

（FIC規則附属書Xに基づく）
◼ 2022年11月からは、「最適な賞味のために」や「本製品はこの日付以降も消費可

能」の文言の併記が可能であることが明記された（５.１参照）。

図表 DLCとDDMの表示方法

品目 表示方法

卵 ◼ 欧州委員会規則第589/2008号第13条にもとづき、産卵後28日間の推奨消費期限（DCR）を記載する。

包装済みのクリーム、脂肪
クリーム、生クリーム

◼ 有効期限（date de péremption）」について、消費を目的としたミルククリームに関する1980年4月23日
第80-313号政令第6条に基づき、「○○より前に消費／à consommer avant le」という文言に加えて、
月、日を記載する。

成分調整殺菌牛乳
◼ 人間の消費を目的とした牛乳に関する1955年5月21日第 55-771号政令第10条に基づき、

その容器または封鎖用の部材に「消費期限／DLC」を記載する。

（出所） 各法律、経済・財務・産業・デジタル主権省HP「Date limite de consommation (DLC), date de durabilité minimale (DDM) : quelle différence ?」 、
INC HP「ETIQUETAGE : DURÉE DE VIE DES DENRÉES ALIMENTAIRES」

図表 個別品目の表示方法

５．フランスの期限表示制度及び普及啓発の実態

◼ 「消費期限／DLC」又は「賞味期限／DDM」は、以下の方法で表示するよう定められている。

（図表は出所を基に、MURC加筆・作成）
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５.２.７．表示期限を過ぎた食品の取扱い（1/7）

５．フランスの期限表示制度及び普及啓発の実態

【消費期限を過ぎた食品の取扱い】

◼ 消費法典R412-9条は、「消費期限／DLC」を過ぎた食品の販売または無償配布を目的とする保有、販売のための提供、販

売又は無償配布を禁止している（５.２.２（2/2）参照）。

◼ なお、消費期限を過ぎた食品を消費者が自己責任で食べることが禁じられているわけではない。

国立消費研究所／INCは、食品廃棄削減のため、DLCや「賞味期限／DDM」を過ぎた食品がいつまで食べられるのかの目

安をHPで公開している（５.３（4/6）参照）。

【賞味期限を過ぎた食品の取扱い】

◼ 経済・財務・産業・デジタル主権省は、DDMを過ぎた食品の販売及び消費が可能であるとしている。DDMを過ぎた食品の消

費に際しては食品の見た目や匂いをチェックするよう促している1。

◼ 実際には、多くの事業者はDDMを過ぎた商品を売場から回収することが多い2。

一方、食品廃棄削減に取り組むNGOの中には、事業者と連携し、「賞味期限／DDM」を過ぎた商品をインターネットを通じて

割引販売している例もある3。

【寄附目的の食肉の冷凍】

◼ 小売業が食品寄附を目的とした食肉（賞味期限を過ぎた食品を含む）の冷凍を行うことを認めるEU規則（Regulation 

(EC) 853/2004）については、フランスにおいても適用される（３.１（4/4）参照）。

（出所）1 経済・財務・産業・デジタル主権省HP「Date limite de consommation (DLC), date de durabilité minimale (DDM) : quelle différence ?」
2 Too Good To Go「LES DATES DE PÉREMPTION, UNE IDÉE DÉPASSÉE ?（2019年2月）」（p.22）
3 Candymix HP

取扱いの基本的な考え方
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◼ 食品廃棄物削減に関する2016年2月11日第2016-138号法（ガロ法）により、「賞味期限／DDM」を過ぎた食品の

廃棄が禁止された。

⚫ 流通事業者が消費可能な売れ残り商品を、消費に適さない状態にすることを禁止。

⚫ 店舗面積が400m2を超える大型小売店に対し、売れ残り食品について、フードバンクとパートナーシップ（食品の寄附に
関する契約）提案を義務付け。

◼ Egalim法（2018年）、循環経済法（2020年）によって、対象となる事業者の範囲が拡大された。

◼ DGALへのヒアリングによると、ガロ法の制定当初は食品寄附の増加が確認されたが、近年は小売業者等が期限が迫った/過ぎ

た食品を値引き販売し、消費者も積極的にそれらを購入するようになったため、食品寄附への流通量が減っているとのことである。
※バンク・アリマンテールは活動に際し、食品を寄附だけではなく、品目のコントロールが可能な経路から入手している（イル・ド・フランス支部では、

食品の3/4を同経路から入手）1。そのため、上記の「食品寄附への流通量が減っている」ことが、活動の停滞に繋がってはいないと考えられる。

法律の名称 期限表示に関連する内容

食品廃棄物削減に関する2016年2月
11日第2016-138号法（ガロ法）

◼ 流通事業者が、消費可能な売れ残り商品を消費に適さない状態にすること（※）を禁止（第1条）
店舗面積が400平方メートルを超える大型小売店に対し、フードバンクとのパートナーシップ（食品の寄附に関する
契約）提案を義務づけ（第1条）

農業・食品産業における取引関係の均
衡と持続的ですべての人にアクセス可能
な食料のための2018年10月30日
第2018-938号法（Egalim法）

◼ レストラン・食堂及びアグリフード業者が、消費可能な売れ残り商品を消費に適さない状態にすること（※）を
禁止（第88条）

◼ 年間売上高5,000万ユーロ超のアグリフード業者及び、年間3,000食以上を提供するレストラン・食堂に対し、
フードバンクとのパートナーシップ提案を義務づけ（第88条）

廃棄物と循環経済との闘いに関する
2020年2月10日第2020-105号法
（循環経済法）

◼ 年間売上高5万ユーロを超える卸売業者に対し、フードバンクとのパートナーシップ提案を義務づけ（第32条）
◼ 消費期限、賞味期限、ロット番号を製品のコーディング（バーコード）に統合することを可能にする （第34条）

５.２.７．表示期限を過ぎた食品の取扱い（2/7）

図表 食品の寄附に関連する主要な法律

５．フランスの期限表示制度及び普及啓発の実態

活用を促進する法律

※DGALへのヒアリングによると、これらの法律の制定前は小売業者等で食品が売れ残った場合に、塩素系の漂白剤をかけ食品を食べられない状態にして廃棄されていた。

（図表は各法律を基に、MURC加筆・作成）

（出所）1 杉村泰彦・小林富雄 「フランス：フードバンク活動による食品ロス問題への対応と品揃え形成およびその政策的背景（小林富雄・野見山敏雄（編）フードバンクの多様性とサプライチェーンの進化−食品寄付の
海外動向と日本における課題− 2019年）」（pp.31-50）
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５.２.７．表示期限を過ぎた食品の取扱い（3/7）

【食品の受入れにおける注意事項】

◼ 提供用の車両及び資材の状態、温度、食品の外観と包装の完全性、食品の表示を重点的に確認すること。

◼ 検査が終了するまで、提供書または引取書に署名しないこと。

【期限表示に関する管理方法】

◼ 受益者に対して味覚・栄養面で最適な食品を提供するために、「最適利用期限／DLUO」を過ぎた食品の在庫を最小限にす

ることが目標となる。（※グッドプラクティスガイドは2011年作成のため、賞味期限／DDMへ改称前のDLUOが用いられている。なお、「在庫を

最小限」の意味としては、受入れを避けるのではなく、期限切れ食品を速やかに利用することを意図していると考えられる。）

◼ 最適利用期限（DLUO）を過ぎた食品を受入れる前に、当該食品が問題なく供給可能であり、味覚試験

（匂い、色、テクスチャー、味等）の結果が問題ないことを確認する。

◼ 受益者に、当該食品が消費に際してリスクがないことを知らせる。

また、当該食品を受入れるか否かの選択を受益者に任せることが重要である。

（出所） Banques Alimentaires「Guide des bonnes pratiques d’hygiène de la distribution de produits alimentaires par les organismes caritatifs（2011年版）」

５．フランスの期限表示制度及び普及啓発の実態

【バンク・アリマンテールによる衛生慣行に関するガイド（2011年）】

◼ フランス最大のフードバンクであるバンク・アリマンテール／Banques Alimentaires等では、フードバンク活動を行う団体向けに

「慈善団体による食品配布のための適切な衛生慣行に関するガイド 2011／Guide des bonnes pratiques 

d’hygiène de la distribution de produits alimentaires par les organismes caritatifs」を作成しており、

バンク・アリマンテールを含めた慈善団体に対し、食品寄附の各段階において推奨される手続きを示している。

◼ 寄附される食品の受入れと食品の期限の管理については、以下のような事項を記載している。

期限表示に関する管理方法としては、「期限が来たものから先に利用する／Premier Périmé Premier Sorti:

PPPS」の原則に従うことを推奨している。

バンク・アリマンテールの事例
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５.２.７．表示期限を過ぎた食品の取扱い（4/7）

５．フランスの期限表示制度及び普及啓発の実態

【適切な衛生慣行とHACCP原則の適用に関するガイド－食料援助－ 】

◼ バンク・アリマンテールを含む慈善団体は、 「適切な衛生慣行とHACCP原則の適用に関するガイド－食料援助－／

Guide des bonnes pratiques d‘hygiène et d’application des principes HACCP “Aide 

alimentaire” 2022, Ver2」を作成した。

◼ 同ガイドでは、賞味期限（DDM）を過ぎた食品について、配布が可能な期間の目安を示している（次頁参照）。

◼ DGALへのヒアリングによると、農業・食料主権省が寄附・販売を問わず、消費者にわたる食品の衛生状態を確認する責任を

有しており、一般的にこの手のガイドラインを承認している。本ガイドも農業・食料主権省による承認を経ていると考えられた。

◼ DGCCRFへのヒアリングによると、政府は賞味期限を過ぎたことだけを理由に、食品の販売を禁じることはない。バンク・アリマン

テール等が賞味期限を過ぎた食品の配布可能期間の目安を設けていることは、官能上の特性が保持される期間を想定して設

定しているのではないかと考えられた。

なお、賞味期限を過ぎた食品について、期限表示の貼替を行う義務はなく、期限に関する情報（期限を過ぎている旨を含

む）を誤りなく伝えることが求められている。

また、寄附食品を受領する側（消費者）は、期限を過ぎていることを理由に寄附を拒否する権利を持っている とのことである。
（※法律として「拒否する権利」が規定されているのではなく、「拒否することを禁止されてはいない」という意味合いと推察された。）

食品の配布可能期間①
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５.２.７．表示期限を過ぎた食品の取扱い（5/7）

（出所）Banques Alimentaires「Guide des bonnes pratiques d‘hygiène et d’application des principes HACCP “Aide alimentaire” 2022, Ver2」 (pp.77-78)

図表 賞味期限（DDM）を過ぎた食品の配布可能期間

分類 食品の例

賞味期限を超ぎた
食品の配布可能期間

の目安 備考

賞味期限（DDM）
表示が付された
冷蔵食品

スープ、新鮮な果樹飲料、スライスチーズ 不可
賞味期限（DDM）まで配布可能。
微生物学的に感受性が高いため、それ以降
は不可。

バター、マーガリン、ホールチーズ 最長２週間 ２週間まで配布可能。

乳幼児向け食品
穀粉、ミルク（粉末または液体） 不可 賞味期限（DDM）まで配布可能だが、

栄養成分保証のため、それ以降は不可。

離乳食、調理済み食品 最長６か月 包装に注意しながら、６か月まで配布可能。

冷凍・急速冷凍
された食品

鮮魚 最長６か月 風味に留意しながら、６か月まで配布可能。
包装が良好な状態ではさらに長期も可能。果実、肉、調理済み食品、デザート、バター 製品が良好な間

変質しやすい食品 ブリックパック入り超高温殺菌（UHT)牛乳、
チーズフォンデュ、冷凍されない生ソーセージ 最長３か月 包装が良好な状態で３か月まで配布可能。

やや変質しやすい
食品

びん入りUHT牛乳、スープ、ジュース、デザート、
プラスチック製包装及びブリックパック入りの調理
済み食品 最長６か月

包装に注意しながら６か月まで配布可能。

完全に包装された植物油 風味に注意しながら６か月まで配布可能。

変質しにくい食品

金属材料の箱または貯蔵瓶入りの保存食、
プラスチック・ガラス製ボトル入りの水及びソーダ、
ジャム、乾燥フルーツ、シリアル製品（ビスケット、
パスタ等）、コーヒー、粉ミルク、スパイス、インス
タントスープ

製品が良好な間
保存食については包装に注意。
油脂成分を含む製品の風味、乾燥・粉末製
品については細菌繁殖のリスクに注意して配布。

５．フランスの期限表示制度及び普及啓発の実態

食品の配布可能期間②

（図表は出所を基に、MURC加筆・作成）
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【農業・食料主権省による食品寄附のためのモデル契約書】

◼ 農業・食料主権省は、食品の寄附を推進するために、寄附者と慈善団体間での「モデル契約書」を作成した。

◼ 2023年11月時点で、モデル契約書は寄附者の種類別（①大規模・中規模小売店、②卸売業、③レストラン・ケータリング、

④アグリフード産業）に４種類作成されており、契約書には、寄附食品の品質や責任の所在に関する条項が盛り込まれている。

◼ なお、DGALへのヒアリングによると、賞味期限を過ぎた食品による事故事例を把握しておらず、フードバンクは消費期限について

慎重に対応するため、消費期限を過ぎた食品が消費者の手にわたることは無いと考えられていた。

５.２.７．表示期限を過ぎた食品の取扱い（6/7）

【アグリフード産業向けモデル契約書の概要（抜粋）】

◼ 第２条：食品

⚫ 消費期限（DLC）を過ぎた食品は寄附することはできない。

⚫ 消費期限まで48時間以上ある食品について、利用可能であることを約束する。慈善団体が期限内に当該食品を配布できる

場合は、さらに短期間でも良い。

◼ 第７条：保険－責任

⚫ 契約当事者は契約に署名する際、その活動と活動に関連した損害に対する民事賠償責任保険の証拠を提出する。

⚫ 慈善団体は、受取書に署名した時点で、その食品に関する責任を負う。寄附された食品の利用は、当該組織の単独の責任

の下で実施され、その活動に適用される諸規則、特に衛生に関する規則を遵守するものとする。

（出所） 農業・食料主権省HP「Don alimentaire : un modèle de convention entre distributeurs et associations（2023年9月15日）、
農業・食料主権省HP「Convention type industries agroalimentaires (IAA) 」

５．フランスの期限表示制度及び普及啓発の実態

寄附に伴うモデル契約書
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５.２.７．表示期限を過ぎた食品の取扱い（7/7）

【食品寄附の手順】

①関連する支援団体についての情報収集

②支援団体との寄附契約の締結

③寄附のための組織内の体制構築

④寄附の全段階での衛生面・安全面の条件の遵守

⚫ 食品の寄附は、食品を市場に提供する場合と同じ

規則に従う。

⚫ 照査については、適切な衛生慣行に関するガイド

も参照可能。

⑤寄附が行われたことの証明

⚫ 寄附者が寄附者と受益者等の内容を記載した書

類を作成し、フードバンクが署名する（証明書は非

課税処理に必要）。

⑥慈善団体との定期的な情報交換によるフォローアップ

図表 食品業界関係者向けの食品寄附ガイド

（出所）ANIA他「Le Guide du Don Alimentaire（2022年2月）」 (pp.15-16)

【寄附可能な食品】

◼ 食品寄附向けの食品は、食品を市場に提供する

場合と同じ条件を遵守しなければならない。

◼ 卵については、最終消費者に届くまでの期間が

産卵後21日、すなわち期限（28日）の７日前を

超えないこと。

◼ 寄附対象の食品は包装または梱包されていなければ

ならない（農産物は包装なしでも可）。

◼ 消費期限（DLC）表示が付された食品は、期限ま

で48時間以上あれば寄附可能。

慈善団体が消費期限内に当該食品を供給できる

場合はこの限りではない。

◼ 賞味期限（DDM）を過ぎた食品については、

衛生面の観点から慈善団体がケース・バイ・ケースで

判断する。

【食品業界関係者向けの食品寄附ガイド】

◼ 2022年2月に食品産業の業界団体（全国食品産業協会／ANIA、全国流通・商業連盟／FCD、全国農業経営者組合

連合／FNSEAなど）が、「食品寄附のガイド／Le Guide du Don Alimentaire」を作成した。

◼ ガイドでは、寄附が求められる背景、寄附のフローや寄附に当たっての期限表示に関する注意事項が説明されており、消費

期限（DLC）が表示された食品の寄附可能期間や賞味期限（DDM）を過ぎた食品の寄附に関する説明も含まれている。

５．フランスの期限表示制度及び普及啓発の実態

食品業界関係者向けガイド



107 Mitsubishi UFJ Research and Consulting

LINE本文ページ

５.３．食品の期限表示に関する普及啓発事例（1/6）

図表 DGCCRFによる食品の期限表示の説明パンフレット：消費期限

（出所） 経済・財務・産業・デジタル主権省HP「Date limite de consommation et date de durabilité minimale : ce que vous devez savoir（2022年6月22日）」

消費期限と賞味期限：知らなければならないこと

包装済みの食品には、消費期限（DLC)または賞味期限（DDM)
の表示があります。食中毒のリスクを避けるため、よく理解する必要が

あります。

消費期限は「○○までに消費」という
文言に続いて、日付と月が表示される
か、包装上で当該の日付が表示され
ている場所への参照によって示される。

この日付を守ることは重要で、期限切
れの製品を食べてはいけません。特に
包装に記載された貯蔵・保存温度が
守られていない（コールドチェーンの断
絶）場合には。

知っておくと良いこと
消費期限が近づいた、期限に達した、
または期限を過ぎた製品は決して冷
凍してはいけません。

５．フランスの期限表示制度及び普及啓発の実態

【DGCCRFによる啓発資料】

◼ DGCCRFでは、食品の期限表示に関するパンフレットを作成し、HP上で公開している。

◼ パンフレットでは、消費期限、賞味期限の考え方と注意点、食品保存上の注意事項などを説明している。

DGCCRFによる事例①

（図表は出所を基に、MURC加筆・作成）
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５.３．食品の期限表示に関する普及啓発事例（2/6）

図表 DGCCRFによる食品の期限表示の説明パンフレット：賞味期限

（出所） 経済・財務・産業・デジタル主権省HP「Date limite de consommation et date de durabilité minimale : ce que vous devez savoir（2022年6月22日）」

注意
以下のような食品については、DLCまたはDDMは免除されます。

包装されずに販売される食品、生鮮果物または野菜、アルコー
ル飲料、酢類、食卓塩、固体状の砂糖、通常、製造後24時
間以内に消費されるパン・ペーストリー、ある種の菓子類

５．フランスの期限表示制度及び普及啓発の実態

【DGCCRFによる啓発資料】（続）

◼ DLCに関する説明では、期限に達した製品は売場から撤去し、消費を避ける必要があることを説明している。

◼ DDMについては、表示の形式、旧名称のDLUOから呼称が変更されたことに加えて、期限を過ぎても消費可能なこと、

期限を過ぎたからといって捨てる必要がないことを説明している。

DGCCRFによる事例②

（図表は出所を基に、MURC加筆・作成）

賞味期限は「好ましくは○○より前に消費」と
いう文言で表示される。
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５.３．食品の期限表示に関する普及啓発事例（3/6）

図表 ADEMEによる食品の期限表示に関する説明（2022年9月）

（出所） ADEME「Une alimentation plus durable en 10 questions（2023年8月）」（p.18）

① Q.8 期限表示を絶対に尊重すべきか？ それは食品による！

◼ 消費期限（DLC）は、一般的に生鮮食料品に適用される。DLCは、傷みや

すく、短期間で健康への危害を生じる製品に利用される。食品を消費する前に

日付を確認することが重要である。期限を過ぎたら、食べない方が良い。

◼ 賞味期限（DDM)は、水分含有量が少ない、又は滅菌された、より保存期間

の長い製品に利用される。期限を過ぎた場合、食べても危害は生じないが、食

味が失われることがある。

◼ いずれにしても、食品廃棄を防ぐためには、期限が近づいた食品を優先的に食

べることが必要である。

② 保存期間の例

✓ 生卵は、（卵に表示される）推奨消費期限後、約1か月保存できるが、

ゆで卵は2、3日しか持たない。

✓ 開封後、豚肉製品は2、3日、レアチーズは3、4日しか持たない。

✓ 熟成チーズは開封後も、より長期間保存できる。

①

②

５．フランスの期限表示制度及び普及啓発の実態

【エコロジー管理庁／ADEMEによる啓発資料】

◼ ADEMEは、持続可能な食品の観点から、持続可能な食生活に

関するパンフレット「より持続可能な食品についての10の疑問／

Une alimentation plus durable en 10 questions」

（2023年8月）を作成している。

◼ パンフレットでは、Q.8 「消費期限を絶対に尊重すべきか」という疑

問の中で、以下のようにDLC、DDMの違いを紹介している。

ADEMEによる事例
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【国立消費研究所（INC）による食品保管期間の目安（2018年）】

◼ INCは、食品廃棄削減の観点から「食品保存表：食品を何でも捨てないで！／Tableaux de conservation des 

denrées alimentaires: Ne jetez pas systématiquement vos denrées !」という可食可能期間を整理した表を公

表している。

◼ 主な食品を以下の4種類に分類し、「消費期限／DLCや「賞味期限／DDM」を過ぎた後の判断を含め、保存時の注意事項

やリスクについて、消費者に向けてHP上で情報提供を実施している（次頁参照）。

① 48時間以内に消費

② 「消費期限／DLC」を尊重

③ 「消費期限／DLC」を過ぎた後も1週間は健康リスク無く、消費可能

④ 「賞味期限／DDM」後も消費可能

◼ 卵については、産卵後28日間の「推奨消費期間／DCR」が設定されていること、古い卵でも卵が傷ついていなければ

DCR以降も消費可能なこと、リスクを低減するためにゆでて調理することなどを解説している。

◼ 前述のとおり、消費法典R412-9条は、「消費期限／DLC」を過ぎた食品の販売または無償配布を目的とする保有、販売の

ための提供、販売又は無償配布を禁止しているが、消費期限を過ぎた食品を消費者が自己責任で食べることを禁じているわ

けではない（５.２.７（1/7）参照）。

◼ DGALへのヒアリングでは、消費期限を過ぎた食品の消費について目安を示すことの可否は確認できなかった。

５.３．食品の期限表示に関する普及啓発事例（4/6）

（出所） INC HP「Tableaux de conservation des denrées alimentaires: Ne jetez pas systématiquement vos denrées !」

５．フランスの期限表示制度及び普及啓発の実態

INCによる事例
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48時間以内
に消費

DLCを
遵守

DLCを過ぎた後も
1週間は健康リスク無く、

消費可能
DDM後も
消費可能 説明

魚切り身・カット肉 ● 潜在的に病原性の微生物が増殖するリスクあり。

包装済みハム ● 製品の緑変による微生物増殖のリスクあり。

卵 ● 涼しい場所または食器棚に保管する。殻に細菌が侵入しないように常に湿気を避ける。古い卵は、
キズがなければDCR後も消費可能。リスクを低減するために調理して食べることも可能。

高温殺菌牛乳 ● 高温での殺菌により微生物が死滅。開封後速やかに消費すべき。

生乳 ● 40℃以上での殺菌処理は行わない。DLCは処理日の翌日に対応する。細菌（サルモネラ、リス
テリア等）の増殖のリスクあり。

ナチュラル・ヨーグルト
（フルーツ・砂糖入り）

●
脆弱な人

●
3週間まで

酸性のため病原菌の増殖が抑制される。6℃を超えない低温で保存するのが条件。ヨーグルトに
カビが生えていたり、異臭がする、蓋が膨れている場合は、品質が変化している（味、テクスチャー
等）ので、危険を冒さずに捨てる。

卵又はクリームベースの
デザート（冷蔵）

● 病原菌に対してより感受性が高い。カビが生えていたり、異臭がする、蓋が膨れている場合は、品
質が変化している（味、テクスチャー等）ので、危険を冒さずに捨てる。

サワークリーム（冷蔵） ● 細菌（サルモネラ、リステリア等）の増殖のリスクあり。殺菌されたクリームは、低温殺菌
（pasteurization)されたクリームよりも長く保存可能。

チーズ ● ● ベイクドチーズでは微生物増殖のリスクが少なく、外観や匂いなどの手がかりが製品の鮮度の指標
となる。

バター ● 脂肪内では微生物が増殖しないため、健康上のリスクはない。腐敗（濃い黄色の産物）を避け
るため、酸素、光、熱にさらされないように包装が良好な状態であることを確認する必要がある。

マーガリン ● 脂肪内では微生物が増殖しないため、健康上のリスクはない。腐敗（濃い黄色の産物）を避け
るため、酸素、光、熱にさらされないように包装が良好な状態であることを確認する必要がある。

食用油 ●
脂肪内では微生物が増殖しないため、健康上のリスクはない。腐敗を避けるため、不透明なガラ
スびん又は光を透過させないその他の容器に入った油を選ぶのが良い。また、使用後は毎回びん
のふたをよく閉めるように注意する。

パスタ、米、セモリナ ● 公衆衛生上のリスクなし。湿気を避けた場所で保存する。

包装済みパン ● 保存条件が最適でない場合、微生物増殖のリスクあり。匂いがする又はカビが存在する場合は、
その製品を食べてはならない。

５.３．食品の期限表示に関する普及啓発事例（5/6）

（出所） INC HP「Tableaux de conservation des denrées alimentaires: Ne jetez pas systématiquement vos denrées !」

図表 国立消費研究所／INCによる食品の保管期間の目安（一部抜粋）

５．フランスの期限表示制度及び普及啓発の実態

INCによる事例

（図表は出所を基に、MURC加筆・作成）



112 Mitsubishi UFJ Research and Consulting

LINE本文ページ

５.３．食品の期限表示に関する普及啓発事例（6/6）

（出所） Too Good To Go HP「D‘OÙ VIENNENT LES DATES DE PEREMPTION ?」及び「QU'EST-CE QUE LA DCR, DATE DE CONSOMMATION RECOMMANDÉE ?」

図表 Too Good to Goによる食品の期限表示に関する説明

【食品廃棄削減に取り組むNGOによる普及啓発事例】

◼ 食品廃棄削減を推進するNGO「Too Good To Go」では、食品期限表示の見方についてHP上で説明している。

◼ 食品表示には、「消費期限／DLC」と「賞味期限／DDM」の2種類があることを説明している（下図左）。

◼ 食品廃棄物の10％を占める卵については、古い卵と新しい卵を区別する方法を紹介している。新しい卵は水に沈み、期限を

過ぎた卵は水に浮くこと、その中間の卵は早く食べるべきであることを動画で説明している（下図右）。

５．フランスの期限表示制度及び普及啓発の実態

NGOによる事例
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５.４．食品の期限表示に関する消費者意識調査（1/2）

調査結果のポイント

◼ フランスでは、購入したパンの30％、果物の26％、野菜の24％、乳製品の

16～18％、乾燥食品・ビスケット等の14％が少なくとも月に1回廃棄され

ている。

◼ フランス人の82％が購入時、常に又はしばしば日付を確認。

◼ 日付に付随する表示（すなわちDLCかDDMか）を常に確認するのは10

人中4人。

◼ フランス人の77％は消費時に表示を確認している。

◼ 期限を過ぎた製品をときどき廃棄すると回答した対象者のうち、約2人に1人

は、健康へのリスクを避けるために廃棄を実施。

◼ フランス人の10人中9人は乳製品を購入後2週間以内に消費。

◼ フランス人の10人中8人は期限が短い製品（5日以内）を購入する意思

がある。

図表 フランス乳製品工業会による消費者意識調査の要約

（出所） Syndifras「LES FRANÇAIS ET LE GASPILLAGE DES PRODUITS LAITIERS FRAIS - SONDAGE EXCLUSIF 
IFOP POUR SYNDIFRAIS」（p.1）

【フランス乳製品工業会による消費者意識調査】

◼ フランス乳製品工業会／Syndifrasは、2022年3月に食品の廃棄と期限表示等に関する消費者アンケートを実施した。

◼ アンケートは、調査会社IFOPにより、18歳以上のフランス人1,007人を対象にオンラインで実施された。

５．フランスの期限表示制度及び普及啓発の実態
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５.４．食品の期限表示に関する消費者意識調査（2/2）

（出所） Syndifras「LES FRANÇAIS ET LE GASPILLAGE DES PRODUITS LAITIERS FRAIS - SONDAGE EXCLUSIF IFOP POUR SYNDIFRAIS」（pp.2-3）

◼ 期限表示に関する設問（下図左）では、購入時に期限表示の日付（DLC）に注意するかを聞いたところ、63％が「常に注

意する」、19％が「しばしば注意する」と回答し、合計82％が常に又はしばしば日付に注意を向けていた。

◼ また、消費時には、57％が「常に注意する」、20％が「しばしば注意する」と回答し、合計77％が常に又はしばしば日付に注意

を向けていた。

◼ その一方で、日付に付随する期限の文言を確認するかを尋ねたところ（下図右）、「常に確認」が37％、「ときどき確認」が

32％となっており、31％は確認していなかった。消費者は期限表示の日付には注意を向けるものの、それが「消費期限／

DLC」なのか「賞味期限／DDM」なのかについては、十分に確認していないと考えられた。

【フランス乳製品工業会による消費者意識調査】（続）

図表 フランス乳製品工業会による消費者意識調査

５．フランスの期限表示制度及び普及啓発の実態
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６．韓国の期限表示制度及び

普及啓発の実態
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６.１．食品の期限表示制度に関する改正の動向

＜消費期限表示制度への変更による便益＞2

食品医薬品安全処「消費期限表示制度準備ガイド」によると、食品廃棄物の削減は、
消費者に年間8,860億ウォン（約886億円）、事業者に年間260億ウォン（約26億円）の便益を生むと試算している。

2023年より消費期限を導入

６．韓国の期限表示制度及び普及啓発の実態

◼ 韓国では、「食品等の表示・広告に関する法律／식품 등의 표시ㆍ광고에 관한 법률」が2021年８月17日に改正され、

2023年１月１日に施行された。改正により、「流通期限／유통기한」に代わって、「消費期限／소비기한」が導入された1。

なお、2023年の１年間は移行期間である。また、牛乳類※（冷蔵保管製品に限る）は、酪農及び乳加工産業の対応期間

を確保し、冷蔵流通環境の改善を念頭に、2031年１月１日からの適用とされている2。
※ 「畜産物衛生管理法⏌第4条第2項に基づき告示する“畜産物の加工基準及び成分規格”に基づく牛乳類

◼ 改正の背景1

⚫ 1985年に期限表示制度が導入されて以来、韓国は「流通期限」中心の期限表示を適用してきた。

しかし、「流通期限」は製品の製造日から消費者への販売が認められた日であり、期限を過ぎた後も一定期間は消費できる

にもかかわらず、消費者が食品の廃棄時期として認識し、摂取可否の恣意的な判断が生じていた。

また、「流通期限」の導入当初に比べ、食品製造技術の発展やコールドチェーン等の環境整備が生じているにもかかわらず、

「流通期限」が継続的に利用されているため、国内における技術発展の遅れや国際競争力の向上を妨げていると考えられた。

⚫ 一方、欧米、日本、オーストラリア等、OECDのほとんどの国やCODEXでは、食品廃棄物の削減や消費者への情報提供を

目的に、「消費期限」の期限表示制度を採用している。（※原文の表現であるが、多くの国は「消費期限」「賞味期限」を併用している点に注意）

⚫ そこで、①消費者の食品の廃棄時期に関する混乱を解消し、②食品の安全性を確保し、③食品廃棄物の削減に繋がる、

消費者志向の期限表示制度へと改正することとした。

また、この改正により、食品産業のパラダイムシフトに先んじて対応すること、国内食品産業の競争力強化も目指している。

（出所）1 国立法律情報センターHP 「食品等の表示・広告に関する法律（本文、制定・改正の理由）」（2023年10月23日最終確認）
2 食品医薬品安全処「消費期限表示制度準備ガイド（2022年8月18日）」（pp.2、5）
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６.２．食品の期限表示制度及び普及啓発の実態（韓国の概要）

項目 概要

所管機関等
■食品医薬品安全処（MFDS）
食品安全政策局 食品表示・広告政策課、食品基準課

主な根拠法令
■食品等の表示・広告に関する法律
／식품 등의 표시ㆍ광고에 관한 법률

期限表示の定義
と用法

■消費期限：表示された方法で保存する場合、摂取しても
安全性に問題がない期限。全加工食品の約90%が表示対象。

※日本の消費期限とほぼ同義
※改正前は「流通期限（製品の製造日以降、消費者に販売
することが認められる期限）」が使われていた。

※「品質保持期限（日本における賞味期限とほぼ同義）」も
存在するが、消費期限の表示対象がほとんどである。

食品に期限を
設定・表示する

責任者

■食品製造・加工業者（食品衛生法施行令）
※食品事故の責任は、製造～消費段階での原因調査を行い、
当該事故の原因提供者が責任を負う。

安全係数の有無

■基本的な考え方
「消費期限」＝「品質安全限界期間」×「安全係数※」

※実際の流通条件を考慮し、流通時の製品の安全性と品質を
確保することが可能な期間を想定する。（80~90%と例示）

期限の表示方法
■年月日表示（日付まで明記が必要）
■製造日からの期間

表示期限を過ぎた
食品の取扱い

(腐敗等が無い場合)

■消費期限を過ぎた食品について、
寄附・小売にて取扱うことは認められていない。

６．韓国の期限表示制度及び普及啓発の実態

◼ 韓国では、消費段階における食品廃棄物の削減を目的に、「食品等の表示・広告に関する法律」を改正。

2023年より「流通期限」に代わり、「消費期限」が導入された。制度改正に伴い、食品製造事業者等が消費期限の設定

実験無しに期限設定ができるよう、「食品の種類別消費期限設定報告書」が作成されている。

（出所）韓国食品産業協会（2023年8月）

（出所）エンブレイントレンドモニター社（2022年12月）

（出所）本調査結果を基に、MURC作成。図表の出所については、関連ページも併せて参照のこと。
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６.２.１．期限表示制度の所管機関等

（出所） 食品医薬品安全処HP「組織図」（2023年４月18日最終確認）

食品安全政策局／식품안전정책국

食品医薬品安全処／식품의약품안전처

その他部局

食品基準企画官／
식품기준기획관

食品安全政策課／
식품안전정책과

食品管理総括課／
식품관리총괄과

食品安全認証課／
식품안전인증과

健康機能食品政策課／
건강기능식품정책과

食品表示・広告政策課／
식품표시광고정책과

食品基準課／
식품기준과

有害物質基準課／
유해물질기준과

添加物規基準課／
첨가물기준과

図表 食品医薬品安全処の組織図（期限表示制度に関連する部局）

（図表は出所を基に、MURC作成）

６．韓国の期限表示制度及び普及啓発の実態

◼ 韓国の期限表示制度は、食品医薬品安全処（Ministry of Food and Drug Safety：MFDS）が所管している。

⚫ 食品安全政策局 食品表示・広告政策課が、食品等の表示制度を統括している。

（方針の策定や改善の検討、「食品等の表示・広告に関する法律」の改正と運用、「食品等の表示基準」の運用など）

⚫ 食品安全政策局 食品基準課が、期限設定基準を統括している

（「食品、食品添加物、畜産物及び健康機能食品の消費期限設定基準」の改正と運用など）
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６.２.２．期限表示制度の根拠法令等

６．韓国の期限表示制度及び普及啓発の実態

◼ 【法律/법은】 食品等の表示・広告に関する法律／식품등의 표시ㆍ광고에 관한 법률
（2023年１月１日施行、2021年８月17日改正）

⚫ 食品医薬品安全処 食品表示・広告政策課が担当。食品等の正しい表示広告を行うことにより消費者の知る権利を保障

し、健全な取引秩序を確立することにより消費者保護に寄与することを目的とする法律。

⚫ 第４条（表示の基準）にて、食品は、「①製品名／内容量／原材料名、②事業所の名称及び所在地、③消費者の安

全に関する注意事項、④製造日、消費期限、または品質保持期限」などを表示しなければならないと規定している。

※④の中で期限表示は「消費期限」か「品質保持期限」であり、いずれかを記載するという規定である。（６.２.６参照）

◼ 【通知/고시】 食品等の表示基準／식품등의 표시기준（2023年１月１日施行、2022年３月31日改正）

⚫ 食品医薬品安全処 食品表示・広告政策課が担当。

⚫ 「食品等の表示・広告に関する法律」の第４、５条、同法施行規則第５条第３項、第５条の２及び第６条第４項に基

づき、表示事項の詳細を定めた通知。

⚫ 「一般規則／共通表示基準／個別表示事項と表示基準」から成る。

◼ 【通知/고시】 食品、食品添加物、畜産物及び健康機能食品の消費期限設定基準／식품, 식품첨가물, 축산물 및 건

강기능식품의 소비기한 설정기준（2023年１月１日施行、2022年４月20日改正）

⚫ 食品医薬品安全処 食品基準課が担当。

⚫ 食品衛生法施行規則第45条第１項３にある、食品及び食品添加物の消費期限の設定基準等を定めた通知。

（出所） 国立法律情報センターHP 「食品等の表示・広告に関する法律」「食品等の表示基準」「食品、食品添加物、畜産物及び健康機能食品の消費期限設定基準」（いずれも2023年10月23日最終確認）
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（出所）1 国立法律情報センターHP 「食品等の表示基準（2023年１月１日施行版、2022年１月１日施行版）」（いずれも2023年10月23日最終確認）
2 食品医薬品安全処 食品表示・広告政策課「消費期限表示制度に関するFAQ（2023年１月18日）」（p.3）
3 日本貿易振興機構（ジェトロ）「2023年1月の食品表示法改正に向け、消費期限の定義新設（2022年4月5日）」

６.２.３．期限表示の使い分け

日付の種類 定義 英名の略称例 ※1

消費期限／소비기한 ※2 表示された保存方法で保存する場合、摂取しても安全性に問題が
ない期限。2023年より導入された。

Use by date, 
Expiration date, EXP, E

流通期限／유통기한 ※3 製品の製造日以降、消費者に販売することが認められる期限。
※改正時に、「食品等の表示基準」の用語の定義から削除された。

Sell by date,
Expiration date, EXP, E

品質保持期限／품질유지기한 ※4 食品の特性に応じて適切な保存方法または基準に従って保存した
場合、食品の本来の品質が維持可能な期限。

Best before date, 
Date of Minimum Durability, 
Best before, BBE, BE

製造年月日／제조연월일
包装（滅菌、包装後の滅菌など別途製造工程を経た製品が最終
工程を完了した時点）以外に、それ以上の製造または加工が不要
となる時点。（詳細は、原文参照。）

Date of Manufacture, 
Manufacturing Date, 
MFG, M, PRO(P), PROD, PRD

※1 「食品等の表示基準」から転記。消費期限と流通期限の英名の略称例として、いずれも「Expiration date, EXP, E」がある。
※2 「소비기한」は、日本における消費期限（食品表示基準にて定義）とほぼ同義である。
※3 日本では事業者間で自主的に設定される期限の一つに「販売期限」があるが、法的な位置付けはない。日本語訳は日本貿易振興機構（2022）に従った。
※4 「품질유지기한」は、日本における賞味期限（食品表示基準にて定義）とほぼ同義である。

図表 2023年に確認でき得る日付の種類

◼ 「消費期限」の表示対象食品（ 「消費期限表示制度に関するFAQ」 Q.5 ）

⚫ ほとんどの加工食品（全加工食品の約90%）と健康機能食品が該当。なお、「製造年月日」の表示対象（食用氷、

食塩など）や、「品質保持期限」の表示対象（ビール、醤油類、酢、漬物など）を除く。

⚫ 卵以外の「自然状態食品／자연상태식품」は表示対象外であるが、販売促進等を目的に表示する場合は、事業者責任

の下で追加表示可能である。ただし、期限遵守は必要である。

６．韓国の期限表示制度及び普及啓発の実態

◼ 2023年は消費期限による期限表示への移行期間でもあることから、以下４つの日付が確認でき得る。

（図表は出所１を基に、MURC作成）
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６.２.４．食品に期限を設定・表示する責任者

食品の分類 消費期限等を設定する事業者

食品及び食品添加物
「食品衛生法施行令」第21条に基づく、食品製造・加工業者及び食品添加物製造業者。
（ただし、食品添加物は期限を表示する場合に限る。）
なお、第21条における食品製造・加工業の説明は、「食品の製造・加工を行う事業」であり、詳述は無い。

輸入食品
「輸入食品安全管理特別法」第２条に基づく、輸入食品等の輸入・販売業者。
（ただし、注文者商標表示輸入食品等（輸出国に製造・加工を委託した輸入食品等）を輸入・販売する場合に限る。）

畜産物
「畜産物衛生管理法施行令」第21条に基づく、畜産物加工業者及び食肉包装加工業者。
なお、同法における畜産物とは、食肉・パック肉・原乳・食用卵・食肉加工品・乳加工品・卵加工品である。

健康機能食品 「健康機能食品法施行令」第2条に基づく、健康機能食品製造業者 。

※上記以外の事業者が消費期限を設定する場合も、「食品、食品添加物、畜産物及び健康機能食品の消費期限設定基準」を参照できる。

図表 消費期限を設定する事業者（食品、食品添加物、畜産物及び健康機能食品の消費期限設定基準 第3条）

◼ 「消費期限表示制度に関するFAQ」では、「Q.22 消費期限の表示制度を導入時に生じた食品事故の責任者はいずれ

か？」という問いに対し、流通期限の表示制度と同様に、製造・流通・消費段階の原因調査を行い、当該事故の原因を生ん

だ者（製造業者、流通業者、消費者）が責任を負うと回答されている。

６．韓国の期限表示制度及び普及啓発の実態

◼ 消費期限を設定・表示する事業者は、「食品、食品添加物、畜産物及び健康機能食品の消費期限設定基準」第３条にて、

以下を一般原則と定められている。

（図表は出所１を基に、MURC作成）

（出所）1 国立法律情報センターHP 「食品、食品添加物、畜産物及び健康機能食品の消費期限設定基準」（2023年10月23日最終確認）
2 食品医薬品安全処 食品表示・広告政策課「消費期限表示制度に関するFAQ（2023年１月18日）」（p.12）
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６.２.５．期限表示の設定方法（1/5）

※1 「品質安全限界期間／품질안전한계기간」は、食品の表示保存方法を遵守した場合に、特定の品質に変化なく消費できる最大期間をいい、
消費期限設定実験等により算出された期間を指す。

※2 「推奨消費期限」は、事業者が消費期限を設定する際に参照することを目的に提示する、安全な期限を指す。

設定に係る基本的な考え方

６．韓国の期限表示制度及び普及啓発の実態

◼ 消費期限の設定方法は、 「食品、食品添加物、畜産物及び健康機能食品の消費期限設定基準」にて定められている。

◼ 【基本的な考え方】（第４条第１項、第11条）

①消費期限を設定・表示する事業者は、包装材料、保存条件、製造方法、原料配合率等の製品の特性、冷蔵・冷凍保存

等の流通条件を考慮し、危険防止と品質を確保する期限設定の実験「消費期限設定実験」を行う。

②実験より定められた「品質安全限界期間／품질안전한계기간 ※1」の範囲にて、実際の流通条件を考慮し、流通時の

製品の安全性と品質を確保することが可能な期限を「消費期限」として設定する。なお、実験結果報告書に基づき、消費

期限を設定する理由書の作成が必要である。

◼ 消費期限設定実験を実施できない場合は、国内外の他事業者、食品関連部門を有す大学や研究機関、食品医薬品安全

処が指定する試験検査機関に実験を依頼することができる。（第４条第２項）

また、韓国保健産業振興院、韓国食品研究院、韓国食品産業協会、韓国健康機能食品協会及び関連業界団体は、

消費期限設定に関する教育・技術指導、資料提供などが可能である。（第４条第５項）

◼ 一定の条件の下、消費期限設定実験を省略することができる。（第12条）

食品については、「推奨消費期限 ※2」内に期限設定する場合や、政府機関や国立研究機関の研究報告書、

韓国食品産業協会 及び関連業界団体が発刊した報告書を引用して設定する場合等である。

✓2023年1月1日までに全ての事業者が消費期限を実験の上で設定することは困難であることから、食品医薬品安全処から

委託を受けた韓国食品産業協会が、「食品の種類別消費期限設定報告書／식품유형별소비기한 설정보고서」を作

成した。事業者は同報告書を参照することで、消費期限設定実験を省略して、消費期限を設定することが可能である。

（※食品の種類が多岐に渡るため、４年間かけて順次開示予定）

（出所） 国立法律情報センターHP 「食品、食品添加物、畜産物及び健康機能食品の消費期限設定基準」（2023年10月23日最終確認）
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６.２.５．期限表示の設定方法（2/5）

品質安全限界
×0.8～0.9

品質安全限界
×0.6～0.7

安全係数安全係数

品質/품질

消費期限/
소비기한

品質安全限界/
품질안전한계

流通期限/
유통기한

製造日・包装日/
제조일자‧포장일자

基本的な設定方法

６．韓国の期限表示制度及び普及啓発の実態

◼ 消費期限の基本的な設定方法：「消費期限」＝「品質安全限界期間」×「安全係数」

⚫ 韓国では、「安全係数／안전계수（１未満の係数）」の考え方が存在する。

⚫ 「品質安全限界期間」は科学実験によって算出されるが、実際の食品製造・流通環境では様々な意図しない事情により、

理想的な状態を維持することが困難な場合があるため、これらを考慮した設定が必要とされている。

なお、安全係数の値については、製品の特性と実際の流通環境を最も正確に理解している事業者が、安全管理基準と

リスク受容度を鑑みて決定することとされている。

⚫ 流通期限の安全係数は60～70%、消費期限の安全係数は80～90%と例示されている1,2。

図表 流通期限と消費期限の関係

（図表は出所２を基に、MURC加筆）

（出所）1 食品医薬品安全処「消費期限表示制度準備ガイド（2022年８月18日）」（pp.1、6）
2 韓国食品産業協会（消費期限研究センター）「食品の種類別消費期限設定報告書（2023年8月）」（p.23）
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６.２.５．期限表示の設定方法（3/5）

食品
保管
温度

品質安全
指標

各指標での
品質安全
限界期間

品質安全
限界期間

安全
係数

消費期限
(参考値)

ソーセージ
No.17
-2-1-4

10℃
冷蔵

微生物試験 70日

70日間 0.77 53日間物理試験 70日

官能検査 70日

5℃
冷蔵

微生物試験 70日

70日間 0.77 53日間物理試験 70日

官能検査 70日

15℃
冷蔵外

微生物試験 52日

52日間 0.77 40日間物理試験 -

官能検査 -

※安全係数は、pH、水分活性度、保管温度、その他外的要因について整理されている
（上記アイテムであれば、それぞれ0.92、0.92、0.97、0.96であり、最終的に「0.77」を採用）。

※報告書には各種実験の結果が整理されている。

図表 推奨消費期限のソーセージの例（左）、算出時の安全係数算出のフロー図（右） 冷凍製品 滅菌製品

水素イオン濃度(pH)が低い製品か？

以下 以上

水分活性度(Aw)が低い製品か？

以下 以上

殺菌、保存料（抗菌、抗酸化）含有、貯蔵
性向上包装（レトルト、真空、CO2充填、
N2充填、脱酸素剤など）かどうか

冷蔵製品 常温製品 室温製品

安全係数

安全係数

[不確実性] 実験設定の不
確実性、再現性、実験誤差、
製品及びロットによる差異等
の補正値 0.92を使用

推奨消費期限設定対象

製品別保管温度

[温度変化] 冷蔵、冷
凍食品配送または購
入後、家庭への運搬
時の温度変化に備え、
安全側に余裕を取る

協会発行の期限設定報告書

６．韓国の期限表示制度及び普及啓発の実態

◼ 「食品の種類別消費期限設定報告書」では、2022年4月以降、菓子、パン類など50種類の食品の種類別に実施した

消費期限設定実験の結果を整理している。一例は下表のとおりである。

◼ 安全係数は「内的要因（pH、水分活性度、保存料）＋外的要因（包装、殺菌工程、貯蔵/流通温度）」と検討される。

本実験では、下図のフローに従って選定されている。

（図表は出所を基に、MURC加筆）

（出所） 韓国食品産業協会（消費期限研究センター）「食品の種類別消費期限設定報告書（2023年8月）」（pp.37-40、pp.3227-3237）
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６.２.５．期限表示の設定方法（4/5）

図表 食品の種類別消費期限設定実験の結果（参考値、一部抜粋）

食品種類 品目数
流通期限 ⇒ 消費期限

（平均） 延長率

菓子 1 45日 ⇒ 81日 80%

野菜ジュース 3 11日 ⇒ 20日 76%

果汁 1 20日 ⇒ 35日 75%

濃厚発酵乳 7 20日 ⇒ 24日 17%

豆腐 4 17日 ⇒ 23日 36%

ベーコン 1 25日 ⇒ 28日 12%

パン 4 20日 ⇒ 31日 53%

生麺 3 35日 ⇒ 42日 20%

ソーセージ 4 39日 ⇒ 56日 43%

かまぼこ 6 29日 ⇒ 42日 44%

乳児用離乳食 1 30日 ⇒ 46日 53%

乳酸菌飲料 3 18日 ⇒ 26日 44%

即席摂取食品（非殺菌） 12 59時間 ⇒ 73時間 24%

即席摂取食品（殺菌済） 3 30日 ⇒ 44日 46%

ハム 2 38日 ⇒ 57日 52%

※延長率は、消費期限への変更による期限表示の延長割合を表す。値は出所ままとした。

改正による期限表示の延長

６．韓国の期限表示制度及び普及啓発の実態

◼ 食品医薬品安全処は、消費期限設定実験の結果を用いて、以下のように期限表示が延長されることを整理している。

（図表は出所を基に、MURC作成）

（出所） 食品医薬品安全処 「プレスリリース：豆腐、ハム、発酵乳等の消費期限は何日ですか？（2022年12月１日）」（p.5）
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６.２.５．期限表示の設定方法（5/5）
移行状況（23年１月時点）

６．韓国の期限表示制度及び普及啓発の実態

＜消費期限制度への移行状況（2023年１月時点）＞

◼ 消費期限制度が開始されて間もないタイミングの報道（2023年１月６日）ではあるが、期限表示制度の変更に対し、

以下のように報じられている1。

⚫ 期限表示を延長すれば製造した食品をより長く販売できる点は有利となるが、食品事故の発生リスクを高めることでもある。

⚫ 原則として期限設定には独自の実験が必要であるが、多くの企業は直ちに実験をする時間的、財政的余力がなく、

消費期限を従来と似た水準で定めて表記する、または流通期限をそのまま消費期限に変えて表示していることが実情である。

⚫ 大手食品関係の関係者は、「消費期限制度の導入によって、実質的に表示期間が変わった製品はまだない」「今後の対応

として期間を大幅に延長できるかはわからない。期間の延長によって、品質上のクレームが出れば企業が責任を問われるため、

負担がかかる。」と話している。

◼ 食品医薬品安全処は「消費期限表示制度に関するFAQ」にて2、 「Q.14 流通期限に使用していた日付を延長することなく、

そのまま消費期限として利用する製品が多い。制度導入の実行性が低いのではないか？」という問いに対し、

期限表示を延長することは食品の安全性に関する部分であり、業界でも保守的に導入されているのが事実であると認めた

上で、企業独自の設定実験や食品医薬品安全処からの基準値等により、科学と安全に基づく消費期限の適用製品が徐々

に増加しており、引き続き適用製品の拡大を進めることが必要である旨を回答している。

なお、「流通期限」を「消費期限」に変更し、日付が延長される場合は、品目製造報告事項の変更報告を行う必要があるが、

単に記載を変更し、日付が同一である場合は、変更報告対象には該当しない。(Q.18）

（出所）1 聯合ニュース 「[ファクトチェック]新しい「消費期限」が表示された食品を食べた後に具合が悪くなった時、企業責任は無い？（2023年１月６日）」（2023年10月23日最終確認）
2 食品医薬品安全処 食品表示・広告政策課「消費期限表示制度に関するFAQ（2023年１月18日）」（pp.8、10）
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６.２.６．期限の表示方法

表示方法 消費期限 品質保持期限

年月日

23年12月10日まで※1,2 23年12月10日

23.12.10まで※1,2 23.12.10

2023年12月10日まで※1,2 2023年12月10日

2023.12.10まで※1,2 2023.12.10

消費期限：2023年12月10日※1,2 ―

製造日からの
期間

製造日から95日まで 製造日から95日

製造日から４か月まで 製造日から４か月

製造日から４年まで 製造日から４年

消費期限：製造日から95日 ―

※1 畜産物の場合、製品の消費期限が３か月以下の場合は、消費期限の「年」表示を省略可能。
※2 製品の製造・加工と包装過程が自動化設備で一括処理され、製造時間まで自動表示できる場合は、

「12月10日11時まで」または、「23.12.10 11:00まで」 と表示できる。

図表 期限の表示方法（「食品等の表示基準」に基づき、具体的に整理）

本調査にて、2023年７月に一部の大型スーパーと

コンビニの状況を確認したところ、以下であった。

◼ 流通期限のみを表示した製品、消費期限のみを

表示した製品が混在していた。

◼ 食品製造事業者によっては、生産する製品を

いずれかの期限で統一している例もあった。

◼ 惣菜食品（弁当、海苔巻き等）の期限表示

⚫ 大型スーパー：流通期限が多い

⚫ コンビニ ：ほぼ全てが消費期限

※一部の確認結果であり、韓国全体に関する網羅

的な状況ではない点に注意。

６．韓国の期限表示制度及び普及啓発の実態

◼ 消費期限または品質保持期限の表示方法については、「食品等の表示基準」の「別紙1 表示事項別の詳細表示基準」に

定められている。同資料では〇〇年〇〇月〇〇日等の記載で説明されているが、具体的に整理すると以下のとおりである。

◼ 年月日表示の場合は、期限までの日数によらず、日付まで明記が必要である。また具体的な日付ではなく、製造日からの日

数での表記も認められている。

◼ なお、「消費期限表示制度準備ガイド」によると、制度移行時は所管省庁の承認の下、既存包装の「流通期限」にステッカー

等を貼付け、「消費期限」に変更することが認められた。ただし、両者を併記することは不適切とされている。

（図表は出所１を基に、MURC作成）

（出所）1 国立法律情報センターHP 「食品等の表示基準／[別紙1]表示事項別の詳細表示基準」（2023年10月23日最終確認）
2 食品医薬品安全処「消費期限表示制度準備ガイド（2022年８月18日）」（p.4）
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６.２.７．表示期限を過ぎた食品の取扱い

６．韓国の期限表示制度及び普及啓発の実態

＜食品寄附での取扱い＞

◼ 韓国では「食品等寄附活性化法／식품등 기부 활성화에 관한 법률」が整備され、国全体で食品寄附活動が活発である。

◼ 同法に基づいて届出を行った事業者（フードバンク）においては、保健福祉部が毎年発刊する「寄附食品等の提供事業の案

内」に記載の食品の受入れ基準に従って活動している。同基準の一つとして、流通期限又は消費期限までの残日数にて判断

することとされており、韓国では表示期限を過ぎた食品は、食品寄附では活用できないと言える。

＜小売店での取扱い＞

◼ 「食品衛生法／식품위생법」の第44条（事業者等の遵守事項）第３項にて、

事業者等は、消費期限を過ぎた製品・食品又はその原材料を、製造・加工・調理・販売の目的で小分け・運搬・陳列・保管

しないこと、またこれを販売または食品の製造・加工・調理に使用しないこととされている。

そのため、韓国では表示期限を過ぎた食品は、小売店で活用できないと言える。

（出所） 保健福祉部「2023年度寄附食品等の提供事業の案内」（pp.36-37）
国立法律情報センターHP 「食品衛生法（2023年１月１日施行版）」（2023年10月23日最終確認）
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６.３．食品の期限表示に関する普及啓発事例

◼ 食品医薬品安全処は、2023年から導入される消費期限に係る普及啓発のためにパンフレットや動画等を多数作成している。

◼ 下記の約２分間の動画では、消費期限が導入されたという事実だけでなく、期限が科学的根拠を基に設定されていること、

消費期限は流通期限よりも長い期間であることをビジュアル的に伝えている。

図表 豆腐を事例にした、消費期限の啓発動画

（出所）食品医薬品安全処 動画より
※食品医薬品安全処HPでは流通期限を過ぎた食品に対し、

臭い等を確認の上で食べることを推奨する等の啓発は見受けられなかった。

1

2

3

4

６．韓国の期限表示制度及び普及啓発の実態

（出所）食品医薬品安全処 「[#消費期限]食品消費の新しい基準、今は消費期限！（2023年７月３日）」
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６.４．食品の期限表示に関する消費者意識調査

６．韓国の期限表示制度及び普及啓発の実態

◼ 韓国の民間調査会社が、2022年に期限表示に関する消費者意識調査を実施した。

・ 調査期間、方法：2022年12月16日～2022年12月20日、オンライン調査

・ 調査対象者 ：過去１～２か月に食品購入の経験がある男女

・ 調査サンプル数 ：合計1,000名（20代、30代、40代、50代 各250名。男女比は１：１。）

⚫ 流通期限に対する消費者の認識

- 流通期限を少し過ぎた場合については、消費することに前向きな意見が多かった。

・ 私はどこかで流通期限を少し過ぎた食品を食べても問題が無いと聞いたことがある（92.9%、同意率）

・ 流通期限を少し過ぎた食品でも、食べるのには問題ない（83.3% 、同意率）

- 一方、流通期限を基に食品の廃棄が進んでおり、消費者の立場では期限表示に依存するしかないと考えられた。

・ 流通期限を過ぎた食品は、廃棄しなければならない（56.0% 、同意率）

⚫ 消費期限の導入に対する期待感

- 消費期限の導入が、食品廃棄物の削減に繋がるといった期待感が大きいことがわかった。

・ 消費期限の導入に対し、賛成である（78.4%、同意率）

・ 消費期限が導入されれば、消費者が悩んで捨てることは減ると思う（86.9%、同意率）

・ 消費期限が導入されれば、確実に食べられる期間が決まるため、食品廃棄の無駄が減ると思う（86.5%、同意率）

・ 消費期限が導入されれば、食べずに捨てられる食べ物の量が減ると思う（81.8%、同意率）

- 一方、十分に広報されていないことへの不安感も挙げられた。

・ 消費期限を過ぎた場合は絶対に食べてはならないが、流通期限のように1～2日の超過は大丈夫だろうと思って

消費期限を過ぎた食品を食べる人がいそうだ。（92.9%、同意率）

・ 来年から本格施行であるが、広報が十分にされていないと思う（90.3%、同意率）

（出所） エンブレイントレンドモニター社 「消費期限表示に関する意識調査（2022年12月）」
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７．諸外国の法制度のまとめ
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７.１．諸外国の期限表示に関する法制度の特徴（アメリカ、EU）

７．諸外国の法制度のまとめ

国名 制度の概要

アメリカ

◼ アメリカでは、食品の期限表示に関する連邦法は存在しない（乳児用調整粉乳を除く）。州政府や地方自治体は独自の食品期限表示制度を導入する権限を有してい
る。例えばマサチューセッツ州では「適正食品製造品質管理規則」500.006 (B) (5) にて、あらゆる食品に「sell by」「best by」「use by」又は「これらに類する用語」のい
ずれかを表示することが義務とされているが、州によって期限の表示義務がある食品や、表示すべき文言は異なる。(pp.11、14、17)

◼ USDA/FSISは期限表示の使い分けについて、HP「Food Product Dating」にて、現在の期限表示は品質に関するものと理解するよう消費者へ指導している。期限表示
の設定方法については、流通環境等を考慮し、品質が最良となる日付を設定するよう事業者へ助言しているが、方法論の詳細を定めてはいない。ハーバード大法科大学院
へのヒアリングにおいて、政府（連邦・州）は期限表示の使い分けや設定方法の詳細を定めておらず、事業者の判断に任せていると評価していた。(pp.15、20)

◼ コーデックス規格と同義の「消費期限」が想定されてはいないことから、消費期限を過ぎた食品の流通可能性（販売・寄附）に関する言及はない。(pp.15）
なお、品質に関する期限を過ぎた食品の流通可能性については、USDA/FSISは「Best if Used By」を過ぎた食品の販売や寄附、消費が可能であるとしているが、州レベ
ルでは州法によって規制状況が異なる。例えば、マサチューセッツ州は、州法（General Law, Part I, Title XV, Chapter 94, Section 328）にて表示期限を過ぎた
食品の寄附を認めており、適正食品製造品質管理規則500.006 (B) (4)にて、表示期限を過ぎた食品の販売も「人間の消費にとって安全であり、感覚的及び身体的な
品質が著しく減少していない」等の一定条件を満たしている場合に認めている。(pp.11、13、25、28)

【食品廃棄削減に向けた期限表示制度の工夫】
◼ 現在、USDA/FSISは食品廃棄物の削減を目的に、食品製造事業者や小売業者に「Best if Used By」の使用を推奨し、また消費者には期限表示を安全性ではなく、

品質に関するものと理解するように指導している。一方、食品に関する業界団体（FMI、CBA）も2017年より自主的な運動を開始し、品質に関する期限「Best if
Used By」又は廃棄に関する期限「Use by」を用いるよう、事業者へ要請している。（pp.15、18）

◼ 審議中ではあるが、連邦レベルで期限表示の方法論を標準化することで、消費者の混乱を解消し、食品廃棄物を削減することを目的に、「食品期限表示法（Food
Date Labeling Act）」及び同様の規定を含む「農業レジリエンス法（Agriculture Resilience Act of 2023）」の法案が提出されている。（p.7）

EU

◼ EUでは、「Regulation (EU) 1169/2011 on the Provisions of Food Information to Consumers（FIC規則）」の第9条1項(f)にて、食品には「The date
of minimum durability／賞味期限」または「The ‘use by’ date／消費期限」のいずれかを表示することが義務とされている。(p.45)

◼ 期限表示の使い分けについては、FIC規則の第8条1項にて、食品事業者が自らの責任で期限表示を行う旨を定め、FIC規則の第24条1項にて、消費期限は「非常に腐
敗しやすく、短期間のうちに人体の健康に危険を及ぼす可能性のある食品」に、賞味期限の代わりとして適用すべきものと定めている。FIC規則ではいずれの食品に何の期
限を表示するかを具体的に定めていないが（食卓卵を除く）、EUは食品事業者に対し、基本的には賞味期限を使用し、短期間で人の健康に影響のある場合のみに消費
期限を使用することを促していると考えられる。(pp.46、48)

◼ 期限表示の設定方法については、FIC規則にて定められていない。そのため、設定方法はEU加盟国やEU域内で活動する食品事業者に一任されていると考えられる（なお、
法的拘束力はないが、欧州委員会から要請を受けた欧州食品安全機関（EFSA）は「期間の設定においては、合理的かつ予見可能な範囲で食品の流通・保管・使用
の環境を想定し、食品に含まれる病原性/腐敗微生物の生育挙動の評価等を行うべき」という科学的意見書を公表している）。(p.49)

◼ 消費期限を過ぎた食品の流通可能性（販売・寄附）については、消費期限を過ぎた食品は安全ではないとされ（FIC規則の第24条1項）、「一般食品法規則／
Regulation (EC)178/2002」の第14条にて食品事業者が安全ではない食品を取扱うことは禁止されていることから、認められないと考えられる。(pp.46、54)

【食品廃棄削減に向けた期限表示制度の工夫】
◼ 「Farm to Fork Strategy」の目標の一つに食品廃棄物の削減が掲げられ、余剰食品の再流通（特に食品寄附）は重要な施策とされる。賞味期限を過ぎた食品につ

いても寄附での活用が進むよう、2021年に「一般食品衛生規則／Regulation (EC)852/2004」が改正され、一定の条件を満たす場合、賞味期限を過ぎた食品であっ
ても寄附は可能である旨が明確化された（同法のAnnex II、Chapter Va）。ただし、寄附での利用を義務付けるものではない。(pp.41、52)

◼ 「Farm to Fork Strategy」を受け、期限の誤認を防ぐ観点から、FIC規則の改正について検討が進められている。(p.39)

（図表は本調査結果を基に、MURC作成）
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７.２．諸外国の期限表示に関する法制度の特徴（イギリス、フランス）

７．諸外国の法制度のまとめ

（図表は本調査結果を基に、MURC作成）

国名 制度の概要

イギリス

◼ イギリスでは、EU離脱後も国内法に継承された「Regulation (EU) 1169/2011 on the Provisions of Food Information to Consumers（FIC規則）」の第9
条1項(f)にて、食品には「The date of minimum durability／賞味期限」または「The ‘use by’ date／消費期限」のいずれかを表示することが義務とされている。
WRAP・FSA・DEFRAによる「Food date Labelling guidance / Best practice on food date labelling and storage advice（食品期限表示に関するガイダ
ンス）」によると、「The date of minimum durability／賞味期限」には「Best Before date」が一般的に用いられる。(pp.62、65)

◼ 期限表示の使い分けについては、FIC規則の第8条1項にて、食品事業者が自らの責任で期限表示を行う旨を定め、FIC規則の第24条1項にて、消費期限は「非常に腐
敗しやすく、短期間のうちに人体の健康に危険を及ぼす可能性のある食品」に、賞味期限の代わりとして適用すべきものと定めている。なお、WRAPへのヒアリングによると、個
別食品にいずれの期限を適用すべきかについては、食品事業者に一任されており、義務的な定めは存在しない。(pp.65、69)

◼ 期限表示の設定方法については、FIC規則や政府ガイダンス等にて詳細には定められておらず、WRAPへのヒアリングによると具体的な方法論は事業者に一任されている。
なお、安全係数は法的な要件として存在しないが、一部の事業者での採用事例が報告されている。(pp.71-72)

◼ 消費期限を過ぎた食品の流通可能性（販売・寄附）については、各地域における食品衛生に関する国内法にて、特定のEU規則（FIC規則や一般食品法規則等）に
違反した場合は刑事犯罪に当たるとされており、安全ではないとされる食品（FIC規則の第24条1項）の取扱いは認められないと考えられる。(pp.65、70)

【食品廃棄削減に向けた期限表示制度の工夫】
◼ 政府は食品廃棄削減を目的の一つに、安全性の観点で必要な場合に限って消費期限を用い、基本的には賞味期限の採用を推奨している(WRAPへのヒアリング)。
◼ WRAP・FSA・DEFRAは「Redistribution labelling guide」にて、「賞味期限を過ぎて、許容可能な期間」や「賞味期限を過ぎた食品の授受に係る合意書（雛形）」

を策定し、賞味期限を過ぎた食品の活用を勧めている。また、消費期限の表示された食品についても、期限を過ぎる前に安全に冷凍又は調理を行い、適切に期限表示の
貼替を行う等を実施することで、余剰食品として流通可能である旨を明示している。これらを政府の下で進めている点は特徴的と言える。(pp.75-79、81-83)

フランス

◼ フランスでは、EU加盟国として「Regulation (EU) 1169/2011 on the Provisions of Food Information to Consumers（FIC規則）」に従い、補足的な事項
を「消費法典／Code de la consommation」にて規定している。FIC規則の第9条1項(f)にて、食品には「賞味期限」又は「消費期限」のいずれかを表示することが義
務とされており、フランスでは「好ましくは○○より前に消費／à consommer de préférence avant」又は「○○までに消費／à consommer jusqu‘au」と表記される。
(pp.92、94)

◼ 期限表示の使い分けについては、FIC規則の第8条1項にて、食品事業者が自らの責任で期限表示を行う旨を定め、FIC規則の第24条1項にて、消費期限は「非常に腐
敗しやすく、短期間のうちに人体の健康に危険を及ぼす可能性のある食品」に、賞味期限の代わりとして適用すべきものと定めている。なお、DGCCRFへのヒアリングによると、
個別食品にいずれの期限を適用すべきかについては、食品事業者に一任されており、義務的な定めは存在しない。(pp.94-95)

◼ 期限表示の設定方法については、FIC規則や政府ガイダンス等にて定められておらず、事業者に一任されている。なお、安全係数は確認されなかったが、DGALへのヒアリン
グによると、事業者が老化試験等の結果から必要と考えられる期限よりも、余裕を持った期限の設定をしていることが実態として報告された。(p.98)

◼ 消費期限を過ぎた食品の流通可能性（販売・寄附）については、消費法典R412-9条にて販売または無償配布が禁止されている。(p.100)

【食品廃棄削減に向けた期限表示制度の工夫】
◼ 政府は食品廃棄削減を目的の一つに、安全性の観点で必要な場合に限って消費期限を用い、基本的には賞味期限の採用を推奨している(DGCCRFへのヒアリング)。
◼ 消費法典D412-7-1条にて、賞味期限に「最適な賞味のためには」「本製品はこの日付以降も消費可能」と記載することが可能な旨を規定している。(p.87)
◼ 「食品廃棄物削減に関する2016年2月11日第2016-138号法（ガロ法）」にて、賞味期限を過ぎた食品の廃棄を禁止し、大型小売店に対してフードバンクと食品の寄

附に関する契約の提案を義務づけた。その後のEgalim法（2018年制定）及び循環経済法（2020年制定）により、対象事業者が拡大された。(p.101)
◼ バンク・アリマンテール等は「適切な衛生慣行とHACCP原則の適用に関するガイド－食料援助－」を作成し、賞味期限を過ぎた食品の配布可能期間の目安を示している。

(pp.103-104)

(p.65)

(p.95)
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７.３．諸外国の期限表示に関する法制度の特徴（韓国）

７．諸外国の法制度のまとめ

（図表は本調査結果を基に、MURC作成）

国名 制度の概要

韓国

◼ 韓国では、「食品等の表示・広告に関する法律／식품 등의 표시ㆍ광고에 관한 법률」の第４条にて、食品には「製造日／제조연월일、消費期限／소비기한、また
は品質保持期限／품질유지기한」を表示することが義務とされている。そのうち、期限表示は「消費期限」「品質保持期限」であり、いずれかを表示することになる。
(p.119)

◼ 期限表示の使い分けについては、本調査では法律での指定を確認できなかったが、同法を所管する食品医薬品安全処は、全加工食品の約90%が「消費期限」の表示対
象であり、ビールや醤油類、酢、漬物等が品質保持期限の表示対象と案内している（消費期限表示制度に関するFAQ（2023年１月18日））。法律制定の背景も
踏まえると、原則として消費期限を使用する制度と考えられる。(p.120)

◼ 消費期限の設定方法については、「食品、食品添加物、畜産物及び健康機能食品の消費期限設定基準」の第４条にて、流通条件を考慮の上で「消費期限設定実験」
を行い、算出された「品質安全限界期限」の範囲にて、流通時の製品の安全性と品質を確保することが可能な期間を消費期限とすることを基本として通知している。同通
知を所管する食品医薬品安全処は、消費期限は品質安全限界期間に「安全係数（１未満の係数）」を乗じたものであり、その値は安全管理基準と、リスク受容度を鑑
みて決定すると案内している（「消費期限表示制度準備ガイド（2022年8月18日）」）。同ガイドでは、流通期限の安全係数を60～70%、消費期限の安全係数を
80～90%と例示しており、具体的な値の決定は事業者に選択権を与えつつ、改正によって表示期限が延長されることを期待していると伺える。(pp.122-123)

◼ 消費期限を過ぎた食品の流通可能性（販売・寄附）については、「食品衛生法」の第44条にて、消費期限を超過した製品・食品またはその原材料を、販売または食品の
製造・加工・調理に使用することが禁止されている。(p.128)

【食品廃棄削減に向けた期限表示制度の工夫】
◼ 2023年1月より同法の改正版が施行され、「流通期限」に代わって、「消費期限」が導入された。流通期限を過ぎた後も一定期間は消費可能であるにもかかわらず、消費

者が食品の廃棄時期として認識していること等を踏まえ、食品廃棄物の削減に繋げることを目的に消費期限が導入された（食品等の表示・広告に関する法律「制定・改
正の理由」）。(p.116)
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７.４．諸外国の期限表示に関する法制度の整理表（1/2）

７．諸外国の法制度のまとめ

（図表は本調査結果を基に、MURC作成。日本に関する出所は次頁参照。）

項目 アメリカ EU イギリス フランス 韓国 日本

・ 国レベルでの制度は無く、

多様な期限表示が存在。

・ FIC規則にて、加盟国で

統一的な基本ルールを整備。

・ 維持されたEU法の一つと

して、FIC規則を継承。
・ FIC規則を遵守。

・ 食品廃棄削減を目的の

一つに掲げ、法制度を改正。

「消費期限」へと統一が進む。

・ 食品廃棄削減を目的に、

賞味期限を廃棄の目安で

はなく、「おいしいめやす」とし

て捉えるよう啓発を実施。

食品廃棄

削減への

工夫

・ 業界団体が統一的な表

現の使用を事業者に要請。

・ 消費者の混乱を解消し、

食品廃棄物を削減するため、

連邦法の制定を議論中。

・ 食品寄附の推進に向け、

賞味期限を過ぎた食品でも

寄附が認められる旨を明示。

・ 期限の誤用を防ぐため、

FIC規則の改正を検討中。

・ 「賞味期限を過ぎた食品

の寄附に関する合意書」や

「賞味期限を過ぎて、許容

可能な期間」を整備。

・ 食品別のガイドを作成。

・ ガロ法にて、賞味期限を

過ぎた食品の廃棄を禁止。

・ 賞味期限を過ぎた後も消

費可能な旨を、食品に明示

できることを法律で規定。

所管機関等

・ 米国農務省・食品安全

検査局 (USDA/FSIS)

・ 食品医薬品局 (FDA)

・ 欧州委員会 保健衛生・

食の安全総局 (DG SANTE)

・ 欧州食品安全機構

・ 環境・食糧・農村地域省

(DEFRA)

・ 食品基準庁 (FSA)

・ 競争・消費・不正防止総

局 (DGCCRF)

・ 国立消費研究所 (INC)

・ 食品医薬品安全処 ・ 消費者庁

期限表示の

根拠法令

・ 連邦レベルの制度は無し。

・州政府や地方自治体が、

独自に制度を導入。

・ FIC規則

（Regulation(EU) 

1169/2011）

・ FIC規則

・ 食品期限表示に関するガ

イダンス（WRAP・FSA・

DEFRA）

・ FIC規則

・ 消費法典

・ 食品等の表示・広告に

関する法律

・ 食品表示法

・ 食品表示基準

・ 食品期限表示の設定の

ためのガイドライン 1

期限表示の

定義と使い分け

・ USDA/FSISは、いずれの

期限表示も品質に関するも

のと理解するように、消費者

へ現在指導している。

・ 業界団体は自主的な運

動で、「Best if Used By

（品質）」「Use by（廃

棄日）」の使用を要請中。

・ Best Before：

適切な保管時に品質が維

持される期限

・ Use by：

短期間で人の健康に危険を

及ぼす食品に、賞味期限に

代わって用いるべき期限。

・欧州食品安全機構が

使い分けの考え方を提案。

・ Best Before、Use By

※FIC規則に準ずる

・ 使い分けの考え方をガイダ

ンスで記載（最終的な選択

は事業者に一任）。

・ Use Byは短期間で人間

の健康に危険を及ぼす食品

のみに適用すべきと明示。

・ 賞味期限 (DDM)、

消費期限 (DLC)

※FIC規則に準ずる

・ 賞味期限は、「同日付以

降も消費可能」の文言を併

記可能。

・ Use Byは短期間で人間

の健康に危険を及ぼす食品

のみに適用すべきと明示。

・ 消費期限：

表示された保存方法で保存

する場合、摂取しても安全

性に問題がない期限。

・ 2023年は制度の移行期

間に当たる。

・ 加工食品の９割は消費

期限の表示対象。

・ 賞味期限 2：

おいしく食べることができる期

限。この期限を過ぎても、す

ぐに食べられないということで

はない。

・ 消費期限 2：

期限を過ぎたら食べない方

がよい期限。

期限の設定方法/

安全係数の有無

・ 国レベルでは、方法論への

具体的な明示はない。

（事業者に一任）

・ 行政・業界のいずれからも、

安全係数やその数値に関

する情報は見られない。

※流通環境等を考慮すべき

旨の言及に留まる。

・ EUとして、方法論への

統一的な規定はない。

・ 安全係数やその数値に関

する情報は見られない。

※流通環境等を考慮すべき

旨の言及に留まる。（欧州

食品安全機構の科学的意

見書）

・ 国・業界団体のガイダンス

にて、方法論の枠組みを明

示。（流通環境等を考慮

すべき旨等）

・ 安全係数は法的要件で

はない。同様の概念に関す

る事例として、約75%、約

85%の報告があり。

・ 国レベルで、方法論への

具体的な明示はない。

（事業者に一任）

・安全係数は確認されな

かったが、事業者が余裕を

持った期限の設定をしている

ことが実態として確認されて

いる。

・ 基本的な設定方法として、

以下の考え方を明示。

[消費期限]

＝[品質安全限界期間]

×[安全係数(※)]

※80～90%を例示

・ 移行措置として、国が参

照可能な実験結果を公表。

・ 基本的には、「食品の特

性に応じ、設定された期限」

×「安全係数（１未満の係

数）」の乗算により、設定す

る。ただし、義務的な定めで

はなく、業界団体の基準を

採用する事例等あり 1。

・賞味期限の安全係数には、

0.8以上を目安として推奨 3。

図表 諸外国の期限表示に関する法制度の整理表（1/2）

期限表示
制度の
概要
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７.４．諸外国の期限表示に関する法制度の整理表（2/2）

７．諸外国の法制度のまとめ

項目 アメリカ EU イギリス フランス 韓国 日本

表示期限を

過ぎた食品の

取扱い

※品質に関する

期限については、

腐敗の兆候等が

無い場合に限る

・ 品質に関する期限：

- 国の方針として、期限を過

ぎた食品は寄附可能と明示。

ただし、法的な明示ではない。

- 州単位では、推奨/禁止

は異なる。MS州では賞味

期限を過ぎた食品について、

所定の条件下では寄附が

可能であり、民事責任の免

除も認めている。

- 各フードバンクで最終的に

取扱いの判断がされている。

・ 賞味期限：期限を過ぎた

食品も所定の条件下では

寄附が可能であると規定。

（超過の旨を明示的に示す

責任があると、ガイドラインで

整理されている。）

・ 消費期限：期限を過ぎた

食品は安全ではなく、食品

事業者による取扱いは禁止

されている。

・ 賞味期限：期限を過ぎた

食品も所定の条件下では

寄附可能であると規定。

また、余剰食品の再流通の

促進に向け、必要な手順等

をガイドで整備しており、

合意書例や、「賞味期限を

過ぎて、許容可能な期間」

の目安を整備している。

・ 消費期限：期限前に冷

凍された食品は期限表示を

貼替えることで、寄附可能。

（賞味期限も同様。）

・ 法律にて、小売店等に売

れ残り食品や、賞味期限を

過ぎた食品の廃棄を禁止し、

寄附を斡旋。

・ フードバンクが「衛生慣行

に関するガイド」を策定し、

賞味期限後の配布可能期

間の目安を整備。

・ 国が食品寄附のためのモ

デル契約書を整備。

・ 消費期限：食品寄附・

小売店共に、期限を過ぎた

食品の取扱いを認めていな

い。

（改正前においても、流通

期限を過ぎた食品の取扱い

を認めていない。）

・ 賞味期限：期限を過ぎた

ことで直ちに衛生上の問題

は生じないが、賞味期限内

に販売することが望まれる 3。

多くのフードバンクでは、賞味

期限まで１か月以上ある食

品の寄附を受け付けている4。

・ 消費期限：期限を過ぎた

食品を販売することは厳に

慎むべき 3。

期限表示の

認知度

・ 品質に関する期限を、

同内容で認識する割合：

62～70%

・ 安全性に関する表示を、

同内容で認識する割合：

42～54%

※消費者アンケート

(n=1,029、2016年)

・ 期限表示の意味を正しく

回答できた割合：

賞味期限…47%

消費期限…40%

※消費者アンケート

(n=26,601、2015年)

・ 期限表示の意味を正しく

回答できた割合：

賞味期限…77%

消費期限…56%

※消費者アンケート

(各n=1,012、2021年)

・ 消費時に、日付に付随

する期限の文言を確認する

割合：

常に確認 …37%

ときどき確認…32%

確認しない …31%

※消費者アンケート

(n=1,007、2022年）

・ 流通期限を少し過ぎた食

品でも、食べるのには問題な

い：83.3%（同意率）

※消費者アンケート

（n=1,000、2022年）

※改正前の期限表示（流

通期限）に関する調査

・ 賞味期限・消費期限につ

いて、よく／ある程度 理解し

ている：78.0%

※消費者アンケート

（n=5,000、2022年）

※令和４年度消費生活意

識調査(第２回)の結果 5

図表 諸外国の期限表示に関する法制度の整理表（2/2）

（日本の出所）
１ 厚生労働省、農林水産省「食品の期限表示の設定のためのガイドライン（平成17年2月）」
２ 消費者庁「食品の期限表示」
３ 消費者庁「食品表示基準Q&A（平成27年3月。令和5年6月29日最終改正）」
４ 農林水産省委託調査「平成31年度 持続可能な循環資源活用総合対策事業 フードバンク実態調査事業 報告書（令和2年3月）」
５ 消費者庁「令和４年度第２回消費生活意識調査結果について（令和４年10月6日）」

（図表は本調査結果を基に、MURC作成。日本に関する出所は上記を参照。）
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参考資料１．文献等調査の出典

参考資料

出典名 URL

＜アメリカ＞（1/3）

Association of Food and Drug Officials(AFDO) 「Food Sorting Guidance and 
Model Consumer Commodity Salvage Code（2017年9月）」

https://www.afdo.org/wp-
content/uploads/2020/11/Food_Sorting_Guidance_and_Model_Consumer_Commodi
ty_Salvage_Code_acc_updated_2017.pdf

Chellie Pingree HP 「Press Releases / Pingree, Newhouse, Blumenthal 
Reintroduce Bicameral Bill to Standardize Food Date Labels, Cut Food Waste」

https://pingree.house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentID=4587

Code of Federal Regulations「Title 9/Chapter III/Subchapter A/Part 
317/Subpart A/§ 317.8」

https://www.ecfr.gov/current/title-9/chapter-III/subchapter-A/part-317/subpart-
A/section-317.8

Code of Federal Regulations「Title 9/Chapter III/Subchapter A/Part 
381/Subpart N」

https://www.ecfr.gov/current/title-9/chapter-III/subchapter-A/part-381/subpart-N

Code of Federal Regulations「Title 9/Subchapter i/Part 590/Subpart 
A/Identifying and Marketing Product/§ 590.411」

https://www.ecfr.gov/current/title-9/chapter-III/subchapter-I/part-590/subpart-
A/subject-group-ECFR655624385bab765/section-590.411

CONGRESS.GOV HP 「 H.R.3159 – Food Date Labelling Act of 2023」 https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/3159

CONGRESS.GOV HP 「H.R.1840 – Agriculture Resilience Act of 2023」 https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/1840

CONGRESS.GOV HP 「H.R.6167 – Food Date Labelling Act of 2021」 https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/6167

CONGRESS.GOV HP 「H.R.6251 – Food Donation Improvement Act of 2021 
(117th Congress (2021-2022))」

https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/6251

CONGRESS.GOV HP 「PUBLIC LAW 115-334-DEC.20, 2018. AGRICULTURE 
IMPROVEMENT ACT OF 2018」

https://www.congress.gov/115/plaws/publ334/PLAW-115publ334.pdf

CONGRESS.GOV HP 「S.3281 – Food Donation Improvement Act of 2021 
(117th Congress (2021-2022))」

https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3281

CONGRESS.GOV HP 「S.5329 - A bill to amend the Bill Emerson Good 
Samaritan Food Donation Act to improve the program, and for other 
purposes. (117th Congress (2021-2022))」

https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/5329

Consumer Brands Association 「Best if Clearly Labeled」
https://consumerbrandsassociation.org/wp-
content/uploads/2019/11/ConsumerBrands_ClearlyLabeled.pdf

FDA 「Understanding Date Labels on Food Packages」 https://www.youtube.com/watch?v=T5jgZ4fJJsw

Feeding America HP 「What to donate to a food bank and what to avoid（
2020年1月14日）」

https://www.feedingamerica.org/hunger-blog/what-donate-food-bank-and-what-
avoid

Food Industry Association (FMI) HP 「Grocery Industry Launches New 
Initiative to Reduce Consumer Confusion on Product Date Labels (2017年2月
15日)」

https://www.fmi.org/newsroom/latest-news/view/2017/02/15/grocery-industry-
launches-new-initiative-to-reduce-consumer-confusion-on-product-date-labels

Food Industry Association (FMI) HP 「Product Code Dating」 https://www.fmi.org/industry-topics/labeling/product-code-dating

https://www.afdo.org/wp-content/uploads/2020/11/Food_Sorting_Guidance_and_Model_Consumer_Commodity_Salvage_Code_acc_updated_2017.pdf
https://www.afdo.org/wp-content/uploads/2020/11/Food_Sorting_Guidance_and_Model_Consumer_Commodity_Salvage_Code_acc_updated_2017.pdf
https://www.afdo.org/wp-content/uploads/2020/11/Food_Sorting_Guidance_and_Model_Consumer_Commodity_Salvage_Code_acc_updated_2017.pdf
https://pingree.house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentID=4587
https://www.ecfr.gov/current/title-9/chapter-III/subchapter-A/part-317/subpart-A/section-317.8
https://www.ecfr.gov/current/title-9/chapter-III/subchapter-A/part-317/subpart-A/section-317.8
https://www.ecfr.gov/current/title-9/chapter-III/subchapter-A/part-381/subpart-N
https://www.ecfr.gov/current/title-9/chapter-III/subchapter-I/part-590/subpart-A/subject-group-ECFR655624385bab765/section-590.411
https://www.ecfr.gov/current/title-9/chapter-III/subchapter-I/part-590/subpart-A/subject-group-ECFR655624385bab765/section-590.411
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/3159
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/1840
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/6167
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/6251
https://www.congress.gov/115/plaws/publ334/PLAW-115publ334.pdf
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3281
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/5329
https://consumerbrandsassociation.org/wp-content/uploads/2019/11/ConsumerBrands_ClearlyLabeled.pdf
https://consumerbrandsassociation.org/wp-content/uploads/2019/11/ConsumerBrands_ClearlyLabeled.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=T5jgZ4fJJsw
https://www.feedingamerica.org/hunger-blog/what-donate-food-bank-and-what-avoid
https://www.feedingamerica.org/hunger-blog/what-donate-food-bank-and-what-avoid
https://www.fmi.org/newsroom/latest-news/view/2017/02/15/grocery-industry-launches-new-initiative-to-reduce-consumer-confusion-on-product-date-labels
https://www.fmi.org/newsroom/latest-news/view/2017/02/15/grocery-industry-launches-new-initiative-to-reduce-consumer-confusion-on-product-date-labels
https://www.fmi.org/industry-topics/labeling/product-code-dating
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参考資料

出典名 URL

＜アメリカ＞（2/3）

Food Safety News HP 「60 Hospitalized in Denver After Eating Charity Dinner
（2012年7月23日）」

https://www.foodsafetynews.com/2012/07/60-hospitalized-in-denver-after-eating-
charity-dinner/

Food Safety News HP 「Salmonellosis patients report eating chicken from food 
pantries（2018年6月1日）」

https://www.foodsafetynews.com/2018/06/salmonellosis-patients-report-eating-
chicken-from-food-pantries/#.WxdILC2ZNE4

FoodSafety.gov「FoodKeeper App」 https://www.foodsafety.gov/keep-food-safe/foodkeeper-app

Greater Boston Food Bank 「Product Dating Background（2014年1月）」 https://www.gbfb.org/wp-content/uploads/2016/08/Product-Dating.pdf

Harvard Law School - Food Law and Policy Clinic (FLPC) 「Federal Liability 
Protection For Food Donation – Legal Fact Sheet（2023年6月）」

https://chlpi.org/wp-content/uploads/2013/12/Emerson-Act-Legal-Fact-Sheet.pdf

Harvard Law School - Food Law and Policy Clinic (FLPC)、National Consumers 
League、Johns Hopkins Center for a Livable Future 「Consumer Perceptions of 
Date Labels : National Survey（2016年5月）」

https://notreallyexpired.com/wp-content/uploads/2021/02/Consumer-Perceptions-
on-Date-Labels_May-2016.pdf

Harvard Law School - Food Law and Policy Clinic (FLPC)、Natural Resources 
Defense Council 「The Dating Game：How Confusing Food Date Labels Lead 
to Food Waste in America（2013年9月）」

https://www.nrdc.org/sites/default/files/dating-game-report.pdf

LOCAL3NEWS HP 「26 get food poisoning from Community Kitchen（2010年
10月14日）」

https://www.local3news.com/26-get-food-poisoning-from-community-
kitchen/article_7a0c7390-63d6-5938-9f8b-2e47dcf3823d.html

ReFED and Harvard Law School - Food Law and Policy Clinic (FLPC) 「Policy 
Matrix」

https://policyfinder.refed.org/uploads/policy-finder-policy-matrix-0923.pdf

ReFED HP 「FOOD DATE LABELING ACT」 https://policyfinder.refed.org/federal-policy/food-date-labeling-act

ReFED HP 「FOOD DONATION IMPROVEMENT ACT」 https://policyfinder.refed.org/federal-policy/food-donation-act

ReFED HP 「Level of State Date Labeling Regulations」 https://policyfinder.refed.org/?category=prevention&key=date-labeling-subfilter

ReFED HP 「Massachusetts Food Waste Policy」 https://policyfinder.refed.org/massachusetts

The National Conference on Weights and Measures 「E. Uniform Open Dating 
Regulation（Handbook 130-2020）」

https://www.nist.gov/system/files/documents/2019/12/06/00-20-h130-iv-e-final-
10.pdf

United States Government Accountability Office 「DATA LABELS ON 
PACKAGED FOODS：USDA and FDA Could Take Additional Steps to Reduce 
Consumer Confusion（2019年9月）」

https://www.gao.gov/assets/gao-19-407.pdf

University of Arkansas School of Law 「Food Recovery: a legal guide」 https://law.uark.edu/documents/2013/06/Legal-Guide-To-Food-Recovery.pdf

USCODE HP 「42 USC 1791: Bill Emerson Good Samaritan Food Donation Act
（2023年10月30日施行）」

http://uscode.house.gov/view.xhtml?req=(title:42%20section:1791%20edition:preli
m)

USDA/FSIS HP 「Food Product Dating」
https://www.fsis.usda.gov/food-safety/safe-food-handling-and-preparation/food-
safety-basics/food-product-dating

https://www.foodsafetynews.com/2012/07/60-hospitalized-in-denver-after-eating-charity-dinner/
https://www.foodsafetynews.com/2012/07/60-hospitalized-in-denver-after-eating-charity-dinner/
https://www.foodsafetynews.com/2018/06/salmonellosis-patients-report-eating-chicken-from-food-pantries/#.WxdILC2ZNE4
https://www.foodsafetynews.com/2018/06/salmonellosis-patients-report-eating-chicken-from-food-pantries/#.WxdILC2ZNE4
https://www.foodsafety.gov/keep-food-safe/foodkeeper-app
https://www.gbfb.org/wp-content/uploads/2016/08/Product-Dating.pdf
https://chlpi.org/wp-content/uploads/2013/12/Emerson-Act-Legal-Fact-Sheet.pdf
https://notreallyexpired.com/wp-content/uploads/2021/02/Consumer-Perceptions-on-Date-Labels_May-2016.pdf
https://notreallyexpired.com/wp-content/uploads/2021/02/Consumer-Perceptions-on-Date-Labels_May-2016.pdf
https://www.nrdc.org/sites/default/files/dating-game-report.pdf
https://www.local3news.com/26-get-food-poisoning-from-community-kitchen/article_7a0c7390-63d6-5938-9f8b-2e47dcf3823d.html
https://www.local3news.com/26-get-food-poisoning-from-community-kitchen/article_7a0c7390-63d6-5938-9f8b-2e47dcf3823d.html
https://policyfinder.refed.org/uploads/policy-finder-policy-matrix-0923.pdf
https://policyfinder.refed.org/federal-policy/food-date-labeling-act
https://policyfinder.refed.org/federal-policy/food-donation-act
https://policyfinder.refed.org/?category=prevention&key=date-labeling-subfilter
https://policyfinder.refed.org/massachusetts
https://www.nist.gov/system/files/documents/2019/12/06/00-20-h130-iv-e-final-10.pdf
https://www.nist.gov/system/files/documents/2019/12/06/00-20-h130-iv-e-final-10.pdf
https://www.gao.gov/assets/gao-19-407.pdf
https://law.uark.edu/documents/2013/06/Legal-Guide-To-Food-Recovery.pdf
http://uscode.house.gov/view.xhtml?req=(title:42%20section:1791%20edition:prelim)
http://uscode.house.gov/view.xhtml?req=(title:42%20section:1791%20edition:prelim)
https://www.fsis.usda.gov/food-safety/safe-food-handling-and-preparation/food-safety-basics/food-product-dating
https://www.fsis.usda.gov/food-safety/safe-food-handling-and-preparation/food-safety-basics/food-product-dating
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Worcester County Food Bank HP 「Donate Food」 https://foodbank.org/donate/donate-food/

マサチューセッツ州HP 「Code of Massachusetts Regulations／105 CMR 500.000 -
Good Manufacturing Practices For Food（2016年9月23日）」

https://www.mass.gov/regulations/105-CMR-50000-good-manufacturing-practices-
for-food

マサチューセッツ州立法府HP 「General Laws, Part I, Title XV, Chapter 94, Section 
328: Food donations; distribution, service and preparation; civil liability」

https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleXV/Chapter94/Section328

9NEWS HP 「Illnesses at rescue mission investigated（2012年8月3日）」
https://www.9news.com/article/news/health/illnesses-at-rescue-mission-
investigated/73-333647746

https://foodbank.org/donate/donate-food/
https://www.mass.gov/regulations/105-CMR-50000-good-manufacturing-practices-for-food
https://www.mass.gov/regulations/105-CMR-50000-good-manufacturing-practices-for-food
https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleXV/Chapter94/Section328
https://www.9news.com/article/news/health/illnesses-at-rescue-mission-investigated/73-333647746
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EUR-Lex HP「COMMISSION REGULATION ((EU)1169/2011)（消費者への食品情
報の提供に関する規則） 」

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011R1169-
20180101

EUR-Lex HP「COMMISSION REGULATION ((EC) 178/2002)（一般食品法規則）」
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02002R0178-
20220701

EUR-Lex HP「COMMISSION REGULATION ((EC) 852/2004) （一般食品衛生規
則） 」

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02004R0852-
20210324

EUR-Lex HP「COMMISSION REGULATION( (EU) 2021/382) （Regulation (EC) 
852/2004の改正に係る規則） 」

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0382

EUR-Lex HP「EUR-Lex HP「COMMISSION REGULATION (EU) 853/2004（動物由
来の食品に対する衛生要件に関する規則）」

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02004R0853-
20230215

EUR-Lex HP「COMMISSION REGULATION( (EU) 2021/1374) （Regulation 
(EC) 853/2004の改正に係る規則）」

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1374

EUR-Lex HP「EU guidelines on food donation (C/2017/6872)」
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2017.361.01.0001.01.ENG

欧州食品安全機構(EFSA) 「Guidance on date marking and related food 
information: part 1 (date marking) （2020年12月） 」

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6306

欧州食品安全機構(EFSA) 「Hazard analysis approaches for certain small retail 
establishments and food donations: second scientific opinion （2018年9月採
択、同年11月公開）」

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5432

欧州議会HP 「LEGISLATIVE TRAIN 10.2023: Proposal for a regulation revising 
the rules on date marking (‘use by’ and ‘best before’ dates) on food products
」

https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-
revision-of-eu-rules-on-date-marking-(-use-by-and-best-before-dates)

欧州委員会HP 「Date Marking and Food Waste Prevention」
https://food.ec.europa.eu/safety/food-waste/eu-actions-against-food-waste/date-
marking-and-food-waste-prevention_en

欧州委員会HP 「Date Marking and Food Waste Prevention: Information 
materials-infographic and leaflet」

https://food.ec.europa.eu/system/files/2020-06/fw_eu-actions_date-
marking_infographic_en.pdf

欧州委員会HP 「Food Donation」
https://food.ec.europa.eu/safety/food-waste/eu-actions-against-food-waste/food-
donation_en

欧州委員会HP 「THE KEY OBLIGATIONS OF FOOD AND FEED BUSINESS 
OPERATORS」

https://food.ec.europa.eu/system/files/2016-
10/gfl_req_business_operators_obligations_en.pdf/

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011R1169-20180101
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1374
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欧州委員会「Strategic Plan 2020-2024 DG SANTE（2020年）」 https://commission.europa.eu/system/files/2020-10/sante_sp_2020_2024_en.pdf

欧州委員会「Food labelling - revision of rules on information provided to 
consumers - Factual summary report of the online public consultation in 
support of the revision of the Food Information to Consumers regulation
（2022年）」

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12749-
Food-labelling-revision-of-rules-on-information-provided-to-consumers/public-
consultation_en

欧州委員会「Flash Eurobarometer 425 Food waste and date marking –
summary(2015年10月）」

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2095

欧州連合 消費者・保健・農業・食品執行機関(CHAFEA)「Consultation on date 
marking policy options of the EU Platform on Food Losses and Food Waste 
and of the Working Group on Food Information to Consumers Regulation（
2021年11月）」

https://food.ec.europa.eu/system/files/2022-
02/fw_eu_actions_dm_20211130_report_1.pdf

JETRO「EU における食品ラベル表示に関する規制（2014年3月） 」 https://www.jetro.go.jp/ext_images/jfile/report/07001670/report_food_label.pdf

杉中淳「欧州連合の食品安全政策の体系（フードシステム研究第19巻3号、2012年）」 https://www.jstage.jst.go.jp/article/jfsr/19/3/19_203/_pdf/-char/ja

農林水産省「令和2年度輸出環境整備推進委託事業（食品規格等調査）調査報告書 欧
州連合 食品表示（2020年10月）」

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/shokuhin-kikaku/attach/pdf/europe-
12.pdf

農林水産省「令和2年度輸出環境整備推進委託事業（食品規格等調査）調査報告書 欧
州連合 衛生パッケージ（2020年10月）」

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/shokuhin-kikaku/attach/pdf/europe-
14.pdf

内閣府 食品安全委員会HP「欧州委員会(DG SANTE)、健康消費者保護総局（DG 
SANCO）から改名され、組織も改変された旨公表（2015年1月23日）」

https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu04191160305

内閣府 食品安全委員会HP「欧州食品安全機関(EFSA)、『日付表示及び関連する食品情
報のガイダンス(パート1(日付表示))』と題する科学的意見書を公表（2020年12月2日)」

https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/print/syu05510200149

ハーバード大法科大学院ほか 「The Global Food Donation Policy Atlas :European 
Union Legal Guide Food Donation Law and Policy(2022年12月）」

https://www.foodbanking.org/wp-content/uploads/2023/01/The-Global-Food-
Donation-Policy-Atlas_EU_Legal-Guide.pdf

国際連合食糧農業機関(FAO) 「包装食品の表示に関するコーデックス一般規格 CODEX 
STAN 1-1985 （消費者庁訳） 」

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/meeting_materials/review_meet
ing_001/assets/review_meeting_001_220311_0001.pdf

https://commission.europa.eu/system/files/2020-10/sante_sp_2020_2024_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12749-Food-labelling-revision-of-rules-on-information-provided-to-consumers/public-consultation_en
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https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12749-Food-labelling-revision-of-rules-on-information-provided-to-consumers/public-consultation_en
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2095
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https://food.ec.europa.eu/system/files/2022-02/fw_eu_actions_dm_20211130_report_1.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/jfile/report/07001670/report_food_label.pdf
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https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/shokuhin-kikaku/attach/pdf/europe-14.pdf
https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu04191160305
https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/print/syu05510200149
https://www.foodbanking.org/wp-content/uploads/2023/01/The-Global-Food-Donation-Policy-Atlas_EU_Legal-Guide.pdf
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イギリス国立公文書館HP 「Regulation (EU) No 1169/2011 of the European 
Parliament and of the Council」

https://www.legislation.gov.uk/eur/2011/1169

イギリス国立公文書館HP 「Regulation (EU) No 852/2004 of the European 
Parliament and of the Council」

https://www.legislation.gov.uk/eur/2004/852/contents

イギリス国立公文所館HP 「The Food Information Regulations 2014」 https://www.legislation.gov.uk/uksi/2014/1855/contents/made

イギリス国立公文書館HP 「Legislation originating from the EU」 https://www.legislation.gov.uk/browse/eu

イギリス国立公文書館HP 「EU legislation and UK law」 https://www.legislation.gov.uk/eu-legislation-and-uk-law

イギリス国立公文書館HP 「The Food Hygiene (Northern Ireland) Regulations 
2006」

https://www.legislation.gov.uk/nisr/2006/3/contents/made

イギリス国立公文書館HP 「The Food Hygiene (Scotland) Regulations 2006」 https://www.legislation.gov.uk/ssi/2006/3/contents

イギリス国立公文書館HP 「The Food Hygiene (Wales) Regulations 2006」 https://www.legislation.gov.uk/wsi/2006/31/contents

イギリス国立公文書館HP 「The Food Safety and Hygiene (England) Regulations 
2013」

https://www.legislation.gov.uk/uksi/2013/2996/contents

イギリス政府HP「Statutory guidance / Food and drink waste hierarchy : deal 
with surplus and waste」

https://www.gov.uk/government/publications/food-and-drink-waste-hierarchy-deal-
with-surplus-and-waste/food-and-drink-waste-hierarchy-deal-with-surplus-and-
waste

イギリス政府HP「UK government to set its own laws for its own people as Brexit 
Freedoms Bill introduced」

https://www.gov.uk/government/news/uk-government-to-set-its-own-laws-for-its-
own-people-as-brexit-freedoms-bill-introduced

イギリス政府HP掲載 DEFRA・FSA 「Guidance / Food labelling: giving food 
information to consumers」

https://www.gov.uk/guidance/food-labelling-giving-food-information-to-
consumers#show-the-best-before-or-use-by-date

FSA HP 「Packaging and labelling – Legal requirements that you have to 
follow as a food business」

https://www.food.gov.uk/business-guidance/packaging-and-labelling

FSA HP 「Key regulations / Food Information Regulation」 https://www.food.gov.uk/about-us/key-regulations

FSA HP 「Bulk freezing of ambient and chilled foods（2020年12月31日）」
https://www.food.gov.uk/business-guidance/bulk-freezing-of-ambient-and-chilled-
foods

FSA 「The effects of consumer freezing of food on its use-by date（2021年７
月）」

https://www.food.gov.uk/sites/default/files/media/document/the-effects-of-
consumer-freezing-of-food-on-its-use-by-date.pdf

FSA HP 「Four-country working」 https://www.food.gov.uk/about-us/four-country-working

WRAP・FSA・DEFRA 「Food date Labelling guidance / Best practice on food 
date labelling and storage advice（2019年11月）」

https://wrap.org.uk/sites/default/files/2020-07/WRAP-Food-labelling-guidance.pdf

WRAP・FSA・DEFRA・Dairy UK 「Milk guidance（2023年8月23日）」
https://wrap.org.uk/sites/default/files/2023-
10/WRAP%20Food%20labelling%20guidance_2023_DAIRY_MILK.pdf

https://www.legislation.gov.uk/eur/2011/1169
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2014/1855/contents/made
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WRAP・FSA・DEFRA・Federation of Bakers 「Bread and bakery goods guidance
（2019年11月）」

https://wrap.org.uk/sites/default/files/2020-07/WRAP-food-labelling-guidance-
bread-and-bakery.pdf

WRAP HP 「Food date labelling」 https://wrap.org.uk/taking-action/food-drink/actions/date-labelling

WRAP 「Product Life – Feasibility Study（2012年９月）」 https://wrap.org.uk/sites/default/files/2020-12/Product-life-feasibility-study.pdf

WRAP・FSA・DEFRA 「Redistribution labelling guide / Date labels, storage 
advice and freezing for food safety（2020年5月）」

https://wrap.org.uk/sites/default/files/2020-07/WRAP-surplus-food-redistribution-
labelling-guide-May-2020.pdf

WRAP・FSA・DEFRA 「Food surplus redistribution. Agreement to supply/receive 
food past ‘Best Before’ date」

https://wrap.org.uk/sites/default/files/2020-08/Agreement-to-supply-receive-food-
past-Best-Before-date-May-2020.pdf

WRAP 「Best Practice on Redistributing Own-Label Products Within the Supply 
Chain （2021年6月10日）」

https://wrap.org.uk/sites/default/files/2022-03/202202~1_0.PDF

WRAP 「Redistribution of Food Beyond its ‘Best Before ’Date (2022年4月27日)
」

https://wrap.org.uk/sites/default/files/2022-
04/2022.04.27%20Best%20Before%20Implementation%20Resource.pdf

WRAP 「ANNUAL SURVEY OF REDISTRIBUTION ORGANISATIONS IN THE UK 
– 2022 UPDATE」

https://wrap.org.uk/sites/default/files/2023-
09/Annual%20survey%20of%20redistribution%20organisations%20in%20the%20U
K%20-2022%20update_Methodology%20and%20Data%20sheet.pdf

WRAP 「CITIZEN INSIGHTS ON USE BY AND BEST BEFORE DATES ON DAIRY 
PRODUCTS（2023年１月）」

https://wrap.org.uk/sites/default/files/2023-02/WRAP-Citizen-insights-on-Use-By-
and-Best-Before-dates-on-dairy-products.pdf

WRAP HP 「The Courtauld Commitment 2030」 https://wrap.org.uk/taking-action/food-drink/initiatives/courtauld-commitment

WRAP HP 「History of the Courtauld Commitment」
https://wrap.org.uk/taking-action/food-drink/initiatives/courtauld-
commitment/history-courtauld-commitment

WRAP HP 「Courtauld Commitment 2025 Annual Report 2020」
https://wrap.org.uk/sites/default/files/2021-01/The-Courtauld-Commitment-2025-
Annual_Report-2020.pdf

BBC News 「Co-op supermarket scraps yoghurt use-by dates in bid to cut 
food waste（2022年4月22日）」

https://www.bbc.com/news/uk-61184855

BBC News 「Marks & Spencer scraps milk use-by dates to cut waste（2023年
6月7日）」

https://www.bbc.com/news/business-65704475

BBC News 「Morrisons scraps ‘use by’ date on milk in favour of sniff test（
2022年1月9日）」

https://www.bbc.com/news/business-59928650

Birmingham City Council HP 「Judgement against Tesco Stores Ltd（2021年4
月19日）」

https://www.birmingham.gov.uk/downloads/file/19238/birmingham_city_council_ju
dgement_against_tesco_stores_ltd_190421

British and Irish Legal Information Institute HP 「Tesco Stores Ltd, R (On the 
Application Of) v Birmingham Magistrates‘ Court [2020] EWHC 799 (Admin) 
(2020年4月6日)」

https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Admin/2020/799.html

https://wrap.org.uk/sites/default/files/2020-07/WRAP-food-labelling-guidance-bread-and-bakery.pdf
https://wrap.org.uk/sites/default/files/2020-07/WRAP-food-labelling-guidance-bread-and-bakery.pdf
https://wrap.org.uk/taking-action/food-drink/actions/date-labelling
https://wrap.org.uk/sites/default/files/2020-12/Product-life-feasibility-study.pdf
https://wrap.org.uk/sites/default/files/2020-07/WRAP-surplus-food-redistribution-labelling-guide-May-2020.pdf
https://wrap.org.uk/sites/default/files/2020-07/WRAP-surplus-food-redistribution-labelling-guide-May-2020.pdf
https://wrap.org.uk/sites/default/files/2020-08/Agreement-to-supply-receive-food-past-Best-Before-date-May-2020.pdf
https://wrap.org.uk/sites/default/files/2020-08/Agreement-to-supply-receive-food-past-Best-Before-date-May-2020.pdf
https://wrap.org.uk/sites/default/files/2022-03/202202~1_0.PDF
https://wrap.org.uk/sites/default/files/2022-04/2022.04.27%20Best%20Before%20Implementation%20Resource.pdf
https://wrap.org.uk/sites/default/files/2022-04/2022.04.27%20Best%20Before%20Implementation%20Resource.pdf
https://wrap.org.uk/sites/default/files/2023-09/Annual%20survey%20of%20redistribution%20organisations%20in%20the%20UK%20-2022%20update_Methodology%20and%20Data%20sheet.pdf
https://wrap.org.uk/sites/default/files/2023-09/Annual%20survey%20of%20redistribution%20organisations%20in%20the%20UK%20-2022%20update_Methodology%20and%20Data%20sheet.pdf
https://wrap.org.uk/sites/default/files/2023-09/Annual%20survey%20of%20redistribution%20organisations%20in%20the%20UK%20-2022%20update_Methodology%20and%20Data%20sheet.pdf
https://wrap.org.uk/sites/default/files/2023-02/WRAP-Citizen-insights-on-Use-By-and-Best-Before-dates-on-dairy-products.pdf
https://wrap.org.uk/sites/default/files/2023-02/WRAP-Citizen-insights-on-Use-By-and-Best-Before-dates-on-dairy-products.pdf
https://wrap.org.uk/taking-action/food-drink/initiatives/courtauld-commitment
https://wrap.org.uk/taking-action/food-drink/initiatives/courtauld-commitment/history-courtauld-commitment
https://wrap.org.uk/taking-action/food-drink/initiatives/courtauld-commitment/history-courtauld-commitment
https://wrap.org.uk/sites/default/files/2021-01/The-Courtauld-Commitment-2025-Annual_Report-2020.pdf
https://wrap.org.uk/sites/default/files/2021-01/The-Courtauld-Commitment-2025-Annual_Report-2020.pdf
https://www.bbc.com/news/uk-61184855
https://www.bbc.com/news/business-65704475
https://www.bbc.com/news/business-59928650
https://www.birmingham.gov.uk/downloads/file/19238/birmingham_city_council_judgement_against_tesco_stores_ltd_190421
https://www.birmingham.gov.uk/downloads/file/19238/birmingham_city_council_judgement_against_tesco_stores_ltd_190421
https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Admin/2020/799.html
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Campden BRI 「MAXIMISING SHELF-LIFE : Understanding, setting and 
extending the shelf-life of your food and beverage products」

https://www.campdenbri.co.uk/shelf-life-ebook.php

Fare Share 「BEST BEFORE DATE POLICY（2022）（2022年5月）」
https://fareshare.org.uk/wp-content/uploads/2022/08/Appendix-I.-FareShare-Best-
Before-Date-Policy_V1.1_2022.pdf

Fare Share HP 「FAQs」 https://fareshare.org.uk/giving-food/faq/

Food & Drink Federation (FDF) 「Industry guidance on setting product shelf 
life（2017年11月）」

https://www.fdf.org.uk/globalassets/resources/publications/guidance/shelf-life-
guidance.pdf

Marks and Spencer 「M&S EXPANDS FOOD WASTE SCHEME TURNING 
SURPLUS LOAVES INTO FROZEN GARLIC BREAD TO 125 MORE STORES（
2023年3月30日）」

https://corporate.marksandspencer.com/media/press-releases/ms-expands-food-
waste-scheme-turning-surplus-loaves-frozen-garlic-bread-125

Morrisons Corporate ltd. HP「Morrisons scrapping ‘use by’ dates from milk to 
help customers reduce waste」

https://www.morrisons-corporate.com/media-centre/corporate-news/morrisons-
scrapping-use-by-dates-from-milk-to-help-customers-reduce-
waste/#:~:text=From%2031%20January%20Morrisons%20will,being%20thrown%
20away%20every%20year

The Guardian HP 「Waitrose removes best-before dates from fresh food to 
reduce waste」

https://www.theguardian.com/business/2022/aug/01/waitrose-removes-best-
before-dates-from-fresh-food-to-reduce-waste

The Sun UK Edition 「BARGAIN BITE KFC is giving away millions of meals for 
FREE – how to get one（2022年1月21日）」

https://www.thesun.co.uk/money/18954472/kfc-millions-free-meals-how-to-get-
one/

https://www.campdenbri.co.uk/shelf-life-ebook.php
https://fareshare.org.uk/wp-content/uploads/2022/08/Appendix-I.-FareShare-Best-Before-Date-Policy_V1.1_2022.pdf
https://fareshare.org.uk/wp-content/uploads/2022/08/Appendix-I.-FareShare-Best-Before-Date-Policy_V1.1_2022.pdf
https://fareshare.org.uk/giving-food/faq/
https://www.fdf.org.uk/globalassets/resources/publications/guidance/shelf-life-guidance.pdf
https://www.fdf.org.uk/globalassets/resources/publications/guidance/shelf-life-guidance.pdf
https://corporate.marksandspencer.com/media/press-releases/ms-expands-food-waste-scheme-turning-surplus-loaves-frozen-garlic-bread-125
https://corporate.marksandspencer.com/media/press-releases/ms-expands-food-waste-scheme-turning-surplus-loaves-frozen-garlic-bread-125
https://www.morrisons-corporate.com/media-centre/corporate-news/morrisons-scrapping-use-by-dates-from-milk-to-help-customers-reduce-waste/#:~:text=From%2031%20January%20Morrisons%20will,being%20thrown%20away%20every%20year
https://www.morrisons-corporate.com/media-centre/corporate-news/morrisons-scrapping-use-by-dates-from-milk-to-help-customers-reduce-waste/#:~:text=From%2031%20January%20Morrisons%20will,being%20thrown%20away%20every%20year
https://www.morrisons-corporate.com/media-centre/corporate-news/morrisons-scrapping-use-by-dates-from-milk-to-help-customers-reduce-waste/#:~:text=From%2031%20January%20Morrisons%20will,being%20thrown%20away%20every%20year
https://www.morrisons-corporate.com/media-centre/corporate-news/morrisons-scrapping-use-by-dates-from-milk-to-help-customers-reduce-waste/#:~:text=From%2031%20January%20Morrisons%20will,being%20thrown%20away%20every%20year
https://www.theguardian.com/business/2022/aug/01/waitrose-removes-best-before-dates-from-fresh-food-to-reduce-waste
https://www.theguardian.com/business/2022/aug/01/waitrose-removes-best-before-dates-from-fresh-food-to-reduce-waste
https://www.thesun.co.uk/money/18954472/kfc-millions-free-meals-how-to-get-one/
https://www.thesun.co.uk/money/18954472/kfc-millions-free-meals-how-to-get-one/
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EU HP「Commission Regulation (EC) No 589/2008 of 23 June 2008 laying 
down detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 1234/2007 
as regards marketing standards for eggs」

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02008R0589-
20171125&qid=1644591853451

EUR-Lex「Commission Regulation (EC) No 589/2008 of 23 June 2008 laying 
down detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 1234/2007 
as regards marketing standards for eggs」

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32008R0589

Legifrance「Code de la consommation」 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006069565/

Legifrance「Décret n° 2022-1440 du 17 novembre 2022 relatif aux modalités 
de l'information des consommateurs au sujet du caractère consommable des 
denrées alimentaires」

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046572104

Legifrance「Décret n° 80-313 du 23 avril 1980 relatif aux crèmes de lait 
destinées à la consommation」

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000879692

Legifrance「Décret n°55-771 du 21 mai 1955 relatif aux laits destinés à la 
consommation humaine」

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000508682

Legifrance「LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte (1)」

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000031044385

Legifrance「LOI n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le 
gaspillage alimentaire」

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000032036289/#:~:text=%C2%A
B%20La%20lutte%20contre%20le%20gaspillage,locaux%20de%20pr%C3%A9venti
on%20des%20d%C3%A9chets.

Legifrance「LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le 
gaspillage et à l'économie circulaire」

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041553759/

Legifrance「Loi n°2018-938 du 30 octobre 2018 pour l‘equilibre des relations 
commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation 
saine, durable et accessible a tous」

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000037547946

経済・財務・産業・デジタル主権省HP「Date limite de consommation (DLC), date de 
durabilité minimale (DDM) : quelle différence ?」

https://www.economie.gouv.fr/particuliers/date-limite-consommation-dlc-ddm

経済・財務・産業・デジタル主権省HP「Date limite de consommation et date de 
durabilité minimale : ce que vous devez savoir（2022年6月22日）」

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-
pratiques/Date-limite-de-consommation-DLC-et-DDM

経済・財務・産業・デジタル主権省HP「Direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des frauds: DGCCRF」

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/dgccrf/mission_
organ/Organigramme-dgccrf.pdf?v=1683104735

農業・食料主権省HP「Alimentation」 https://agriculture.gouv.fr/thematiques/alimentation

農業・食料主権省HP「Convention type industries agroalimentaires (IAA) 」 https://agriculture.gouv.fr/telecharger/138728

農業・食料主権省HP「Étiquetage des œufs : mode d'employ(2023年10月11日)」 https://agriculture.gouv.fr/etiquetage-des-oeufs-mode-demploi

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02008R0589-20171125&qid=1644591853451
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02008R0589-20171125&qid=1644591853451
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32008R0589
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006069565/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046572104
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000879692
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000508682
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000031044385
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000032036289/#:~:text=%C2%AB%20La%20lutte%20contre%20le%20gaspillage,locaux%20de%20pr%C3%A9vention%20des%20d%C3%A9chets.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000032036289/#:~:text=%C2%AB%20La%20lutte%20contre%20le%20gaspillage,locaux%20de%20pr%C3%A9vention%20des%20d%C3%A9chets.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000032036289/#:~:text=%C2%AB%20La%20lutte%20contre%20le%20gaspillage,locaux%20de%20pr%C3%A9vention%20des%20d%C3%A9chets.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041553759/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000037547946
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/date-limite-consommation-dlc-ddm
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Date-limite-de-consommation-DLC-et-DDM
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Date-limite-de-consommation-DLC-et-DDM
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/dgccrf/mission_organ/Organigramme-dgccrf.pdf?v=1683104735
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/dgccrf/mission_organ/Organigramme-dgccrf.pdf?v=1683104735
https://agriculture.gouv.fr/thematiques/alimentation
https://agriculture.gouv.fr/telecharger/138728
https://agriculture.gouv.fr/etiquetage-des-oeufs-mode-demploi
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農業・食料主権省HP「Don alimentaire : un modèle de convention entre 
distributeurs et associations（2023年9月15日）」

https://agriculture.gouv.fr/don-alimentaire-un-modele-de-convention-entre-
distributeurs-et-associations

ADEME HP https://www.ademe.fr/

ADEME「Une alimentation plus durable en 10 questions（2023年8月）」
https://librairie.ademe.fr/cadic/7370/guide-alimentation-plus-durable-10-questions-
202309.pdf

ANIA他「Le Guide du Don Alimentaire（2022年2月）」 https://www.ania.net/wp-content/uploads/2022/03/Guide-Don-Alimentaire.pdf

ANSES HP https://www.anses.fr/fr

Banques Alimentaires「Guide des bonnes pratiques d‘hygiène et d’application 
des principes HACCP “Aide alimentaire” 2022, Ver2」

https://agriculture.gouv.fr/telecharger/135705

Banques Alimentaires「Guide des bonnes pratiques d’hygiène de la 
distribution de produits alimentaires par les organismes caritatifs(2011年版)」

https://www.banquealimentaire.org/sites/default/files/2018-
08/gph_20115943_0001_p000.pdf

Candymix HP https://candymix.fr/products/chunky-anti-gaspi-ddm-depassee

Linéaires 「Carrefour ose la vente de produits dont la date est dépassée 
(2019年10月17日)」

https://www.lineaires.com/la-distribution/carrefour-ose-la-vente-de-produits-dont-
la-date-est-depassee

Guillaume Garot 「Lutte contre le gaspillage alimentaire : propositions pour 
une politique publique（2015年4月14日）」

https://www.vie-publique.fr/rapport/34777-lutte-contre-le-gaspillage-alimentaire-propositions-pour-une-
politique#:~:text=A%20l%27issue%20de%20la,agroalimentaire%20des%20produits%20consommables%20de
s

INC HP「ETIQUETAGE:DURÉE DE VIE DES DENRÉES ALIMENTAIRES(2018年11月28日)」
https://www.inc-conso.fr/content/alimentation/etiquetage-duree-de-vie-des-
denrees-alimentaires

INC HP「Tableaux de conservation des denrées alimentaires: Ne jetez pas 
systématiquement vos denrées !」

https://www.inc-conso.fr/sites/default/files/tableau-dlc-inc-2018_2.pdf

Syndifrais HP「Pacte sur les Dates de Consommation」
file:///C:/Users/akiyamat/Downloads/pacte-sur-les-dates-de-consommation-too-
good-to-go-vdef%20(1).pdf

Syndifras「LES FRANÇAIS ET LE GASPILLAGE DES PRODUITS LAITIERS 
FRAIS - SONDAGE EXCLUSIF IFOP POUR SYNDIFRAIS」

https://www.syndifrais.com/docs/library/vdefcpsondageifopgaspillage-20220322.pdf

Too Good To Go HP「D‘OÙ VIENNENT LES DATES DE PEREMPTION ?」 https://www.toogoodtogo.com/fr/blog/date-peremption

Too Good To Go HP「QU’EST-CE QUE LE PACTE SUR LES DATES DE 
CONSOMMATION TOO GOOD TO GO ?」

https://www.toogoodtogo.com/fr/blog/pacte-too-good-to-go

Too Good To Go「LES DATES DE PÉREMPTION, UNE IDÉE DÉPASSÉE ?（2019年2月）」 https://www.toogoodtogo.com/fr/notre-livre-blanc

Too Good To Go HP「QU'EST-CE QUE LA DCR, DATE DE CONSOMMATION 
RECOMMANDÉE ?」

https://www.toogoodtogo.com/fr/blog/date-peremption

カルフールHP 「Carrefour Takes on the Food Waste Mountain」(2020年10月15日) https://www.carrefour.com/en/news/carrefour-takes-food-waste-mountain

杉村泰彦・小林富雄 「フランス：フードバンク活動による食品ロス問題への対応と品揃え形成およびその政策的背景
（小林富雄・野見山敏雄（編）フードバンクの多様性とサプライチェーンの進化−食品寄付の海外動向と日本における
課題− 2019年）」

書籍

https://agriculture.gouv.fr/don-alimentaire-un-modele-de-convention-entre-distributeurs-et-associations
https://agriculture.gouv.fr/don-alimentaire-un-modele-de-convention-entre-distributeurs-et-associations
https://www.ademe.fr/
https://librairie.ademe.fr/cadic/7370/guide-alimentation-plus-durable-10-questions-202309.pdf
https://librairie.ademe.fr/cadic/7370/guide-alimentation-plus-durable-10-questions-202309.pdf
https://www.ania.net/wp-content/uploads/2022/03/Guide-Don-Alimentaire.pdf
https://www.anses.fr/fr
https://agriculture.gouv.fr/telecharger/135705
https://www.banquealimentaire.org/sites/default/files/2018-08/gph_20115943_0001_p000.pdf
https://www.banquealimentaire.org/sites/default/files/2018-08/gph_20115943_0001_p000.pdf
https://candymix.fr/products/chunky-anti-gaspi-ddm-depassee
https://www.lineaires.com/la-distribution/carrefour-ose-la-vente-de-produits-dont-la-date-est-depassee
https://www.lineaires.com/la-distribution/carrefour-ose-la-vente-de-produits-dont-la-date-est-depassee
https://www.vie-publique.fr/rapport/34777-lutte-contre-le-gaspillage-alimentaire-propositions-pour-une-politique#:~:text=A%20l%27issue%20de%20la,agroalimentaire%20des%20produits%20consommables%20des
https://www.vie-publique.fr/rapport/34777-lutte-contre-le-gaspillage-alimentaire-propositions-pour-une-politique#:~:text=A%20l%27issue%20de%20la,agroalimentaire%20des%20produits%20consommables%20des
https://www.vie-publique.fr/rapport/34777-lutte-contre-le-gaspillage-alimentaire-propositions-pour-une-politique#:~:text=A%20l%27issue%20de%20la,agroalimentaire%20des%20produits%20consommables%20des
https://www.inc-conso.fr/content/alimentation/etiquetage-duree-de-vie-des-denrees-alimentaires
https://www.inc-conso.fr/content/alimentation/etiquetage-duree-de-vie-des-denrees-alimentaires
https://www.inc-conso.fr/sites/default/files/tableau-dlc-inc-2018_2.pdf
file:///C:/Users/akiyamat/Downloads/pacte-sur-les-dates-de-consommation-too-good-to-go-vdef%20(1).pdf
file:///C:/Users/akiyamat/Downloads/pacte-sur-les-dates-de-consommation-too-good-to-go-vdef%20(1).pdf
https://www.syndifrais.com/docs/library/vdefcpsondageifopgaspillage-20220322.pdf
https://www.toogoodtogo.com/fr/blog/date-peremption
https://www.toogoodtogo.com/fr/blog/pacte-too-good-to-go
https://www.toogoodtogo.com/fr/notre-livre-blanc
https://www.toogoodtogo.com/fr/blog/date-peremption
https://www.carrefour.com/en/news/carrefour-takes-food-waste-mountain


148 Mitsubishi UFJ Research and Consulting

LINE本文ページ

参考資料１．文献等調査の出典

参考資料

出典名 URL

＜韓国＞（1/2）

国立法律情報センターHP 「食品等の表示・広告に関する法律／식품 등의 표시ㆍ광고에
관한 법률（2023年1月1日施行版）（本文、制定・改正の理由）」

https://www.law.go.kr/LSW//lsInfoP.do?lsiSeq=234849&ancYd=20210817&ancNo=
18445&efYd=20230101&nwJoYnInfo=N&efGubun=Y&chrClsCd=010202&ancYnChk
=0#0000

国立法律情報センターHP
「食品、食品添加物、畜産物及び健康機能食品の消費期限設定基準／식품, 식품첨가물, 
축산물 및 건강기능식품의 소비기한 설정기준」

https://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?chrClsCd=&admRulSeq=210000021
0795#AJAX

国立法律情報センターHP 「食品等の表示基準／식품등의
표시기준（2023年１月１日施行版）（本文、[別紙1]表示事項別の詳細表示基準／
[별지 1] 표시사항별 세부표시기준」

https://www.law.go.kr/LSW/admRulInfoP.do?admRulSeq=2100000210274

国立法律情報センターHP 「食品等の表示基準／식품등의
표시기준（2022年１月１日施行版）」

https://www.law.go.kr/LSW/admRulInfoP.do?admRulSeq=2100000208007

国立法律情報センターHP 「食品衛生法／식품위생법（2023年１月１日施行版）」
https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EC%8B%9D%ED%92%88%
EC%9C%84%EC%83%9D%EB%B2%95

韓国食品産業協会（消費期限研究センター）「食品の種類別消費期限設定報告書／(안내
서) 식품유형별 소비기한 설정보고서(4차 공개)（2023年8月）」

https://foodsafetykorea.go.kr/portal/board/board.do?menu_grp=MENU_NEW01&me
nu_no=4612
※食品医薬品安全処HP「消費期限」＞「教育・広報（事業者向け）／교육·홍보(영업자용)」タブ＞
「(안내서) 식품유형별 소비기한 설정보고서(4차 공개)（2023-08-02）」

食品医薬品安全処 食品表示・広告政策課「消費期限表示制度に関するFAQ／(안내서) 
소비기한 표시제 관련 질의응답집(FAQ)（2023年１月18日）」

https://foodsafetykorea.go.kr/portal/board/board.do?menu_grp=MENU_NEW01&me
nu_no=4612
※食品医薬品安全処HP「消費期限」＞「教育・広報（事業者向け）／교육·홍보(영업자용)」タブ＞
「(안내서) 소비기한 표시제 관련 질의응답집(FAQ)（2023-01-18）」

食品医薬品安全処「消費期限表示制度準備ガイド／소비기한 표시제 준비
안내서(영업자용)（2022年8月18日）」

https://foodsafetykorea.go.kr/portal/board/board.do?menu_grp=MENU_NEW01&me
nu_no=4106#none
※食品医薬品安全処HP「食品表示・広告に関するFAQ／식품표시광고 FAQ」＞「소비기한 표시제
준비 안내서(영업자용)（2022-08-18）」

食品医薬品安全処HP「組織図／조직도」 https://www.mfds.go.kr/wpge/m_270/de010705l0001.do

食品医薬品安全処 「[#消費期限]食品消費の新しい基準、今は消費期限！ / [#소비기한] 
식품 소비의 새로운 기준, 지금은 소비기한!（2023年７月３日）」

https://www.youtube.com/watch?v=n7sOMNio1ro&t=84s

食品医薬品安全処
「プレスリリース：豆腐、ハム、発酵乳等の消費期限は何日ですか？／두부, 햄, 발효유 등
소비기한은 며칠일까요?（2022年12月１日）」

https://www.korea.kr/briefing/pressReleaseView.do?newsId=156539867

https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=234849&ancYd=20210817&ancNo=18445&efYd=20230101&nwJoYnInfo=N&efGubun=Y&chrClsCd=010202&ancYnChk=0#0000
https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=234849&ancYd=20210817&ancNo=18445&efYd=20230101&nwJoYnInfo=N&efGubun=Y&chrClsCd=010202&ancYnChk=0#0000
https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=234849&ancYd=20210817&ancNo=18445&efYd=20230101&nwJoYnInfo=N&efGubun=Y&chrClsCd=010202&ancYnChk=0#0000
https://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?chrClsCd=&admRulSeq=2100000210795#AJAX
https://www.law.go.kr/LSW/admRulLsInfoP.do?chrClsCd=&admRulSeq=2100000210795#AJAX
https://www.law.go.kr/LSW/admRulInfoP.do?admRulSeq=2100000210274
https://www.law.go.kr/LSW/admRulInfoP.do?admRulSeq=2100000208007
https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EC%8B%9D%ED%92%88%EC%9C%84%EC%83%9D%EB%B2%95
https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EC%8B%9D%ED%92%88%EC%9C%84%EC%83%9D%EB%B2%95
https://foodsafetykorea.go.kr/portal/board/board.do?menu_grp=MENU_NEW01&menu_no=4612
https://foodsafetykorea.go.kr/portal/board/board.do?menu_grp=MENU_NEW01&menu_no=4612
https://foodsafetykorea.go.kr/portal/board/board.do?menu_grp=MENU_NEW01&menu_no=4612
https://foodsafetykorea.go.kr/portal/board/board.do?menu_grp=MENU_NEW01&menu_no=4612
https://foodsafetykorea.go.kr/portal/board/board.do?menu_grp=MENU_NEW01&menu_no=4106#none
https://foodsafetykorea.go.kr/portal/board/board.do?menu_grp=MENU_NEW01&menu_no=4106#none
https://www.mfds.go.kr/wpge/m_270/de010705l0001.do
https://www.youtube.com/watch?v=n7sOMNio1ro&t=84s
https://www.korea.kr/briefing/pressReleaseView.do?newsId=156539867
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参考資料１．文献等調査の出典

参考資料

出典名 URL

＜韓国＞（2/2）

聯合ニュース 「[ファクトチェック]新しい「消費期限」が表示された食品を食べた後に具合が悪くなっ
た時、企業責任は無い？／[팩트체크] 새로운 '소비기한 표시제'선 음식 먹고 탈나면
기업 책임 없다?（2023年１月６日）」

https://www.yna.co.kr/view/AKR20230105071800502

保健福祉部／보건복지부「2023年度寄附食品等の提供事業の案内／2023년도
기부식품등 제공사업 안내」（中央寄附食品等支援センターHP「2023년 기부식품등
제공사업 안내입니다.（2023-01-02）」に掲載）

https://www.foodbank1377.org/reference/archive.do

エンブレイントレンドモニター社 「消費期限表示に関する意識調査／소비기한 표시제 관련 인
식 조사（2022年12月16日）」

https://www.trendmonitor.co.kr/tmweb/trend/allTrend/detail.do?bIdx=2519&code=
0401&trendType=CKOREA

https://www.yna.co.kr/view/AKR20230105071800502
https://www.foodbank1377.org/reference/archive.do
https://www.trendmonitor.co.kr/tmweb/trend/allTrend/detail.do?bIdx=2519&code=0401&trendType=CKOREA
https://www.trendmonitor.co.kr/tmweb/trend/allTrend/detail.do?bIdx=2519&code=0401&trendType=CKOREA
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参考資料２．対訳表（フランス）

参考資料

原語（フランス語） 日本語

Banques Alimentaires バンク・アリマンテール

Code de la consommation 消費法典

date de consommation recommandée (DCR) 推奨消費期限

date de durabilité minimale (DDM) 賞味期限

date limite de consommation (DLC) 消費期限

date limite d’utilisation optimale (DLUO) 最適利用期限

Décret 政令

Décret n° 2022-1440 du 17 novembre 2022 relatif aux 
modalités de l‘information des consommateurs au sujet du 
caractère consommable des denrées alimentaires

食品の消費特性に関する消費者への情報の様式に関する2022年11月
17日第2022-1440号政令

Direction générale de la concurrence, de la consommation et 
de la répression des frauds (DGCCRF)

競争・消費・不正防止総局

exploitants du secteur alimentaire 食品事業者

Guides de Bonnes Pratiques d‘Hygiène (GBPH) 衛生面のグッドプラクティスガイド

Guide des bonnes pratiques d‘hygiène et d’application des 
principes HACCP “Aide alimentaire”

適切な衛生慣行とHACCP原則の適用に関するガイド－食糧援助－

LOI n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre 
le gaspillage alimentaire (Loi Garot)

食品廃棄物削減に関する2016年2月11日第2016-138号法（ガロ法
又はギャロット法）

Loi n°2018-938 du 30 octobre 2018 pour l‘equilibre des 
relations commerciales dans le secteur agricole et 
alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible 
a tous (Loi Egalim)

農業・食品産業における取引関係の均衡と持続的ですべての人にアクセス
可能な食料のための2018年10月30日第2018-938号法（Egalim
法）

LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre 
le gaspillage et à l'économie circulaire

廃棄物と循環経済との闘いに関する2020年2月10日第2020-105号法
（循環経済法）
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参考資料２．対訳表（韓国）

参考資料

原語（韓国語） 日本語

식품의약품안전처 食品医薬品安全処

식품 등의 표시ㆍ광고에 관한 법률
食品等の表示・広告に関する法
律

식품등의 표시기준 食品等の表示基準

식품, 식품첨가물, 축산물 및
건강기능식품의 소비기한 설정기준

食品、食品添加物、畜産物及
び健康機能食品の消費期限設
定基準

식품유형별 소비기한 설정보고서
食品の種類別消費期限設定報
告書

유통기한 流通期限

소비기한 消費期限

품질유지기한 品質保持期限

제조연월일 製造年月日

제조일자‧포장일자 製造日・包装日

소비기한 설정실험 消費期限設定実験

품질안전한계기간 品質安全限界期間

안전계수 安全係数

품질 品質

식품위생법 食品衛生法

식품위생법 시행령 食品衛生法施行令

축산물위생관리법 畜産物衛生管理法

축산물 위생관리법 시행령 畜産物衛生管理法施行令

수입식품안전관리 특별법 輸入食品安全管理特別法

건강기능식품에 관한 법률 시행령 健康機能食品法施行令

原語（韓国語） 日本語

한국보건산업진흥원 韓国保健産業振興院

한국식품연구원 韓国食品研究院

한국식품산업협회 韓国食品産業協会

한국건강기능식품협회 韓国健康機能食品協会

보건복지부 保健福祉部

식품등 기부 활성화에 관한 법률 食品等寄附活性化法
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令和５年度消費者庁請負業務
「諸外国における食品の期限表示制度及び普及啓発に関する調査業務」報告書

発注者 ：消費者庁 消費者教育推進課 食品ロス削減推進室

請負者 ：東京都港区虎ノ門五丁目１１番２号
三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社

監修者 ：日本女子大学 家政学部 家政経済学科 小林 富雄 教授

日本大学 生物資源科学部 食品ビジネス学科 清水 みゆき 教授

調査期間：2023年４月３日～2023年12月22日
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リサイクル適性の表示：印刷用の紙にリサイクルできます
この印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料
［Ａランク］のみを用いて作製しています。
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